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視座

海は、交通・輸送・資
源開発等、人間の多様な

活動の要路であり続けている。
そして、筆者は法学者であるので、

法の視点から、「海は広くて大きい」
ことを、次のように実感する。

「海は広くて大きい」という海の観念は、国際法
の歴史で最も有名な論争の一つ、17世紀の自由海論と閉鎖海論
の対立に、その起源があるのかもしれない。自由海論が閉鎖海
論を凌駕して以来、「海は広くて大きい、無限の自浄作用をもち、
資源は枯渇しない」と考えられてきた。

たしかに、とくに20世紀以来、衝突・海洋汚染・資源枯渇の
防止のために、国内法でも国際法でも法規制が発展しているの
だから、自由海論は変質しつつある。国内法では、たとえば、
船舶安全法、漁業法、海洋汚染防止法というように、個別の事
項ごとに法の規制が実現している。これは、国際法でも同じで
ある。国連海洋法条約（UNCLOS）も、国際海事機関（IMO）
が主導した多くの条約も、海上における人命の安全（SOLAS条
約）、海洋汚染（dumping, pollution by dischargeに係る条約）、
IUU（違法・無規制・無報告の）漁業に係る法規制が発展している。

そうではあっても、個別の事項ごとに相互に独立に法が規制する、
という考え方の背後には、無意識かもしれないが、「広くて大き
い海」という観念が依然として、通底しているように思われる。
海は広くて大きいから、個別の海洋利用の相互間で、調整を意
識しなくてもよい。航行は航行、汚染は汚染、漁業は漁業、と
いうように、一つの利用が他の利用に及ぼす影響や、一つの規
制が他の規制と背反あるいは相乗することは、（あまり）意識さ
れてこなかった。

ところが、これに対して、海洋空間計画（Marine Spatial 

Planning）の発想は、海に抱くノスタルジックな期待から離れて、
海は「閉じた大きな水槽」であるという現実を、いやおうがなく、
われわれに突き付けている。

海洋空間計画は、端的にいえば、多様な海洋利用に、海域を空
間的にあるいは時間的に配分して割り当てることである。第４期
海洋基本計画（2023年４月28日閣議決定）も、「諸外国にお
いても導入事例のある海洋空間計画については、その実態の把握
に努めるとともに、…排他的経済水域等における他の個別課題へ
の展開や、複合的な 海域利用への適用を検討する。（内閣府、外
務省、農林水産省、国土交通省）」と明記する （50頁）。

海洋空間計画は、国と国民の利益を最大化するために不可欠で
ある。多様な海洋利用が持つ「功」「罪」は、海域を「閉じた大
きな水槽」と観念して、その中での相互作用をとらえてこそ、正
確に評価できる。海洋空間計画の決定は、多様な海洋利用に優先
順位を付し、選択をすることである。世界第６位の管轄海域を持
つ日本は、海洋空間計画によってこそ、海洋利用からの利益を最
大化できる。われわれは、海は「閉じた大きな水槽」という21
世紀の新しい観念をいだかなければならない。

海洋空間計画：
「広くて大きい海」から
「閉じた大きな
水槽としての海」へ

　

兼原	敦子
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ごあいさつ

昨今の大学では「ワクワクする研究をやろう」とか、「研究は
面白いのが一番」といったフレーズが度々聞かれる。３月まで産
官学連携の副学長を務めていたこともあり、この種の言葉が強調
される背景はよくわかる。日本の研究フィールドは、今世紀に入
り短期雇用を増やし短期の成果を求め、インパクトファクターを
偏重する外国に倣うことで若手研究者を追い詰めてきた。日本は
未来のため研究者を大切に育成する本来の姿を見失ってきたよう
だ。これからが日本の正念場であるが、破壊的・革新的テクノロ
ジーばかりに目を向けず、我々が住み暮らす国や地域に根差した
様々な課題解決を図ることに真面目に取り組む優秀な研究者や実
務者を育成することが現実社会で最重要と考える。

着任してまだ日は浅いが、今の当研究所はそのような人材を
育て成長させ、そして輩出する研究機関として程よい環境とポテン
シャルを備えつつあるように感じる。研究員の顔つきを見ていて
もおおよそ分かる。大学では皆雑事に追われ多少空疎にも聞こえ
た「ワクワクする研究」と言った表現が、肩の荷が軽くなった私
にも使い易くなっている面があるが、「胸躍らせ心をときめかす
何か」を研究所が発信し広げて行くのではないかとの予感がする。
言うまでもないが、AI進化の激しい現在は、交通・運輸を取り
巻く目的・手段のありかた、いわばその理念を改めて構想できる
想像力と創造力とを持ち合わせた人材育成が求められている。

なお、ワクワク感や面白さは未知なるものへの期待の現れで

あり、「研究」が磨き極めることであるなら、研究の素材を磨い
たり人材が磨かれたりする過程では、様々な研究者や実務家の多
様な関わりがあった方が良いし、極める過程ではどこまで深く思
考を続けられるかが個々に問われることになる。極める過程で「面
白い」と思えないと辛いのだが、この「面白い」が自己満足では
物足りず、社会に深く関わる分野では「インタレスティング」で
あるべきだろう。他者との間に存在するものがインター・エスト
であるのだから、他者と共有できる「面白さ」を心がけることが
良さそうだ。

当研究所のメンバーにとってのクライアントは「未来の日本」
である。だから未来の日本を創るために必要と信じることを研究
できる。組織としても継続的に取り組めば、国や地域の政策・計
画の枠組み、仕組み、あるいは具体的な事業を作り、また組み替
え未来に向かう原動力を築けるだろう。きわめて実践的で魅力的
である。未来の日本に向かえるなら世界への貢献も一層可能であ
ろう。そのような実践研究のあるべき姿が当研究所からさらに発
信できると期待している。ぜひ、多くの大学、企業、コンサルタン
ツの心若い人達に当研究所への興味を持って頂きたい。

当研究所の長い歴史とご高名な歴代所長に敬意を表しつつ、
以上を以って就任の挨拶とさせて頂く。引き続き当研究所へのご
支援をお願いしたい。

「運輸総研」所長に就任して

一般財団法人運輸総合研究所	所長
東京工業大学	特命教授、名誉教授

東京医科歯科大学	特任教授　屋井	鉄雄
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今こそ考えよう
これからの交通運輸の姿

本では、人口減少、少子高齢化などにより、社会環

境は長期的に大きく変化することが想定され、国を

支える基盤の一つである公共交通が抱える課題もより多様

化・複雑化することが従来からも論じられてきました。し

かし、このような中、近年では新型コロナウイルス感染症

の流行を起因として、本来長期的に出現することが考えら

れていたテレワークの進展や公共交通利用者の減少が目の

前の事象として現れ、長期的な視点で様々な備えをしてお

くことの重要性が一層高まっています。一方で、日本の公

共交通については、５年程度をターゲットとした交通政策

基本計画が存在するものの、より長期をターゲットとした

計画・指針は存在していないのが現状です。

そこで当研究所では、森地茂 政策研究大学院大学客員教

授・名誉教授を座長とする「2050年の日本を支える公共

交通のあり方検討委員会」を設置し、長期的な視点から、

2050年をターゲットとして、日本の社会の変化や目指す

べき社会の姿を想定し、日本を支える公共交通のあり方と

ともに、その具体化に必要な施策や検討の方向性等を示す

べく調査研究を行いました。これは、現状から将来を見通

すフォアキャスティングではなく、目指すべき社会、公共

交通のあり方を想定し、これから行うべき施策等を検討す

るバックキャスティングの手法です。

今回その成果を踏まえ、「2050年、どうする 公共交通

～２０５０年の日本を支える公共交通のあり方に関する提言

～」をとりまとめました。

後の人口減少・高齢社会において、移動手段の確保

は重要な地域課題です。日本のこれまでの状況をみ

ると、高度成長期は、マイカーの普及が進み、自らの運転と

公共交通のサービス利用で移動手段を確保してきました。し

かし、民間サービスとして運営・運行されている公共交通は、

収益性を確保できない場所での維持は難しく、マイカーがな

ければ不便・生活が成り立たないといった「マイカー依存」

の状況にあります。その結果、マイカーを手放せない高齢ド

ライバーによる事故が増加し、日常的な行為を行うための外

出ができない移動困難者が発生しています。

今のまま進めば、人口減少や高齢化の中で、リソースや

財源が不足し、さらに移動手段の確保が困難になることが

想定されます。従来型の「移動・交通」に関する事業モデル・

仕組みは限界にきていることから、将来を見据え、高齢者等

の移動手段確保についての根本的な解決に向けた更なる検討

が急務です。

そこで当研究所では、鎌田実東京大学名誉教授を座長と

する「高齢者等の移動手段確保方策検討委員会」を設置し、

人口の質的変化が生じる2050年を見据えたより良い未来

の実現に向けて、高齢者等の移動のあるべき姿、その実現

策に向けた検討を行いました。そして、同検討委員会では、

高齢者等の移動手段のあるべき姿の実現に向けて、マイカー

を運転している高齢者等の「マイカー所有からサービス利用

への転換」を掲げ、方策として「マイカー運転の自由度・利

便性に近い移動手段」を提案する、「高齢者等の移動手段確

保方策に関する提言」をとりまとめました。

▶▶▶ P.14　提言❷▶▶▶ P. 4　提言❶

日 今

Special Feature
特　集
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2050年の日本を支える
公共交通のあり方に関する提言

日本では、人口減少、少子高齢化などにより、社会環境は長期的に大きく変化することが想定さ
れ、公共交通が抱える課題もより多様化・複雑化することが従来からも論じられてきました。ま
た、2050年のカーボンニュートラルの実現に向けた国際的な動きや、中長期的に交通分野に劇
的なイノベーションをもたらす新技術の開発など、公共交通を取り巻く環境は変化している一方
で、日本の公共交通政策では、長期をターゲットとした計画や指針が存在していません。
こうした問題意識の下、運輸総合研究所では、森地茂	政策研究大学院大学客員教授・名誉教授を
座長とする「2050年の日本を支える公共交通のあり方検討委員会」及び二つの小委員会を設置
して調査研究を進め、その検討成果としての提言を今年６月に取りまとめて公表しました。
提言では、2050年の日本の目指すべき社会の姿を想定し、「生活」「安全・環境」「国土・国力」
という日本の社会の３つの軸を踏まえ、これらを支える公共交通の９つのあり方を提案しています。
以下に概要をご紹介します。

当研究所では、2021年から、公共交通の各分野に造詣の深い研
究所外部の24名の有識者の方々にご参加いただき、「2050年の日
本を支える公共交通のあり方検討委員会」及び２つの小委員会を設
け、2050年という長期をターゲットとして、日本社会の構造的変
化・国際環境の変化や目指すべき社会の姿を想定した上で、日本を
支える公共交通のあり方を示し、さらに、その具体化に必要な施策
や検討の視点・方向性を示すべく、精力的に検討を進めてきた。

本提言は、公共交通の各分野における施策や検討の視点・方向性
を、できる限り網羅的に取り上げた、いわばたたき台であり、これ
を世の中に投げかけることにより、財源論も含めた課題の解決方策
や優先順位付けについて、社会・国民各層における議論を惹起する
ための一石を投じようとするものである。

なお、今回の検討においては、基本的には旅客輸送である公共交
通（航空、鉄道、バス、タクシー、旅客船等）を対象とし、日常生
活での交通、観光や出張などに利用される国内の幹線交通、インバ
ウンド・アウトバウンド双方の視点での国際交通のいずれも対象と
した。また、これに関連する範囲内で、貨客混載等の物流に関する
事項や、新たなモビリティ・シェアリング等のパーソナルな移動手
段にも触れている。

今回は、前述のとおり、公共交通のあり方を示し、その具体化に
必要な施策や検討の方向性等についての提言を行うものであり、必
要な施策の実施の詳細やその手段としての財源、制度、技術開発の
具体策については、今後の検討課題とした。

提 言
❶

図　日本の将来人口構造の変化
出典）内閣府「令和４年版高齢社会白書」及び法務省「在留外国人統計」より運輸総研作成
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1．2050年の日本、社会はどう変わる？
全国的な人口の減少と少子高齢化の加速、人口構造は大きく変化

日本の人口は減少を続け、2050年には10,192万人となり、
1960年代と同水準となる。ただし、1960年代（生産年齢人口率
68%、高齢人口６％程度）とは異なり、年齢階層別でみると、
2050年に高齢人口は3,841万人、生産年齢人口は5,275万人、
若年人口は1,077万人の少子高齢化社会となる。一方、在留外国
人は増加傾向が続き、新型コロナウイルス感染症流行前の2019年
には、293万に達し在留外国人割合は2.32％と過去最高となった
ことも鑑みると、高度外国人材の受入れの増加によりその割合が更
に増加する可能性もある。

地域コミュニティの維持に向け、地域・都市構造は変化
地域別にみると、2050年には全国の約半数の有人メッシュ（人

が現在居住している地域）で人口が50％以上減少、約２割が無居住
化となる。自治体数でみると、１万人未満の自治体が増加（割合が
2020年の30％から2045年には41％に増加）し、他の人口規模
の自治体はおおむね減少する。大幅な人口減少が進む地域では、イン
フラや公共サービスの維持が困難となり、公共交通については大都
市中心部などを除き料金収入に基づく収入のみでは成立しなくなる。

このような状況から、コンパクトシティ化や集落の再編が進み、
現在より集約して人が居住し、地域構造がよりコンパクト化するな
ど生活圏の再構築が進行する。

Z世代以降のウェルビーイングな価値観の台頭、  
社会の基盤となる交通が持つ多面的な価値がより重要に

誰もが自由で快適な生活をできる環境を特に求めるＺ世代以降の
価値観などを背景として、ウェルビーイングな社会の実現に向けて
世の中は動く。また、社会の基盤である交通は、派生需要である移
動手段としての役割を有するだけでなく多面的な価値を有しており、
ウェルビーイングな社会に向けて多面的な価値がより重視される。

デジタル化する社会、オンライン交流と対面交流の共存へ
デジタル化が進展することで、テレワークなど業務系をはじめと

して観光や娯楽等、様々な人々の活動のオンライン化が進む。一
方、対面交流から得られる非言語情報が、新たなイノベーションの
創出や生活の質（QOL）の向上には重要であることから、オンラ
イン化と対面交流は共存することとなる。

アジアを中心とした海外都市はさらなる発展へ
アジア、アフリカ等の地域では人口増加が続き、都市の発展も著

しく、2050年には欧州諸国と肩を並べる存在となっている。

災害、インフラ老朽化など迫りくる危機的要素
気候変動の影響により自然災害が激甚化・頻発化するとともに、

首都直下地震や南海トラフ地震等の巨大地震・津波や大規模火山噴
火等の広域的な大災害について、発生リスクが高まるだけでなく、
既に発生している可能性もある。また、全国的にインフラの老朽化
が進み耐用年数を超えるものが大半となり、メンテナンス人材の減
少もあり、適切な維持管理・更新が行われないと安全・安心な生活
が脅かされるおそれがある。

また、グローバル化の一層の進展による新たなパンデミックリス
クの拡大や、脱炭素化に必要な非化石エネルギーやレアメタル資源
の需給ひっ迫、安全保障上の脅威の拡大など、大きな危機的要素が
日本には迫っている。

注） 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30
（2018）年推計）」、総務省「国勢調査」より国土政策局作成

図　人口増減割合別の地点数（1kmメッシュベース）
出典） 国土交通省 国土審議会第13回計画部会 配布資料 「資料2-2我が国国

土が直面するリスクと構造的な変化（参考資料）」

注） 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30
（2018）年推計）」、総務省「国勢調査」より国土政策局作成

図　市区町村人口規模別（各時点）の自治体数
出典） 国土交通省 国土審議会第13回計画部会 配布資料 「資料2-2我が国国

土が直面するリスクと構造的な変化（参考資料）」
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多様な価値観を包括しているウェルビーイングな社会
インクルーシブな社会では、個々のQOLがより重要視される。週休３日や
ワーケーション・ブレジャー（出張＋観光）などの多様な働き方、ライフス
タイルに応じた多様な住まい方、生活の質を高める多様な観光の実現など、
誰もが各々のQOLを高めウェルビーイングな生活を送ることができる社会
を目指すべきである。

災害の激甚化等にも対応している安全・安心な社会
首都直下地震や南海トラフ地震などといった大災害や、インフラの老朽化、
新たなパンデミックの発生リスクの拡大など様々な危機的要素が存在してい
る中、激甚化する災害にも強く高いレジリエンスな国土を形成し、効率的な
維持管理・更新による持続可能なインフラを実現すること等により、安全・
安心な環境を目指すべきである。

戦略的にカーボンニュートラルを達成している
グリーンな社会
輸送機器の脱炭素技術の開発だけでなく、電源や燃料を含むライフサイクル
全体を意識した取組や、電源構成や新たなエネルギー源の確保などといった
問題の解決、効率的なエネルギー利用などを進め、戦略的にCO₂排出量実質
０の達成を目指すべきである。

安全・環境安全・環境
～社会的ニーズ

への対応～

生活生活 ～全ての人々の
質の高い生活の実現～

①全ての人々が自由で快適に移動できる交通サービスの提供
～公共交通を通じて誰もが豊かな生活を送れる社会を実現する～

②あらゆる関係者の連携による地域交通サービスの実現
～世界に先んじて人口減少・少子高齢化に対応し地域の持続性を向上する～

③災害・老朽化に対応した安全・安心に利用できる交通の実現
～ハード・ソフト両面の強靭化により大災害時でも日常生活を早期に取り戻す～

④ライフサイクルやモード連携を意識した交通の脱炭素化の実現
～戦略的な運輸部門の脱炭素化により日本全体のカーボンニュートラルを牽引する～

⑤世界をリードする最先端の大都市交通の実現
～大都市の公共交通への積極的な投資により国際競争力を高める～

⑥国土を支える幹線交通ネットワークの機能向上・再構築
～リニア中央新幹線がもたらす国土構造の変革とその効果を交通ネットワークで波及させる～

⑦国際交流を促進する交通ネットワークの充実
～海外とダイレクトにつながり世界の経済成長のダイナミズムを取り込む～

⑧観光を支える交通サービスの展開
～国内・国際観光の活性化により国の活力を引き出し国民の生活を豊かにする～

⑨イノベーションによる交通サービスの革新
～交通産業の生産性を向上させ、新たな価値を創造する～

２．2050年の目指すべき社会と日本を支える　公共交通のあり方

2050年、社会環境が大きく変化する中で目指すべき社会を実現するに当たり、国を支える基盤の一つであ
る公共交通が抱える課題は様々であるが、今回は「生活」「安全・環境」「国土・国力」という日本の社会の
３つの軸を踏まえ、これらを支える公共交通の９つのあり方を提案する。

地域構造の再構築と地域連携により
経済が活性化している社会
人口減少下及び少子高齢化社会においても持続的な地域社会を実現するため、
コンパクトシティ化や集落の再編等の地域構造の再構築が進行する中、地域
同士・拠点地同士の交流の促進や、リニア開業により形成されるスーパー・
メガリージョンとの積極的な連携により、地域経済のさらなる活性化を目指
すべきである。

海外の活力を取り込み国際的プレゼンスを発揮している
グローバルな社会
発展が著しいアジア圏を中心とした海外の活力を、各地方と多くの海外の都
市とが直接つながることにより日本全体で取り込むとともに、大都市におい
ても積極的な投資により世界をリードするまちづくりを進めることで、日本
経済全体の底上げと日本の国際的プレゼンスの発揮を目指すべきである。

新技術の進展により生活・産業が劇的に変化している
イノベーティブな社会
自動運転等の新技術を、安全意識を踏まえた社会的受容性も確保しつつ、技
術の進展状況に応じて適切に活用し、DXや新たなモビリティの導入等も進
めつつ、効率化や安全性の向上、環境改善等といった生活・産業における劇
的なイノベーションを目指すべきである。

国土・国力国土・国力
～日本の成長と
活力の源泉～

公共交通
2050年の日本、どんな社会を目指すべき？

2050年の日本を支える公共交通のあり方
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多様な価値観を包括しているウェルビーイングな社会
インクルーシブな社会では、個々のQOLがより重要視される。週休３日や
ワーケーション・ブレジャー（出張＋観光）などの多様な働き方、ライフス
タイルに応じた多様な住まい方、生活の質を高める多様な観光の実現など、
誰もが各々のQOLを高めウェルビーイングな生活を送ることができる社会
を目指すべきである。

災害の激甚化等にも対応している安全・安心な社会
首都直下地震や南海トラフ地震などといった大災害や、インフラの老朽化、
新たなパンデミックの発生リスクの拡大など様々な危機的要素が存在してい
る中、激甚化する災害にも強く高いレジリエンスな国土を形成し、効率的な
維持管理・更新による持続可能なインフラを実現すること等により、安全・
安心な環境を目指すべきである。

戦略的にカーボンニュートラルを達成している
グリーンな社会
輸送機器の脱炭素技術の開発だけでなく、電源や燃料を含むライフサイクル
全体を意識した取組や、電源構成や新たなエネルギー源の確保などといった
問題の解決、効率的なエネルギー利用などを進め、戦略的にCO₂排出量実質
０の達成を目指すべきである。

安全・環境安全・環境
～社会的ニーズ

への対応～

生活生活 ～全ての人々の
質の高い生活の実現～

①全ての人々が自由で快適に移動できる交通サービスの提供
～公共交通を通じて誰もが豊かな生活を送れる社会を実現する～

②あらゆる関係者の連携による地域交通サービスの実現
～世界に先んじて人口減少・少子高齢化に対応し地域の持続性を向上する～

③災害・老朽化に対応した安全・安心に利用できる交通の実現
～ハード・ソフト両面の強靭化により大災害時でも日常生活を早期に取り戻す～

④ライフサイクルやモード連携を意識した交通の脱炭素化の実現
～戦略的な運輸部門の脱炭素化により日本全体のカーボンニュートラルを牽引する～

⑤世界をリードする最先端の大都市交通の実現
～大都市の公共交通への積極的な投資により国際競争力を高める～

⑥国土を支える幹線交通ネットワークの機能向上・再構築
～リニア中央新幹線がもたらす国土構造の変革とその効果を交通ネットワークで波及させる～

⑦国際交流を促進する交通ネットワークの充実
～海外とダイレクトにつながり世界の経済成長のダイナミズムを取り込む～

⑧観光を支える交通サービスの展開
～国内・国際観光の活性化により国の活力を引き出し国民の生活を豊かにする～

⑨イノベーションによる交通サービスの革新
～交通産業の生産性を向上させ、新たな価値を創造する～

２．2050年の目指すべき社会と日本を支える　公共交通のあり方

2050年、社会環境が大きく変化する中で目指すべき社会を実現するに当たり、国を支える基盤の一つであ
る公共交通が抱える課題は様々であるが、今回は「生活」「安全・環境」「国土・国力」という日本の社会の
３つの軸を踏まえ、これらを支える公共交通の９つのあり方を提案する。

地域構造の再構築と地域連携により
経済が活性化している社会
人口減少下及び少子高齢化社会においても持続的な地域社会を実現するため、
コンパクトシティ化や集落の再編等の地域構造の再構築が進行する中、地域
同士・拠点地同士の交流の促進や、リニア開業により形成されるスーパー・
メガリージョンとの積極的な連携により、地域経済のさらなる活性化を目指
すべきである。

海外の活力を取り込み国際的プレゼンスを発揮している
グローバルな社会
発展が著しいアジア圏を中心とした海外の活力を、各地方と多くの海外の都
市とが直接つながることにより日本全体で取り込むとともに、大都市におい
ても積極的な投資により世界をリードするまちづくりを進めることで、日本
経済全体の底上げと日本の国際的プレゼンスの発揮を目指すべきである。

新技術の進展により生活・産業が劇的に変化している
イノベーティブな社会
自動運転等の新技術を、安全意識を踏まえた社会的受容性も確保しつつ、技
術の進展状況に応じて適切に活用し、DXや新たなモビリティの導入等も進
めつつ、効率化や安全性の向上、環境改善等といった生活・産業における劇
的なイノベーションを目指すべきである。

国土・国力国土・国力
～日本の成長と
活力の源泉～

公共交通
2050年の日本、どんな社会を目指すべき？

2050年の日本を支える公共交通のあり方
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あり方①　	全ての人々が自由で快適に移動できる交通サービスの提供
～公共交通を通じて誰もが豊かな生活を送れる社会を実現する～

人々や活動の多様化が進む中、誰もが豊かな生活を送ることがで
きる社会を実現するために、子どもや妊婦、高齢者、障がい者、多
様な国籍・ジェンダーを有する者等全ての人々が自由に快適に移動
できる交通サービスを提供し、潜在的なニーズも含めた活動の機会
へのスムーズなアクセスの確保により生活の質（QOL）の向上を実
現、さらには地域の活力の増進を図る。

Ⅰ． 全ての人々が安全・安心かつ自由で快適に移動できる交通サー
ビスの提供

人々の価値観や活動の変化に伴い利用者やニーズの多様化が進む
中、様々なモビリティやサービスを用いて自由で快適に移動できる
サービスを提供することで、 潜在的なニーズも含めた活動の機会へ
のスムーズなアクセスの確保により生活の質（QOL）の向上を実現
する。

Ⅱ．ニーズに合わせ様々なモードを連携させた交通サービスの提供
様々なモードがシームレスに連携した交通サービスが提供される

ことで、より柔軟なニーズへの対応を実現する。

Ⅲ．公共交通の持つ多面的価値を踏まえた交通サービスの提供
公共交通は、社会参加の促進や、回遊性向上によるまちの活性

化、環境負荷の軽減、「健幸都市」づくり等の多面的な価値を有し

ており、これらを踏まえた交通サービスの提供により人々のより質
の高い生活を実現する。

あり方②　あらゆる関係者の連携による地域交通サービスの実現
～世界に先んじて人口減少・少子高齢化に対応し地域の持続性を向
上する～

世界に先んじて高齢化、人口減少に対応し、市区町村を超えた生
活圏単位での地域において、地域交通のあらゆる関係者の協働の
下、地域の実情に応じて望ましい交通サービス水準を設定すること
等により地域の持続可能性を向上する。

Ⅰ． 公共交通の多面的価値を理解し、地域交通のあらゆる関係者が協働し
それぞれ適切な役割を果たし望ましい公共交通サービスを実現

2050年は、現在よりもさらに多くの地域で交通サービスの維持
は困難となる。地域構造の再構築が求められる中、市区町村を超え
た生活圏単位で地域を考え、交通事業者だけでなく住民・事業所

（目的地側の商業施設、学校、病院等）・自治体・国等といった地域
交通のあらゆる関係者で協働して実情に応じた交通サービスを考え
実現する。

Ⅱ． 公共交通に対する地域のあらゆる関係者の意識改革とそれを促
す環境の実現

現在、交通サービスの提供は多くの地域で交通事業者に委ねられ
ている。交通サービスは地域のあらゆる関係者で創り上げるものと

図　公共交通の持つ多面的な価値
出典） 西村和記,土井勉,喜多秀行：社会全体の支出抑制効果から見る公共交通が生み出す価値, 土木学会論文D3,Vol70,No.5,I809-818,2014を基に運輸総

研作成
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いう意識を関係者全員が持つような環境を醸成する。

図　地域のあらゆる関係者で地域交通サービスを創り上げるイメージ
出典）運輸総研作成

Ⅲ．公共交通と一体的なまちづくり・地域づくりの推進
コンパクトシティ化や、集落の再編といった地域構造の再構築と

公共交通の整備や再編を一体で考え、市区町村を超えた生活圏単位
でのまちづくり・地域づくりを推進する。

Ⅳ． 望ましいサービス水準を踏まえた適切なモードや民間能力を活
かしつつ持続可能性が高まる運営方式の実現

地域の実情に応じた望ましいサービス水準に応じて、適切な運営
方式を選択しつつ、必ずしも従来のモードにとらわれず柔軟な形
で、効率的な交通サービスを提供する。

Ⅴ．公共交通に係る人材確保及びノウハウの活用の推進
公共交通に直接携わる人材だけでなく、官民における交通の専門

家や、公共交通と一体的にまちづくり・地域づくりマネジメントをす
る人材の育成・確保を行い、それぞれのノウハウの活用を推進する。

Ⅵ．公共交通に対する財源の充実・適切な費用負担の実現
交通の多面的価値による様々な主体の受益を考慮し、公共交通サー

ビスの維持向上に向けた財源の確保や適切な費用負担を実現する。

図　イル＝ド＝フランス都市圏における交通財源と支出の内訳（2020）
出典）Observatoire de la Île de France Mobilitésを基に運輸総研作成

あり方③　	災害・老朽化に対応した安全・安心に利用できる交通の実現
～ハード・ソフト両面の強靭化により大災害時でも日常生活を早期
に取り戻す～

あらゆる災害に対して可能な限り被災状況を事前に想定し、それ
を考慮した強靭化や各段階ごとに応じた事前計画の策定により、災
害後もいずれかの交通モードでの移動を可能にし、人々の日常生活
を早期に取り戻す。また、適切な老朽化対策や強靭化等の事前対策
を行うことで、日常的に安全・安心に公共交通を利用することがで
きる。

Ⅰ．交通施設等の被災状況や影響範囲を適切に想定した対策の推進
構造物や設備、車両や機体の被災だけでなく、電源や運転手等の

従事者も含めて起こりうる被害パターンを可能な限り多数想定して
影響範囲を適切に把握した上で対策を講じる。

Ⅱ．被災状況を考慮した構造物や設備の強靭化の推進
想定された被災状況や影響範囲を考慮して災害対策工事を推進す

ることに加え、地方幹線鉄道などの改良工事も進める。

Ⅲ．復旧・復興の段階ごとの計画の策定の推進
被災後の復旧・復興対応に向けた計画や事前のコンセンサスづく

りを推進する。その際には、市区町村の枠を超えた広域的な対応や
ビルドバックベターを意識した改良復旧や代替交通機関への転換も
考慮する必要がある。

Ⅳ． 地域の被災と広域の被災を考慮した上での統合的な計画策定及
び体制の実現

交通施設や地域での被災、広域的な範囲での被災の状況に合わせ
た事前避難、一次避難、二次避難と段階に応じた避難計画を策定し
ておくことで被災時の被害を最小限度に留める。事前の強靭化や災
害時の避難、災害後の復旧・復興を踏まえ、地域の被災・地域をま
たいだ広域の被災を考慮した統合的な計画を事前に策定し、それを
実現する体制を構築する。

Ⅴ． 大規模災害被災時に廃線のおそれのある地域鉄道等の復旧を可
能とする体制の実現

大規模災害後に地域に適した水準での交通モードや最適ルートで
再生する事前計画や、TEC-FORCEのような役割を果たす組織や災
害保険により資金・人材面でサポートする体制を整備し、復旧を可
能にする。

図　鉄道版TEC-FORCEのイメージ
出典）運輸総研作成

Ⅵ． 老朽化に伴う事故や異常気象、テロやパンデミック等といった
事態に対する適切な対応の実現

老朽化が進むインフラに対して、DX化などにより適切な維持・
更新を実現し健全なインフラを確保するほか、サイバー攻撃等も含
めたテロ対策やパンデミックの対応等、利用者が日常的に安全・安
心に公共交通を利用できる環境を整備する。
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あり方④　	ライフサイクルやモード連携を意識した交通の脱炭素化
の実現

～戦略的な運輸部門の脱炭素化により日本全体のカーボンニュート
ラルを牽引する～

ライフサイクル全体での脱炭素が標準装備された交通と、これに
よる適切なモード分担を実現し、カーボンニュートラルを牽引する
とともに、適切なモード分担を実現するための社会的合意を得られ
やすくするように、公共交通のサービス水準を向上させ、自家用車
への過度な依存からの転換を図る。

Ⅰ． 他部門との連携も含む、運輸部門全体・各部門のライフサイク
ル全体としての脱炭素技術の開発・導入の戦略的実現

2050年のカーボンニュートラルに向け、特に国際的枠組のない
国内交通分野において、日本として、鉄道車両、船舶等の適切な更
新時期も考慮しつつ、速やかに運輸部門全体の明確な脱炭素戦略の
打ち出しが重要である。その上で、国際基準の策定・国際標準化活
動への積極的な参加も含め、各モードの脱炭素に必要なコア技術の
重点的な開発等を、電力システムとの連携や運輸部門の全体最適を
考慮した電源、燃料の転換、必要な社会インフラ整備（充電スポッ
ト等）とあわせて行う必要がある。

お金 モノ・サービス等

EU

加盟国

自動車メーカー

燃料・電力
供給事業者 B
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再エネ
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ユーザーがZEVを買いやすくなる
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（オークション）

高価な燃料・電力

モーダルシフト
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図　EUにおける自動車ユーザーの行動変容を促すインセンティブ構造
出典） 運輸総研　第52回研究報告会　「欧州の交通運輸分野のカーボンニュー

トラル政策の調査研究（共同研究）の中間報告」

Ⅱ．脱炭素を実現した上での効率的なエネルギー利用の促進
単に各交通モードの脱炭素化を進めるだけでなく、輸送時のエネ

ルギーの効率的な利用も重要である。また、併せて交通基盤を活用
したエネルギーの地産地消などを推進する必要がある。

Ⅲ．統合的観点を踏まえた適切なモード分担への誘導
カーボンニュートラル達成のためには、エネルギー効率以外の要

素も含め、適切なモード分担を実現することが重要であり、カー
ボンプライシング制度設計にあたっても考慮する必要がある。

あり方⑤　世界をリードする最先端の大都市交通の実現
～大都市の公共交通への積極的な投資により国際競争力を高める～

地域を先導する大都市交通ネットワークへの積極的な投資によ
り、日本の国際競争力を高め、さらに総合生活産業としての日本独

自の鉄道ビジネスモデルを強みとして海外にも貢献する。

Ⅰ． 大都市の公共交通への継続的な投資により、速達性のみならず
付加価値も加味したモビリティ、ネットワークの高度化を実現

世界では交通サービスの進化が進んでおり、日本でも大都市の国
際競争力強化のグランドデザインと一体的に大都市交通ネットワー
クの拡充を図るとともに、更なるモビリティ等の高度化が必要であ
る。気候変動対策にも対応した新モビリティと一体となった交通シ
ステムの提供や、交通結節点機能向上等による、交通機関相互や交
通とまちのシームレスな移動を実現する。

Ⅱ． 地域で総合生活産業を展開している鉄道会社が、沿線全体を意
識した上で主体的に自治体等と協業し、より効果的なまちづく
りを実現

沿線の活性化が自社の発展にもつながるインセンティブを活か
し、沿線開発、都市経営、生活サービスを通じて鉄道会社が沿線自
治体、UR等様々な主体と協業し地域のまちづくりを担う。若年層
が集まりやすいような駅周辺・住宅地のリニューアル等により、店
主の高齢化や後継者不足等による商業地の空洞化や、住民の高齢化
による地域の衰退を防ぐ。

上記のような取組に向けた投資余力を確保するため、鉄道会社の
収益力の維持、強化が重要である。

図　自治体等と協業し、鉄道会社が沿線活性化を先導するイメージ
出典）運輸総研作成

Ⅲ． 日本の公共交通が主役の総合生活産業の積極的な海外展開によ
る海外のまちづくりへの貢献

沿線開発、商業サービス、フィーダ交通等と一体化した総合生活
産業としての日本の鉄道ビジネスモデルを、アジア等の人口増加地
域に展開し、海外のまちづくりに貢献する。また商社・不動産等
様々な主体との協業及び海外展開に向けた人材育成に加え、海外で
の経験を通じることでノウハウを次世代への継承にもつなげる。

あり方⑥　国土を支える幹線交通ネットワークの機能向上・再構築
～リニア中央新幹線がもたらす国土構造の変革とその効果を交通
ネットワークで波及させる～

交通ネットワークや都市機能の再整備により、日本全域の生活水

運輸総研だより	 10

特
　
　
集



準の向上、経済成長の原動力となる、リニア中央新幹線の整備効果
を全国に波及するとともに、幹線交通ネットワークの機能向上・再
構築により国土の成長を支える。

Ⅰ． リニア中央新幹線の整備に伴う交通流動変化を踏まえた交通
ネットワークの再整備と拠点機能の再配置

リニア中央新幹線の整備に伴う交通流動量変化を踏まえた、高速
道路との連携等による中間駅のゲートウェイ化や終端の大阪での結
節性を向上させること等により、リニア中央新幹線による交流圏を
さらに拡大させる。また、それに伴い地域のつながり方（圏域）の
変化に対応した、拠点機能の再配置も行う。

Ⅱ． 幹線交通ネットワーク（新幹線、在来幹線鉄道、航空、高速バ
ス、フェリー航路等を統合したネットワーク）の機能向上

近接する地域ブロック間の速達性・リダンダンシー・貨物ネット
ワークの確保等の観点から重要な在来幹線鉄道について、国が積極
的に整備に関与するインフラとしての位置づけを明確化し、防災強
化も兼ねた高速化等の高度化を進める。また、高度化実現に向けた
他モードとの連携やすみわけも意識して全国的な在来幹線鉄道ネッ
トワーク計画を策定する。
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図　在来幹線鉄道と新幹線の表定速度
出典） 数字でみる鉄道2021、平成27年全国道路・街路交通醸成調査より

運輸総研作成

あり方⑦　国際交流を促進する交通ネットワークの充実
～海外とダイレクトにつながり世界の経済成長のダイナミズムを取
り込む～

日本の大都市圏のみならず、それ以外の多くの地域と海外とがダ
イレクトにつながる交通ネットワークにより、国際交流をより一層
活発化させる。

Ⅰ． 四面環海の日本の生命線となる国際交流のボトルネックとなら
ない交通サービスの提供

四方を海に囲まれた日本において国際交流を支える交通は極めて
重要である。国際ゲートウェイ機能の充実や、脱炭素化への対応、
パンデミックに対する対応方針の明確化などにより、円滑な国際交
流を実現する。

Ⅱ． 国際交流の効果を各地へ波及させる国際交通ネットワークと国
内交通ネットワークの連携

国際交流効果を最大化させるため、国際交通と国内交通を一体化
したサービスの提供・両者の接続利便性の向上を図るとともに、各
地域から空港へのアクセス強化等、国際交通と国内交通ネットワー
クの連携性を向上する。また、日本企業による経路検索や運行情報
等を提供する交通関係情報サービスの存在を海外に積極的に発信す
ることにより、インバウンドの活用を推進する。

Ⅲ． 世界の経済成長のダイナミズムを取り込むための、イノベー
ションを促進する多様な人材の交流や投資環境の整備

世界の多様な人材の交流を支えるため、ビジネスジェット、
e-vtol（空飛ぶクルマ）、超音速旅客機等の受入環境の整備、旅客機
による貨物輸送も考慮した国際航空ネットワークの展開を実現する。

あり方⑧	観光を支える交通サービスの展開
～国内・国際観光の活性化により国の活力を引き出し国民の生活を
豊かにする～

快適かつ多様な交通サービスの提供を通じ、観光の魅力を一層向
上させることにより、観光立国の実現を支え、その効果を地方も含め
広域的かつ持続的に波及させるともに、生活の豊かさの向上を図る。

Ⅰ． 国内観光における、ニーズや人口構造の変化に対応し、豊かな
生活を実現する交通サービスの提供

国内における旅行消費額の大半を占めるのは国内旅行であり、少
子高齢化による人口構造の変化やワーケーション等による余暇重視
の働き方、行先の多様化、滞在の長期化などの観光ニーズの変化に
対応して、子育て世帯でも公共交通を利用しやすい環境整備や観光
交通におけるユニバーサルサービス、二次交通サービスの充実など
で国内観光を支える。
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Ⅱ． 訪日外国人の観光を支える交通ネットワークの展開及び安心・
安全な交通サービスの提供

コロナ禍で訪日外国人数は減少したものの、観光立国実現のた
め、今後も訪日外国人の取り込みは極めて重要であり、訪日外国人
の観光ニーズに合わせた交通サービスの提供が重要である。

Ⅲ．交通事業者における観光需要の取り込み
国内外の観光需要の取り込みのため、観光資源化を意識した交通

機関の整備やサービスの提供を進めるとともに、使いやすい運賃・
サービスの提供、交通事業者による地域の魅力の発信などの取組を
進める。

あり方⑨	イノベーションによる交通サービスの革新
～交通産業の生産性を向上させ、新たな価値を創造する～

交通分野は常に新技術を開発・活用して今日の姿に至っている。
今後開発される新技術の導入やデジタル化の進展により生まれる新
たなデータを適切に収集する手段や活用する体制が構築され、技術
の進展に応じて新技術を活用しながら、絶え間ないイノベーション
により安定的な交通サービスを提供する。

Ⅰ．新技術を開発等の進展に応じ適切に活用したサービスの展開
新技術の成果をできるところから積極的に導入できるよう、課題

の解決を積極的に進め、新技術の段階的な導入と、導入状況に応じ
たサービスを展開する。 なお、交通事業者の投資やまちづくりに
あたって新技術の導入を検討する際には、技術の不確実性を積極的
に議論し、それらを勘案した方針・計画の策定が必要である。ま
た、新技術に係る規制については、安全等に関する社会的受容性と
イノベーションの効果発揮のバランスを考慮しながら改善が進みや
すいような仕組みが必要である。

Ⅱ． DX（デジタルトランスフォーメーション）を活用した交通サー
ビス産業の生産性向上の実現

オープンデータ活用型の他業種と協調した新たなサービスを展開
し、交通計画の策定を行う。また、運行・サービスの実施・管理、
メンテナンス等様々な場面でのDXの活用により、労働力不足の解
消と生産性の向上、業務従事者の待遇改善を図る。

Ⅲ．自動運転やDXに適応した交通サービス産業の変革
新技術の活用により利用しやすい多頻度運行やオンデマンド交通

を実現するなど、自動運転やDXに適応した交通サービス産業の変
革を促進し、新たな交通事業の業務形態の出現や、交通に付随する
新たな産業を創出する。また、交通のマルチタスク、マルチモーダ
ルな展開（例：他分野との共創、貨客混載、移動販売）を図るとと
もに、MaaSの高度化やノーラッチ化技術の開発によりシームレス
な移動を実現する。

Ⅳ． オープンデータ化の推進、ビックデータの活用等による適切な
データの収集と活用の推進

オープンデータ化及びオープンデータの活用（例：効率化やサー
ビスの向上を目的とした情報開示の義務化、投資指標とした戦略的

なオープンデータ化の推進等）により、生活・産業のさらなる効率
化を図る。

また、コネクティッドカーの活用等によるデータ収集の推進及び
データプラットフォームの構築や、データシェアリング（ビジネス
提携関係でシェア）、データリポーティング（補助金を受けた分交
通政策に対してリポート、フィードバック）、マシンリーダブルな
レギュレーション（フォーマットをそろえる）を意識したデータガ
バナンスの構築等に取り組む。

Ⅴ． イノベーションを進めるための意識改革、経営体力強化及び支
援体制の実現

以上の取組を積極的に実施できるよう、交通事業者の集約化、共
同化等の構造改革等による経営体力の強化、人材育成環境の整備、
交通従事者の意識改革等に取り組むとともに、必要な規制の見直し
も含め、その実施に向けた支援体制を構築する必要がある。

2

図　鉄道の保守作業の効率化イメージ
出典）日本信号 鉄道沿線の設備状態監視システム「Traio」

3.おわりに
今回の提言については、2050年の公共交通の未来予想図のよう

なものを期待されていた向きにはやや期待外れのところはあるかもし
れないし、当たり前のことが書いてある、総花的である、財源論その
他肝心な目的達成のための手段論に乏しい、という御批判もあろう。

しかしながら、実は、公共交通にかかわる行政関係者、交通事業
者、学界関係者が当たり前と思っている価値観について社会的な合
意が存在するのか、また、国民・利用者目線からみた公共交通に対
する要求水準を達成するために、どれだけの人的資源・経済的資源
が必要であり、その配分のためにどのような優先順位をつけていく
べきかについて社会的な合意が存在するのか、という点については
甚だ心もとないということがあらわになったのが、コロナ禍下にお
ける公共交通をめぐる諸状況ではないだろうか。

このため、今回の提言においては、
・全てを民間事業者に任せれば十分な公共交通サービスが提供され

るという日本型モデルは全国の大部分で早晩限界に達すること。
・交通モードごと、会社ごとの縦割りの視点にとらわれず、また、

公共交通というサービスの守備範囲にとらわれず、統合的な取組
の中で公共交通が位置づけられるべきであること。

・日本の公共交通が全てにおいて最先端にあるという、ともすれば
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●提言の詳細については、運輸総合研究所のWEBページでご覧いただけます。
　https://www.jttri.or.jp/research/transportation/objresearch_173.html

ガラパゴスに陥る一因となる先入観を捨て、世界の潮流を見据え
つつ、海外の合理的な施策の長所は取り入れていくという姿勢を
持つこと。
といった諸点を踏まえつつ、あえて、まずは中長期的にみても必

要となるであろう公共交通に関わる施策や検討の方向性のたたき台
を世の中に投げかけ、財源論も含めた解決方策や優先順位付けにつ
いて、各層の議論を喚起するための一石を投じることをその目的と
した。

本検討が、国民、政府、自治体、交通事業者、産業界、大学等研
究機関等に広く共有され、様々な視点での検討の深度化や、議論、

連携、取組が喚起されることにより2050年の公共交通がより良い
日本を創り上げる支えとなっていることを期待する。

運輸総合研究所としても、引き続き関係各位の御指導、御協力を
賜りながら、この提言で検討課題とされている項目については、時
宜を得たものから深掘りした調査研究を行い、世の中の役に立つ政
策提言を行うべく今後とも不断の努力を行っていく所存である。

その上で、再度皆さんに問いかけたい。

2050年、どうする 公共交通

運輸総合研究所2050年の日本を支える公共交通のあり方検討チーム  
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高齢者等の移動手段確保方策に関する提言
～マイカー運転の自由度・利便性に近い移動手段
＝『新たなモビリティサービス』の提案～

高齢者の中には、日常生活上必要な移動が他の移動手段ではなし得ないことから、やむを得ずマ
イカー運転を継続している場合も多く、その結果、交通事故リスクが高くなっていると思われま
す。そうした交通事故を無くすためには、日常生活上必要な移動において、マイカーに替わる、
「マイカー運転の有する自由度・利便性を一定程度満足する」移動手段を確保し、当該手段への転
換を図る必要があります。こうした問題意識の下、運輸総合研究所では、高齢者等の移動手段の
あるべき姿の検討のため、「高齢者等の移動手段確保方策検討委員会」を設置して検討を重ね、今
年６月に標記提言をとりまとめました。以下に概要をご紹介します。

本提言は、2021年11月に運輸総合研究所にて立ち上げられた、
有識者、交通事業者団体、関係省庁からの委員の方々で構成される

「高齢者等の移動手段確保方策検討委員会」の調査研究成果である。
なお、 本調査研究で対象とする『高齢者等』は、SDGsの目標

11.2において「2030年までに、脆弱な立場にある人々、女性、
子ども、障害者及び高齢者のニーズに特に配慮し、公共交通機関の
拡大などを通じた交通の安全性改善により、すべての人々に、安全
かつ安価で容易に利用できる、持続可能な輸送システムへのアクセ
スを提供する」とされていることを踏まえ、『脆弱な立場にある
人々、女性、子供、障害者及び高齢者』と定義している。

１．高齢者等の移動手段のあるべき姿
対象となる高齢者等は、個々人の「心身の状態」や「所得」、「周

辺環境」などによって、状況が異なるが、ここでは、「自分で移動
する手段がない人・移動できない人」と「車以外の移動手段が十分
にないため、自ら運転している人」、大きく２つに区分する。する
と、それぞれ、「自ら移動する術がない・使える移動手段がない」、

「自ら移動する術はあるが、不安やリスクを抱えている」という状
況にあると考えられ、その結果、生活に必要となる買い物や通院、
人との交流が不足し、虚弱や要介護等の状態悪化、また、運転する
人については交通事故の発生などが懸念される。

このような状況の改善にあたり、移動する術がない人には、健康
に日々の生活が送れるように、「地域内および目的先までの移動を保
証するベーシックな移動手段」が必要となり、自ら運転する人には、
事故を起こすリスクを避けられるように、マイカー運転の自由度・利
便性に近い移動手段により、マイカーからサービス利用に転換して
もよいと思えるようにしていくことが一つの方策として考えられる。

以上のことをまとめると、高齢者等の移動手段のあるべき姿は、
「利用者の状態・状況・ニーズに合わせて、移動が可能であること、
運転しなくても生活の質を担保することができているもので、それ
を実現するモビリティサービスの確保によって、高齢者等は手段を
選択でき、公共交通のサービス利用者が増えることで、モビリティ
の持続性を確保できるという状態」を目指すべきと考えられる。

２． 「マイカー運転の自由度・利便性に近い移動手段」の基本的な考え方
免許保有者数当たりの交通死亡事故を起こす件数を年齢層別に見

ると、高齢者層の数字は極めて高くなっているが、この背景とし
て、高齢者の中には、日常生活上必要な移動が他の移動手段ではな
し得ないことから、やむを得ずマイカー運転を継続している場合も
多く、その結果、高齢者が交通事故を引き起こすリスクが高くなっ
ている状況があるものと思われる。

そのような交通事故を無くすためには，日常生活上必要な移動にお
いてマイカーに替わる移動手段を確保し、当該手段への転換を図るこ
とが望まれ、そのためには、そうした移動手段が「マイカー運転の有
する自由度・利便性を一定程度満足する」手段である必要がある。

上記問題意識の下、本調査研究では「マイカー運転の自由度・利
便性に近い移動手段」に焦点化して検討した。「マイカー運転の自
由度・利便性に近い移動手段」がどういうものであるか、について
の基本的な考え方は以下のとおり。
・マイカー運転の自由度・利便性に近い移動手段（以下「新たなモ

ビリティサービス」という。）の実現にあたっては、AIシステム
を用いたデマンドによる乗合運行、定額乗り放題制の料金プラン
を採用することで、マイカーに近い自由度・利便性を確保するこ
とを想定する。なお、その形態は地形、人口密度、集落の状況
等、地域の状況に応じて、変わり得るものである。

・サービス利用料金については、サービス提供者の事業性に関わる
ことから、マイカーの維持費の水準を意識した設定が重要であ
る。また、個々人によって、移動手段に求める自由度・利便性の
程度は異なるため、利用者がサービスレベルに応じて利用料金を
負担することとし、サービスレベルと利用料金の組合せを選択で
きるようにするのがよい。

・新たなモビリティサービスは、日常の生活圏における店舗や施設
等への移動のための移動手段、また、遠方まで移動するための鉄
道・路線バス等の幹線交通に接続するための移動手段とし、鉄
道・路線バス等の幹線交通との役割分担を図ることにより、相乗
効果を図っていくべきである。

３．新たなモビリティサービスのサービス形態
サービスを設計するにあたっては、マイカーがもつ「ドアtoド

ア」、「何時でも移動できる」、「何度でも移動できる」などの自由
度・利便性に近づけていくことが望まれる。このことを踏まえて考
えられるサービス形態は、以下のとおり。

提 言
❷
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運行方式

・乗合型デマンドサービスとする。
・地域の交通環境に応じて「ドア to ドア型」、「ミー
ティングポイント型」等ルート設定方式は変わり得る。
そのため、運行方式を設定する際にはそれぞれの特性を
踏まえ、対象区域において、より適した方式（※）を選
択する。
・また、運行時刻についても、あらかじめ運行時刻が定
まった「定時」運行、一定程度前もった予約により運行
時刻が定まる「事前予約」による運行、利用したいタイ
ミングで予約を行う「即時予約」による運行といった違
いがある。そのため、上記同様、それぞれの特性を踏ま
え、対象区域において、より適した方式を選択する。

※ 住居が集まる集落か個々の住居が離れている集落かの
違い、起伏の激しさなど、対象区域の状況に応じて、
適した方式は異なると考えられる。

運行時間
・移動需要を踏まえて運行時間を設定する。
・繁忙時間帯も利用できるサービスの場合には、サービ
ス利用料金を高く設定した料金プランとすることもあり
える。

運行区域

・サービスの運行区域は高齢者等の「日常の生活圏」が
基本となる。
・他の利用者と比べ、買い物や通院等、各種目的のため
により遠隔地に移動するニーズがある利用者を対象とし
て運行区域や運行区間を設定し、料金プランに反映する
方法もありえる。

車両
・車両サイズは、乗合によって一度に運行し得る人数を
勘案して選定。
・利用件数に応じて運行車両台数を調整。

料金プラン
・マイカーが持つ、「何度でも移動できる」というメリッ
トを踏まえ、「定額乗り放題」のプランとする。
・運行時間、運行区域、利用頻度、迂回・待ち時間の有
無等に応じて複数のプランを設定する方法もありえる。

４．新たなモビリティサービスの実現に向けた施策
新たなモビリティサービスの実現に向けて、以下に示す10の施

策を設定した。

施
策
１

住民等への
サービスの周知

・サービスの説明会等の開催により、サー
ビス内容やスマホアプリの利用方法の理
解を促進するとともに、サービス利用に
よる生活の質（QOL）の向上イメージを
醸成する。

施
策
２

サービス利用への
転換を促す
コミュニケーション・
インセンティブ付与

・免許返納の対象となる高齢者が実際の
行動変容につながるよう、マイカーの維
持費や事故リスクの高さに関して効果的
なコミュニケーションを図るとともに、
マイカーを手放すインセンティブ（料金
割引等）を付与する。

施
策
３

目的地施設との
共創の実施

・高齢者等のQOL向上につながるサービ
ス利用を促すため、目的地である施設と
共創し、施設利用促進策（料金割引等）
を実施する。また、例えば、商業施設等
が行うタイムセールと連動した運行の周
知などにより、同時間帯に同方向に動い
てもらうよう促すことで、乗合率を高め
る工夫を行う。

施
策
４

適正な給与・
勤務体系の工夫

・例えば、朝夕のスクールバス運行等に
より、安定した収入を確保しつつ、昼間
帯は当該サービスを実施するなど、運転
者の適正な給与や勤務体系の工夫を行う。

施
策
５

他サービス等との
マルチタスク化

・過疎地域等における収益構造改善・担
い手確保のため、貨客混載を始め、生活
関連サービスや施設運営とのマルチタス
ク化を促進。その際、例えば貨物輸送の
料金が旅客輸送の料金より高く設定でき
る可能性に留意。

施
策
６

デマンド交通
システムの
導入補助

・デマンド交通システムの導入費補助や、
デマンド交通システムを所有・管理する
自治体から事業者が借用可能となるよう
にする。

施
策
７

持続可能な料金の
不断の見直し

・マイカー維持費の水準を意識して設定
した持続可能な料金について、利用動向
等を踏まえつつ、不断の見直しを行う。

施
策
８

データの一元的な
管理・見える化

・費用、料金収入、公的財源やサービス
の運行実態、利用状況等、運行に関する
データを一元的に収集して分析・見える
化できる基盤を整備する。

施
策
９

フィジビリティ
スタディ（FS）調査・
社会実験の実施

・FS調査や社会実験について、従来以上
の大規模な実施により、前頁・本頁の各
施策の取組等に関して、社会実装の可能
性の有無を検証する。
・また、FS調査を契機として利用者の外
出率や分担率などの定量的なデータを適
宜取得し、社会実装に活用する。

施
策
10

既存のバス・
タクシー事業者
との調整

・新たなモビリティサービスの導入にあ
たっては、既存のバス・タクシー事業者
との適切な役割分担により、地域住民の
利便性確保につながる交通体系を実現す
べく、地域公共交通会議等の合意を踏ま
えた運行計画を策定する。

５．新たなモビリティサービスにより実現する世界
新たなモビリティサービスにより、高齢者等は事故を起こす不安

のない安心・自由な移動を確保して、通院、買い物、余暇・交流等
の日常的な外出が可能になり、暮らしの質（QOL）の向上や健康の
維持を図ることが可能になる。

また、多くの利用が得られる新たなモビリティサービスが普及す
れば、提供する交通事業者にとっては、新たなビジネス（市場）と
して収益を確保でき、ドライバー等、従業員に対する適正な給与の
確保もできる。

さらに、自治体においては、移動手段確保や医療に関する財政負担
の軽減、住民の外出先である地域の賑わい創出・活性化、住民の自
治体への満足度の向上、CO2排出量削減によるカーボンニュートラ
ル実現への寄与など、地域の魅力向上につながることも期待できる。

６．今後さらに検討が必要な項目
交通の供給側及び福祉的側面に関して、現行のバス・タクシー等

の区分見直しや地域包括ケアシステムの実現に向けた移動・交通の
システムとの連携など、今後さらなる検討が必要な項目や、関係省
庁の取組みが期待される事項が残されている。

さらに、地域の持続性や住民の生活を考えると、交通単独で答えを
出すのではなく、まちづくりとの連携も重要になってくると考えられる。

● 検討経緯や提言の詳細については、運輸総合研究所のWEBページでご覧いただけます。
　https://www.jttri.or.jp/research/trans portation/the_elderly_transportation.html
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提言❶　2050年の日本を支える公共交通のあり方に関する提言

▶あり方②
あらゆる関係者の連携による地域交通サービスの実現
～世界に先んじて人口減少・少子高齢化に対応し地域の持続性を向上する～

実施年度 研究タイトル

2022年度～ 「地域交通産業の基盤強化・事業革新に関する調査研究」

2022年度～ 「欧州等における公共交通等に関する調査研究」

▶あり方④
ライフサイクルやモード連携を意識した交通の脱炭素化の実現
～戦略的な運輸部門の脱炭素化により日本全体のカーボンニュートラルを牽引する～

実施年度 研究タイトル

2022年度～ 「欧州等における交通運輸分野のカーボンニュートラルに関する調査研究」

2023年度～ 「交通機関の脱炭素化・自動化が交通産業に及ぼす影響と対応方策に関する調査研究」

▶あり方⑤
世界をリードする最先端の大都市交通の実現
～大都市への公共交通への積極的な投資により国際競争力を高める～

実施年度 研究タイトル

継続的研究 「今後の東京圏を支える鉄道のあり方に関する調査研究」

2022年度～ 「“人と多様なモビリティが共生する安全でときめくゆっくりを軸としたまちづくり” 調査研究」

▶あり方⑧
観光を支える交通サービスの展開
～国内・国際の活性化により国の活力を引き出し国民の生活を豊かにする～

実施年度 研究タイトル

2022年度～ 「地域観光産業の基盤強化・事業革新に関する調査研究」
＊2023年度は二次交通に焦点を当てる予定

2022年度～ 「欧州等における観光産業に関する調査研究」

▶あり方⑨
イノベーションによる交通サービスの革新
～交通産業の生産性を向上させ、新たな価値を創造する～

実施年度 研究タイトル

2023年度～ 「交通機関の脱炭素化・自動化が交通産業に及ぼす影響と対応方策に関する調査研究」

提言❷　高齢者等の移動手段確保に関する提言

実施年度 研究タイトル

2022年度～ 「地域交通産業の基盤強化・事業革新に関する調査研究」

運輸総合研究所の関連調査研究
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高齢者等がマイカーに替えて利用できる
自由度・利便性の高い移動手段を考える
～高齢者等のウェルビーイングを実現するための移動手段となり得る『AIデマンド交通』～

▶2023．6．7（水）13：30～17：00
 ベルサール御成門駅前 （及びオンライン配信（Zoomウェビナー））

6．閉会挨拶

佐藤　善信
運輸総合研究所 理事長

5．パネルディスカッション及び質疑応答
コーディネーター

鎌田　実  東京大学名誉教授  
一般財団法人日本自動車研究所・代表理事 研究所長

鶴田　浩久 国土交通省 大臣官房 公共交通・物流政策審議官

木多　央信
岡山県久米南町 税務住民課 主任

藤岡　健裕
ネクスト・モビリティ株式会社
代表取締役 副社長 兼 CSO

山口　松之進
郡山観光交通株式会社 代表取締役

河崎　民子
特定非営利活動法人
全国移動サービスネットワーク 副理事長

森　雅志
前 富山市長
富山大学 客員教授

吉田　樹
福島大学経済経営学類 准教授
前橋工科大学学術研究院 特任准教授

１．開会挨拶

宿利　正史
運輸総合研究所 会長

2．基調講演① 3．基調講演②

鶴田　浩久
国土交通省 大臣官房
公共交通・物流政策審議官

鎌田　実
東京大学名誉教授
一般財団法人日本自動車研究所
代表理事 研究所長

4．提言報告

春名　史久
運輸総合研究所 主任研究員

シンポ
ジウム

� Vol.7 │ 2023�夏号 17

特
　
　
集



開催の趣旨
高齢者等の移動を取り巻く状況については、現状、十分な状況と

は言えない。マイカーの利用には事故のリスクを伴うが、移動が不
便になることを考えるとマイカーを手放せず、また、マイカーが利
用できない場合には、都市部など利便性の高い地域でなければ移動
手段の確保が困難である。

上記問題意識の下、高齢者等の移動手段のあるべき姿の検討のた
め、2021年11月に「高齢者等の移動手段確保方策検討委員会」
を設けた。同検討委員会において、マイカー運転による事故を減少
するため、マイカーを運転している高齢者等の「マイカー所有から
サービス利用への転換」を掲げ、その方策として、マイカー運転の
自由度・利便性に近い移動手段になり得るものとして「AIシステム
を用いたデマンド乗合運行」を想定、そのあり方を検討したところ
である。

本シンポジウムでは、AIデマンド交通に関連する知見を有する有
識者や事業者の方々にお集まりいただき、AIデマンド交通がマイ
カー運転の自由度・利便性に近い移動手段として機能を発揮するに
あたっての今後の展望等について、議論を深めた。

当日の結果

■基調講演①
テーマ：地域公共交通の「リ・デザイン」
鶴田 浩久　国土交通省 大臣官房 公共交通・物流政策審議官

地域の関係者の連携・協働（共
創）を 通 じ、利 便 性・持 続 可 能
性・生産性の高い地域公共交通
ネットワークへの「リ・デザイン」

（再構築）を進めるための「地域公
共交通の活性化及び再生に関する
法 律 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律」
が、本年４月28日に成立した。そ
こに至る経緯、改正内容、それを
支える予算の概要、そして今後の
方向性についてお話しする。

まず、地域公共交通の現状だが、人口減少等による長期的な利用
者の落ち込みに加え、コロナ禍の直撃により、地域交通を取り巻く
状況は年々悪化している。特に一部のローカル鉄道は、大量輸送機
関としての特性が十分に発揮できない状況である。

こういう状況を踏まえ、地域公共交通の「リ・デザイン」を進め
るため、法改正が行われた。改正内容としては、「地域の関係者の
連携と協働の促進【地域交通法】」、「ローカル鉄道の再構築に関す
る仕組みの創設・拡充【地域交通法】」、「バス・タクシー等地域交
通の再構築に関する仕組みの拡充【地域交通法】」、「鉄道・タクシー
における協議運賃制度の創設【鉄道事業法・道路運送法】」の大き
く４点である。今回の法改正では、法律とセットで財政支援を大幅
に拡充するというのが特徴であり、R5年度の地域公共交通関係予
算は、コロナ禍であったR3、R4年度平均の予算から1.7倍、コロ
ナ禍の前の平均と比較すると3.5倍としている。例えば、社会資本
整備総合交付金については、対象として「地域公共交通再構築」を

追加した。鉄道やバスの整備をインフラとして行う自治体を国も応
援しようというものである。

最後に、今後に向けてだが、「ラストワンマイル・モビリティ／
自動車DX/GXに関する検討会」、「都市計画基本問題小委員会」、

「国土審議会 計画部会」、「デジタル田園都市国家構想実現会議」等
様々なところで、地域公共交通の「リ・デザイン」に向けた検討が
進められている。また、「交通政策審議会 地域公共交通部会」で
は、地域公共交通の利便性・持続可能性・生産性をさらに高めるた
め、中長期的観点から、財源をはじめ、更なる課題も整理をしつつ
あるところで、「最終取りまとめ」の６月中公表に向けて現在整理
中である。

■基調講演②
テーマ：今後のモビリティを考える
鎌田 実　 東京大学名誉教授、一般財団法人日本自動車研究所・代

表理事 研究所長
2017年頃に高齢ドライバーの

事故が多発し、関係閣僚会議が開
かれ、国交省や警察庁等で対策が
なされたが、事故の撲滅には至っ
ていないのが現状。不安を感じつ
つもマイカー運転を継続している
高齢ドライバーの何割かでも、公
共交通側に引き寄せられないかと
いうのがそもそもの議論のスター
トであるが、マイカーの利便性を
享受している人たちに、公共交通
を使ってと言っても、その行動変容はなかなか厳しい。

一方で、カーボンニュートラルへの動きがある。日本も2050年
カーボンニュートラルを宣言したが、BEV（バッテリー電動車）の
価格はICエンジン車の倍以上、カーボンフリー燃料の価格はガソ
リンの３倍以上であり、今後の車の維持費は倍くらいになっていく
ことを覚悟しないといけない。その結果、マイカーを維持できなく
なる人が続出する可能性もあり、公共交通、モビリティサービスを
充実させて持続性のあるものにしておく必要がある。

このような背景のもと、今回の運輸総合研究所でのプロジェクト
があり、確実にマイカー維持が困難になっていく中、モビリティ
サービスの充実が受け皿になっていく流れを作りたい。本プロジェ
クトでは、地域特性を考慮した新たなモビリティサービスの展開イ
メージを示しているが、これは目指すべき方向性を示唆したに過ぎ
ない。市民の行動変容を求めるものなので、利用者目線での議論を
深める必要があり、市民が自分事として将来のモビリティ，地域の
まちづくりに関心を持つようにしていくことが重要である。

■提言報告
テーマ：高齢者等の移動手段確保方策に関する提言報告
春名 史久　運輸総合研究所 主任研究員

「高齢者等の移動手段確保方策検討委員会」では、高齢ドライ
バーの交通死亡事故が多発する現状の改善のためには、マイカーを
運転しなくても満足に移動できるような受け皿として、「マイカー
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運転の自由度・利便性に近い移動手段」を確保するべき、というこ
とに焦点化して検討したが、具体的には、AIデマンド乗合運行、定
額乗り放題制の料金プランを採用することで、マイカーに近い自由
度・利便性を確保することを想定した。

検討委員会では、マイカー運転の自由度・利便性に近い移動手段
サービス（新たなモビリティサービス）の具体的な検討に資するた
め、福岡市壱岐南地区の「のるーと」、郡山市安積町の「ヤマグチ
くん」、岡山県久米南町の「カッピーのりあい号」について事例調
査を行った上で、そこで得たデータ・知見を用いて、「都市近郊部
の住宅地」と「過疎地域」を対象に簡易シミュレーションを実施し
た。さらに、事例調査や簡易シミュレーションを踏まえ、「新たな
モビリティサービス」の実現に向けて今後必要となる施策等を示し
た。

この検討委員会においては、高齢ドライバー等が安心してマイ
カーを手放せるようになり得るだけの自由度・利便性をAIデマンド
乗合運行が有するにはどうすればよいか、との問題意識で検討を進
めた。今後、実際に、このAIデマンド乗合運行がマイカーを手放し
た先の受け皿となるために必要となることを具体的に検討していく
必要がある。

■パネルディスカッション
○取組紹介
①「岡山県久米南町の事例紹介と自己紹介」
木多 央信　岡山県久米南町 税務住民課 主任

木多 岡山県久米南町 税務住民課 主任説明資料より抜粋

岡山県久米南町は、人口4,500人程度で高齢化率が45% を超
え、また、町の大きさは縦横それぞれ10キロ程度で、広い範囲に
低い密度で人が住んでいる。

2013年当時はスクールバス兼コミュニティバスがあるだけで、

民間路線バスは全くなく、タクシー事業者もいなかった。元々あっ
たバスは、利用しづらい状況であり、事前予約制、定時運行のデ
マンド交通の導入を検討、運行を開始した。一定の利用もあり、満
足度も向上していたが、便によって利用が集中し、利用の多い時間
帯に合わせて車両台数を用意すると費用がかかることや、定時運行
のため、利用したい時間帯に便がないなどの課題が発生。

そこで、利便性・効率性向上のため、トヨタモビリティ基金の助
成を受け、AIを活用した予約配車システムを導入し、これにより、
利用したい時に町内どこへでも行けるようになった。便が限られて
いたため、特定時間帯の利用が集中していたのが、事前にアンケー
ト等で確認をしていたとおり、どの時間でも選べるようになったこ
とで、それが緩和され、結果、必要車両台数も、毎日６台のとこ
ろ、最大５台、曜日によって更に少なくすることが可能となった。

利用者数も年々伸び、システム導入前後で比較すると2.1倍に増
加、また、一利用あたりの経費も大幅に改善され、さらに、乗合率
も年々増加。AIシステムを導入するだけで、利用増・経費削減の救
世主になるのかという質問を頂くが、本町にとっては、直面する状
況とマッチしたのでそれが救世主になり得たが、あくまでもツール
の一つであり、システム導入も含め、適切な運行形態や経費の見直
しを図ることによって初めて改善を実現できる。また、本町の場
合、事業者がいなかったからできたのではないか、と聞かれるが、
これに対してはそのとおりであり、事業者がいない、という課題に
対して取り組んできた結果、今の形になった。

②「AI活用型オンデマンドバスへの取り組みについて」
藤岡 健裕　ネクスト・モビリティ株式会社 代表取締役 副社長 兼 CSO

藤岡 ネクスト・モビリティ株式会社 代表取締役 副社長 兼 CSO 説明資料よ
り抜粋

高齢者移動の課題も含めた路線維持の問題と交通事業者における
乗務員不足、という二大課題に対して、モビリティサービスという
形で地域に貢献することを目的に、AI活用型オンデマンドバスを提
供する新たな事業を開始。まずは自主運行することにより検証し、
かつ、オペレーションレベルをブラッシュアップした上で、2020
年から全国的な提供を開始した。

当社の最大の特徴は、システム屋ではなく、西日本鉄道の他、
様々な交通事業者出身の方が集まり、「どういう交通があるべきな
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１キロ以内が25％の利用となっている。
利用目的は、生活に必要な場所が多いが、趣味、温泉等の外出も

多く、回数を重ねるほど、楽しみのための外出の比率が高くなる傾
向がある。

重要なのは、タクシーが安くなるのではなく、タクシー以外の需
要を、このタクシーを使ったサービスに転換すること、新規需要を
喚起することであるが、サービス利用者へのアンケートによると、
ヤマグチ君を利用する以前、80%が、自家用車、家族による送迎、
路線バスを利用しており、タクシーは9%となっていて、ヤマグチ
君で新しい需要を喚起できている、と自信を深めている。

定額タクシーはいきなり生まれたのではなく、介護タクシー事
業、高齢者を連れ出す送迎付きの旅行ビジネスと展開し、その延長
線上に、より近いところの外出を旅のように設定していく、という
ことでこのサービスを実施した。

商品名を「ヤマグチ君」としたのは、「あなたのためにお抱え運
転手が来ますよ」というメッセージ。「免許を捨てて車を捨てたら
人生が豊かになった。」そんなシナリオに向けて、我々は取り組ん
でいる。

○ディスカッション
コーディネーター：
鎌田 実  東京大学名誉教授、一般財団法人日本自動車研究所・

代表理事 研究所長
パネリスト：
鶴田 浩久 国土交通省 大臣官房 公共交通・物流政策審議官
木多 央信 岡山県久米南町 税務住民課 主任
藤岡 健裕 ネクスト・モビリティ株式会社 代表取締役 副社長 兼 CSO
山口 松之進 郡山観光交通株式会社 代表取締役
河崎 民子 特定非営利活動法人全国移動サービスネットワーク 副理事長
森 雅志 前 富山市長、富山大学 客員教授
吉田 樹  福島大学経済経営学類 准教授、前橋工科大学学術研

究院 特任准教授
《ラウンド１：利用者サイドからみたデマンド交通》

ラウンド 1 ディスカッション項目

・先行事例を模倣して、やった気になっている地域がないか。交通
単体で採算を取るのではなく、地域全体として黒字となればいい
が、とはいえ、運賃が、コミバス100円、デマンド300円、と
自治体がコミットするからこの相場、となってしまうと先に進ま
ない。今日のセミナーを一つのきっかけに、デマンド交通の導入

のか」ということを、交通事業者の目線で自治体に寄り添って提供
しているところにある。

現在、全国13ヶ所で展開している。加えて、10ヶ所程立ち上げ
に向けて進んでおり、年度内に20数か所になる予定である。活用
のパターンも増えており、壱岐南もそうだが、最も多いのは郊外の
住宅地となっている。その他、都市型や、市の全域100～200平
方キロの広大なエリアなど、幅広く展開している。

台当たり人数が多ければ多いほど経済効率が良くなるが、現在台
当たり・日当たりでは、サイトによって異なるが、平均30～40人
程度で推移している。利用者をどう増やすかということについて、
サービスを使ってもらうステージや利用定着を促すステージ等、各
ステージにおいて打ち手が異なるため、エリア対象人口、サービス
登録者数、初回利用者数、直近利用者数、１人乗車予約回数等の数
字を見た上で、それぞれのステージにおいて、どの段階に到達して
いるのかを見極め、打ち手を変えていくことが利用客増に繋げてい
く上で重要。

２～３年継続して、安定的に走っている車両・サービスがない
と、高齢者のマイカー転換が図られないため、重要なことはサービ
スの継続であり、そのためには、事業性の担保、利便性が必要であ
る。そして、何より、運行開始はスタート地点であり、そこから、
いかにマーケティングして、お客さんに乗っていただくか、という
ことが一番重要となる。

③	「定額乗り放題サービス「ヤマグチ君」～交通インフラを超えた
地域サポート～」

山口松之進　郡山観光交通株式会社 代表取締役

山口 郡山観光交通株式会社 代表取締役説明資料より抜粋

当社は、タクシーだけでなく介護、バス、旅行等、グループ経営
を行っている。定額タクシー事業は今年５年目。安積町内４～５キ
ロ四方を１万円、郡山市内15キロから20キロ四方を３万円で乗り
放題とし、エリアを超えたところは回数券で利用できる。現在は電
話で募集・予約を行っており、関連会社の旅行会社から郡山観光交
通へ委託をする形でタクシーを運行している。

会員数は本年３月までで累計116名となっており、80代が一番
多い。１利用当たりのタクシーメーターとの差額率は、定額安積
町、定額市内、回数券で価格と範囲は異なるものの、ともに約
55％に収まっていることが特徴的である。また、定額なので、「近
くても全然問題ない」と声かけをし、500メーター以内が8.3%、
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についても、リ・デザインしていくことが必要。
・家計調査の数字から明らかなように、小規模自治体、地方に住む

と、車の維持にお金がかかるが、それでは若い世代は住んでくれ
ないし、出ていってしまう。都市や地域の生き残り戦略として、
交通、そしてデマンド交通をどう位置づけるのか、考えていくべ
き。（以上、吉田講師）

・利用者は10倍になるが車の台数が５倍で済めば、効率良く回る
ものが目指せるかもしれない。それぐらいをゴールに設定して、
ディスカッションができればよい。（鎌田コーディネーター）

・富山市で「お出かけ定期券」、という IC カードを配っている。
どんな遠くから乗ってきても中心商店街で降りると100円、と
お得感があり、交通事業者に年間で１億円超の運賃が入ってくる
が、富山市はこの事業に１億円の補助金を出している。調査に
よって、これを使って頻繁に外出する人の医療費が低く抑えられ
ている、というデータが出ているが、外部不経済の低減等をデー
タで示していくことにより、公費負担の妥当性の議論もできる。

（森講師）
・介護のお宅に行くと、近所、家族との付き合いがない、１人で家

にいる、という状況。外出したい、という気持ちが消え、外出す
ることすら考えなくなる。定額乗り放題という仕組みの先に楽し
みがあってこそ、交通は生きる。例えば、宅配で物が届いても物
を選んではおらず、スーパーに行って物を選び、色を見て、匂い
を嗅ぐなど、外に出ると五感の刺激がある。（山口講師）

・どんなに便利で良い交通であっても、継続的に、日常の足として
使える、という安心感がないと移行されない。そのためには自治
体として、その地域に対してその交通をどれくらいの期間で運用
していくかといった、大きな計画を策定すべき。

・高齢者にとって電話は分かりやすいが、電話オペレーターを四六
時中置くとコストがかかるので避けたい。宗像では、最初、アプ
リの利用率が５割ぐらいだったのだが、今８割まで上がってい
る。オペレーターがいない土日、連休で、このサービスを使うの
であればアプリに登録したらどうか、とオペレーターが利用者に
話をし、また、アプリの登録に当たっては、自治体が地道に説明
会を開いて使い方を教えている。３ヶ月、半年といった実証実験
ではそのアプリの利用率にならないが、１年２年と継続すると上
がっていく。（以上、藤岡講師）

・過疎地域の場合、分母が少ないので、利用の仕方に偏りがあり、
毎日５回６回乗っている人もいれば、週２回買い物に行く、とい
う人がいる。定額の価格を設定する場合、その額をどこに設定す
るべきかが難しい。午後の余力のある時間帯のみ使用が可能な定
額制等、時間帯や曜日を区切って、という形はあり得る。（木多
講師）

・過疎地域に限らず、使われすぎる場合と、使われ過ぎることを念
頭に置いた高価格のため、あまり使われない場合がある。例え
ば、月に最大100回使用可能としつつ、数万円とし、一方、月
に20回で、2000～3000円とするなどの設定により、課題が
クリアできるところもあると思う。（鎌田コーディネーター）

・マイカーでは知らないうちにお金を払っていて、まるでガソリン
代だけ払って乗っているような「錯覚」を実現しており、そこを
どう、交通サービスでも実現してお金を回せるか、ということが

肝と思う。（鶴田講師）

《ラウンド２：供給サイドからみた成立性》

ラウンド 2 ディスカッション項目

・利用者サイドからのニーズに合った形でモビリティサービスが提
供できると、マイカーから転換量は今と比べ物にならない量にな
ると思われる。それに対し、車何台で対応したらいいか、ドライ
バーは確保できるか、車の台数が増えると効率的に相乗りが可能
か等、色々な観点で供給サイドからお話いただきたい。（鎌田コー
ディネーター）

・利用者が10倍になったときに台数を５倍で収められるのか、と
いうのがタクシー会社によるサブスクがビジネスとして成り立つ
かどうかのラインになる。これを今はアナログでやっているので
10倍の量をさばくためには、IT化、運行上の効率化が必要。（山
口講師）

・モビリティは、地域において、例えば、医療、福祉、生活の移
動、QOL等をそれぞれにおいて高めるための移動の手段でしか
ない。自治体による交通事業は、それ単独での採算ではなくて、
いかに周辺の分野における波及効果を及ぼし、それを定量化する
かが重要な視点となる。自治体全体が縦割りであるため、例え
ば、乗合事業、福祉、民間企業の送迎、個人の送迎といった車両
が全部個別に保有され、稼働率が低くなっているが、横串的な
ファンクションを担う組織が、交通と連携しながら、共創を図る
べき。（藤岡講師）

・基本的に過疎地域で黒字化は非常に考えにくく、その中でいかに
効率化しつつ利便性を上げていくかで今までやってきた。利用者
が増えすぎてパンクするというときに、過疎地域の場合、ドライ
バー等の人材確保は非常に困難であるため、需要の分散化に向
け、利用時間が集中しないよう利用者にオフピーク時間への変更
を提案したり、サロンやデイサービス等のサービス提供時間の変
更等をお願いしたりしている。（木多講師）

・デマンド交通では規模の経済性での勝負は難しく、定路線的な
サービスと面的なサービスのシームレス化が、システム側・ソフ
ト側で解決してくれる可能性はある。安積町は、平均トリップ長
が２キロ、大体４キロ四方ぐらいの中、用足しができるので、会
員数も増やすことができたが、例えば、20キロ四方での運行に
おいて、利用者が何倍にもなる、という場合、車両の効率性は高
くならないので、郡山と同じようにすることは厳しい。東北だ
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と、最近は高齢者人口も減り始め、高校統廃合だけでなく、病院
の統廃合もあり、通院が遠距離となると、AIオンデマンドだけで
サービスがカバーできるわけではなく、路線的なサービスとの合
わせ技まで視野を広げる必要がある。モビリティ・アズ・ア・
サービス（MaaS）として、複数の手段を一つのサービスに見せ
ることが肝になってくるが、IT技術の進化でそれが進むと良い。

（吉田講師）
・民業として成立しないところの移動、特に高齢者の移動をどうす

るかというときに、どこまで公費を投入することが妥当なのか、
例えば、外出が増えると、民間が投資を活発化させ、結果、地方
交付税との相殺はあるが、固定資産税や都市計画税のリターンが
大きくなってくるので、こういうものを財源としながら、交通政
策、なかんずく、中山間地の過疎バス等に充てていくんだ、とい
うことを現場でしっかり話すことが大事。（森講師）

・スクールバスや病院バス等のサービスにも税金が投入されている
わけだが、それを同じテーブルに載せてみて、トータルの行政の
負担はいくらなのか、そのお金があったら何ができるか、それを
減らしてもよりよいサービスが提供できるか、ということを協議
ができるようになると良い。先程の分散化の話にも繋がるが、例
えばデイケア、病院、学校等、大体時間が決まっているが、お互
い時間をずらせば、１台の車で二つの役割ができるようになる、
ということまで含め、話し合えると良い。（鶴田講師）

・分野ごとの稼働、不稼働車両を洗い出してミックスさせるという
取り組みは進んでいる。当社の事例でも、元々、予約型の乗合タ
クシーとスクールバスが別々の車両として走っていたのをAIデ
マンドで統合している地域もあるが、それにより、全体として稼
働台数を減らして、率を引き上げることが可能。全ての車両、全
ての移動をAIがカバーすることは不必要だと思うが、例えば人
流調査を自治体が全域で実施し、把握した人流データを基に、こ
こは括れる、括れない部分に関してはセーフティーネットでカ
バーする、といったことを検討することによって、全体としての
稼働率を引き上げ、分野間の統合ができると思う。（藤岡講師）

・高齢者が外出し、交流をして食まで確保できると、介護予防や健
康維持に関して大変効果があると思っている。しかし、地域が主
体でやっているサロンや体操教室の送迎、乗り合って買い物に行
くといった現場では、どの写真を見ても圧倒的に女性が多い。男
性はドライバーとして支える側としては手を挙げてくるが、自分
がサービスを利用するところではほとんど出てこない。本日紹介
いただいた事例では、男女比は女性の利用が多く、男性３割くら
いとのことであるが、もっと男性の利用を増やすことが必要。（河
崎講師）

・民業圧迫や自治体がやるべきか民間がやるべきか、という議論が
あるが、私は民間代表なので、まず自分で利益を出す努力をして
いることをお伝えしたい。ただタクシー事業は大変厳しいし、民
間の多くの中小企業も厳しい状況であり、自治体にはそこを支え
てほしい。それはお金を入れるだけではなく、告知協力だけでも
全然違う。自治体は、民間がやっているから関係ない、ではな
く、地域の民間企業の取り組みに関心を持っていただき、何を自
治体がやるべきか、民間の努力をどう支えるのか、ということが
必要。（山口講師）

《ラウンド３：今後のアクション》

ラウンド 3 ディスカッション項目

・モビリティサービスの実現に向けて、また、もう少し長期的な視
点で、当面、どのようにしていったらよいのか、また自分たちは
こうしていく、という決意表明のコメントを１人ずついただい
て、ディスカッションのまとめにしたい。（鎌田コーディネー
ター）

・短期的と中長期の二層の戦略が必要。例えば、今、目の前にいる
高齢者に、どんな移動手段が欲しいか、という話をしても、なか
なか想像ができないが、山口社長の場合にはコンシェルジュがそ
ういうところを後押ししている。短期的にはそういったアプロー
チが重要だが、利用者が増えるとオペレーション自体が大変にな
るので、信頼感を持たせるところは引き続き人がやり、ある程
度、平準化できるオペレーションはシステマティックに行うと良
い。一方、中長期としては、街をどのように楽しい空間とし、そ
こにモビリティや新技術をどうなじませていけば良いのか、考え
ていく必要がある。（吉田講師）

・62の中核市全部の令和３年度の一般会計の当初予算における、
交通に使っている予算額を調べたことがある。ソフトだけを切り
取り、一覧にしてみると自治体によって全く違い、QOLを上げ
るために交通を大きく予算化している自治体と、そうした予算を
全く使っていない自治体がある。人に人格があるように、都市格
というものがあるとすると、交通がしっかりしているところは格
が高い街であり、それが人口力・産業力にもなってくると思う。
多くの自治体関係者の方には、そういう観点でも考えてもらいた
い。（森講師）

・人生100年という長寿社会の中で、健康と介護予防、とりわけ食
の問題、交流、生きがい作りが求められていると考える。足は確
保できても行きたいところがなく、高齢者があまり外出しない傾
向があるが、出かけたくなる仕組みや仕掛けが必要であり、特に
男性は１日１食バランスのとれた食事ができるカフェなど、食事
と交流、拠点の組み合わせが必要。高齢者などが出かける、健康
を維持し、交流でき、孤立化を防ぐような、誰も取り残さない地
域社会を作っていくことが大事。団塊ジュニアが50歳ぐらいに
なっており、そこもこれから大きなボランティア集団として期待
ができるので、ますます色々な方法を模索していきたい。（河崎
講師）

・物流分野において、トラックのドライバーが不足する中、積載効
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率を上げるために、何十台のトラックをどのように配車すると一
番少ない人数でできるか、ということをビジネスとして取り組ん
でいる方も沢山いるが、人力で積付・配車計画を作ると２時間か
かるところ、量子コンピュータを使うと処理スピードは約200
倍である、という話がある。そういったビジネス領域で進化して
くる技術も、こういう公費投入が切っても切れない地域公共交通
の分野で使っていくと可能性が開けてくると思った。AIオンデ
マンドについて、この研究で提示したサービスレベルまでやると
いうのは、まだ誰も見たことのないシステムなので、まずはス
モールスタートでも良い事例が出ると、弾みになると思う。（鶴
田講師）

・定例で本人だけではなく、家族の方にも、利用者本人の変化につ
いてアンケートをとっており、家族の喜びの声をいただいてい
る。本人が満足、というだけでなく、我々は家族の皆さんにしっ
かりサービスを理解いただき、その人におすすめをする。免許返
納は簡単なことではないので、安心していただくため、ご両親が
こんな外出をしていますよ、という家族の皆さんへの情報の共有
もしている。地方の単身の親を心配しつつも、自分が田舎に戻れ
ないときに、我々がお父さん、お母さんを見守りながら、お金は
東京にいる経済力のあるご子息に支払っていただく、といった地
方と東京の関わり方、家族の関わり方に繋がるサービス展開が今
後提案できたら、と思っている。（山口講師）

・都市格を自治体同士が競い合う状態をどう実現していくか。都市
格のために、公費で一定の規律をもってインフラ整備を行う。そ
して、都市格を上げていくために、自治体が、自治体の領域だけ
でなく、民間の持っている交通リソース等も含めて、全体として
民間事業者と一緒にその地域の交通計画を立てる、ということを
今後やっていくべき。当社としては、デマンドの知見および路線
に関する知見で、自治体の計画策定をお手伝いするという形で社
会に貢献していきたい。（藤岡講師）

・より良い交通を作り上げていく上で、まずは自分の地域がどうい
う状況なのかをフラットに考えることが必要。本町の場合、デ
マンド交通が始まる前、外部に対して交通の便がいい、というア
ピールをしていたが、１時間かけないと県庁所在地から着かな
い、最寄りのもう少し大きい市まで30分かかる、という状況で
交通の便が本当に良い、と思って言っていますか、というところ
からスタートした。先ほどの、スクールバスと一緒にするという
話も、地域の規模感や状況と照らし合わせたときに、本町の場合
は、明らかに一緒にしない方がよかった。常識とされていること
に関して、本当にそれは自分のところに当てはまるのか、という
ことをしっかり考えた方が良い。（木多講師）

■質疑応答
Ｑ：昨今の地方の鉄道路線の維持について、鉄道はデマンドとうま
く繋げていかないと、維持できなくなるのではないか。デマンド交
通と鉄道の連携についての考えを教えていただきたい。
Ａ：AIフルデマンド単独で全ての移動ニーズに応えられるわけでは
なく、適材適所のモードが繋がって様々なニーズに応えることが大
事であると考える。（鶴田講師）
Ａ：今回矢面になっているのはJRの不採算路線だと思う。例えば

第３セクターや地方民鉄だと、それなりの本数があるが、JR線は
そもそも本数が少なかったりする。適材適所とは、鉄道だったら鉄
道としての機能がしっかり発揮されるなど、存在感ある軸があり、
そこにオンデマンド交通が結びついていなければならない。（吉田
講師）

Ｑ：物流のドライバー不足問題に対して、モビリティをデュアル
モードにして、あるときは物を運び、あるときは人を運ぶ、という
ことをしたいと考えているが、可能性についてご意見を伺いたい。
Ａ：貨客混載には、大いに可能性がある。同様に、人が乗る乗り物
も１台多役が求められると考える。例えば新潟県三条市では、タク
シー車両をタクシーと乗合と両方に使っており、乗合になるとき
は、「乗合」の掲示をマグネットでドアに貼って、乗合車両にする、
というアナログなことを行っており、本質を突いていると感じる。
１人のドライバーが１日でもっと収入を得られるようにすること
で、持続可能になっていくと思うので、大事である。（鶴田講師）
Ｑ：規模が大きくなったらITを使うという話があったが、逆に自治
体の人が「のるーと」をみて、最初からとにかく「AIデマンドだ」、
と規模の大きい話をすることがあると思う。地域のサイズに合わせ
てスモールスタートをするためには、どのように調整していけばよ
いか。
Ａ：スモールスタートをするにしても、デマンドの導入を目的にし
てはいけない。まずは地域全体の交通のあり方を考えた上で、着手
することが大事でその結果、スモールスタートとなるのならば、何
の問題もないと考える。（藤岡講師）

Ｑ：高齢者が増える今後数十年間は、利用者は増えるが、地域の人
口は減り、また、地域外の人は観光や帰省等でデマンド交通を利用
できない場合、デマンド交通は地域の持続可能性にとって、延命措
置でしかないと考える。
Ａ：人口が4,000人を割っているような、特に過疎地域の中山間
地域で、地域の持続性をどう考えていくべきか、ということだが、
交通だけで解決できる話ではなく、地域のまちづくりそのものにつ
いて考えることが必要である。例えば小さな拠点等のような集約化
や、医療介護などのサービスを維持していく中で、最終的にモビリ
ティをどのように構築していくかということになる。まちづくりと
セットにして、うまく持続可能性を高めていくことが大事だ。（鎌
田コーディネーター）

Ｑ：タクシーは高額のため頻繁な利用が困難、という説明があった
が、タクシーが高額でなければ皆タクシーを利用したいため、AIデ
マンドはそもそも不要、という議論も考えられる。タクシー利用低
下に対する検討と、ドライバー不足や運賃許認可制等の対策が優先
課題とは考えられないのか。
Ａ：エリアによってはおそらくYESとなる。乗合が成立しないよ
うな人口が分散したエリアでは、システム代を払ってAIデマンドを
走らせるより、タクシーの補助金を払った方が、合理的だ。一方
で、乗合が成立するような、人口集中エリアが含まれる地域では、
その人の移動毎にタクシー利用だと、高コストになることや、乗務
員の確保が難しくなる。路線維持と乗務員不足の問題の両方を解決
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するためには、乗合せが必要な地域においていかに乗合せるか、が
重要な話である。（藤岡講師）

Ｑ：最近のMaaSや自動運転の実証のやり方ではうまくいかない理
由、また、考えられる改善策について説明していただきたい。
Ａ：MaaSの提供側が、良いサービスを提供したら使ってくれると
いう考えで行っているが、とにかく、１度使ってもらうためのアプ
ローチが必要で、それをしないと、ほとんど使われない。自動運転
は、自治体の宣伝のためにデモ的に実施している印象。本当に交通
計画上、ニーズがあって自動運転をやる意義があるのか、までしっ
かり考えているところは少ない。しかし、これから国土交通省で、
自動運転レベル４社会実装に向けて、巨額の補助金が出ることや、
しっかり考えて実証を続けているところも出てきているので期待を
している。（鎌田コーディネーター）

■全体総括（鎌田コーディネーター）
これからの時代を考えると、マイカーの維持費がどんどん高くな

り、高齢ドライバーの事故もまだまだ減らないという中で、人々が
自分の足をどうするかしっかり考え、市民側の意識を変えていくと
ことが必要である。

もちろん行政がうまくマネジメントすることも大切だし、経済的
な支援を行うというのも当然必要だが、このような新たなモビリ
ティをどううまく使うかについて利用者側の意識がどんどん変わ
り、新たなモビリティへマイカーから転換することに期待したい。

多くの方に視聴いただき、今回のシンポジウムは非常に関心の高
い話題と感じた。パネラーの方々は、これからもそれぞれの地域、
役職の中で取り組みを続けていただき、またこのような形でディス
カッションできると面白いと思う。

本開催概要は主催者の責任でまとめています。
 https://www.jttri.or.jp/events/2023/symposium230607.html

パネルディスカッションの様子
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【ラオス】
ラオス中国鉄道の現状

1．はじめに
2021年12月３日、ラオスの建国記念日の翌日にラオス中国

鉄道が開業した。それまでラオスでは、2009年に開業したラ
オス国営鉄道（営業キロ3.5km、軌間1,000mm、単線非電化）
が国内唯一の鉄道であったが、ラオス中国鉄道（営業キロ約
420km、軌間1,435mm、単線電化）の開業により、中国の昆
明からラオスの首都ビエンチャンを結ぶ大動脈が築かれた。ま
た、ビエンチャンより南側については、現在タイ国内で建設中の
タイ中国高速鉄道（延長約610km、軌間1,435mm、複線電
化）と将来的に接続される計画となっている。

内陸国のラオスでは、国内の旅客輸送の98%、貨物輸送の
86%を道路交通が担ってきた。しかし、旅客・貨物両方の輸送
を行うラオス中国鉄道の開業により、ラオス国内の運輸・交通を
取り巻く環境が大きく変化しつつある。そのような背景の下、
2022年10月及び11月、ラオス中国鉄道及びその周辺施設に
関する現地調査を実施した。本稿では、ラオス中国鉄道の概要、
運営状況、今後の見通しについて報告する。

2．ラオス中国鉄道の概要
2010年４月、ラオス政府は中国政府と覚書を締結し、中国

がラオスの鉄道建設を支援することが合意され、調査や設計が開
始された。2015年11月、両国政府はラオス中国鉄道建設プロ
ジェクトに合意し、同年12月に起工式が開催され、翌2016年
12月に建設開始式典が行われた。

建設工事は主に中国中鉄股份有限公司等の中国企業が担い、
75か所・約198kmのトンネル、167か所・約62kmの橋りょ
うを含む建設工事が約５年間の期間で行われ、2021年12月に
営業が開始された。ラオス中国鉄道の主な諸元を以下に示す。
●区間：ビエンチャン・ボーテン間
●事業費：5,986,000,000米ドル
●軌間：1,435mm
●延長：約420km
●駅数：10駅（旅客駅）

⇒ビエンチャン駅
⇒バンビエン駅
⇒ルアンパバーン駅
⇒ムアンサイ駅
⇒ボーテン駅など

●最高速度：160km/h（速達）、120km/h（普通）
●所要時間：３時間40分（速達）、５時間20分（普通）注１）

●列車本数：開業当初３往復/日、2022年12月以降４往復/
日、2023年４月以降５往復注２）

●営業主体：Laos	China	Railway	Company	Limited（LCR）

南	裕輔
アセアン・インド地域事務所 

研究員

澤田	孝秋
アセアン・インド地域事務所 

主任研究員兼次長

図-1　ラオス中国鉄道路線図
出典） rfa.org、「Giant China, tiny Laos link up with launch of high-

speed train」より引用

注１） ビエンチャン駅からボーテン駅までの所要時間。
注２） 区間運転の列車を含む。繁忙期には臨時列車が追加される。

3．営業状況

3.1　乗車券
2022年10月及び11月の時点で、乗車券は駅に併設された

有人窓口か市内に設けられた有人窓口にて、乗車日の２日前から
購入が可能である。なお、乗車時点においては乗車券のオンラ
イン販売等は実施されていなかったが、2022年12月からス
マートフォン向けのアプリ（LCR Ticket）の運用が開始され、
インターネット上での乗車券の購入等が可能となっている。当該
アプリはラオス語、中国語、英語の３言語に対応している。

乗車券の購入時には乗客の身分証明書（パスポート等）の提
示が求められ、乗車券には氏名と身分証明書の番号が印字される

（写真-１）。代理者が乗車券を購入する場合は、乗客の身分証明
書のコピー等を提示すれば購入が可能となる。乗車券は、①乗車
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駅への入場時、②乗車中、③降車駅での退場時、にそれぞれ確認
が求められ、①では身分証明書の提示も併せて求められる。

3.2　駅
現地調査ではビエンチャン駅、ルアンパバーン駅、ボーテン

駅を訪れた。いずれの駅も、駅本屋とホームが同一平面にある地
平駅であり、地下連絡通路によりホーム間を移動する構造となっ
ている。

ビ エ ン チ ャ ン 駅 は、ビ エ ン チ ャ ン 市 街 地 か ら 北 東 に 約
15km、車で約30～40分の郊外にあり、駅周辺には目立った
商業施設や住宅地等はない。駅前には広大な駐車場が設けられて
いるが（写真-２）、路線バス等の公共交通は運行頻度が少なく、
市街地と駅との移動には自家用車やタクシー等が便利である。

写真-2　ビエンチャン駅鳥観図
出典）LCRのFacebookページより引用

当駅は旅客列車の終端駅であり、駅本屋は非常に広大である
が、内部の大部分が地上階のみとなっており、乗客の待合スペー
スとして多数の椅子が並べられていた（写真-３、写真-４）。自
動改札機はなく、駅本屋へ入場する際に係員により乗車券と手荷
物の確認が行われる。売店は、駅本屋内に約５m ×10m のス
ペースのものが１か所設けられ、簡易な食料や飲料、土産物等が
販売されている。ホームにはホーム柵等は設置されておらず、乗
客は列車が到着した後に駅本屋からホームに立ち入ることがで
き、ホームには十分な幅が設けられている（写真-５、写真-６）。
（Google Map：https://goo.gl/maps/PoRgCkrNoyZrzuSD６）

写真-1　乗車券（横約80mm×縦約150mm）

写真-3　ビエンチャン駅外観
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ルアンパバーン駅は、世界遺産となっているルアンパバーン
市街地から東に約12km、車で約20分の山間部にあり、駅本屋
と駐車場に高低差がある（写真-７、写真-８）。駅前では市街地
へ向かう乗合いのバンを利用することができ、運賃は１人あたり
35,000ラオスキープ（約２米ドル）となっている（写真-９）。

駅本屋やホームの構造はビエンチャン駅とほぼ同様である。
売店は、簡易な売店が駐車場内に１か所、食堂も兼ねた売店が駐
車場の入り口付近に数軒、設けられている（写真 -10、写真
-11）。
（Google Map：https://goo.gl/maps/PGEZtKJ7USc6VeWv９）

写真-10　食堂兼売店の外観

写真-7　ルアンパバーン駅外観

写真-8　ルアンパバーン駅の駐車場

写真-9　乗合いバン

写真-4　ビエンチャン駅本屋内

写真-5　駅本屋からホームへの入場を待つ乗客

写真-6　ホーム
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ボーテン駅は、中国との国境から南に約４km、車で約10分
の位置にある。駅前にはコンテナヤードが設けられ、線路脇には
貨物トラック用の国境検問所が併設されており、多数のコンテナ
トラックが周辺を通行している（写真-12～写真-14）。

駅前で利用できる公共交通はなく、タクシーを利用して中国
との国境付近にあるボーテン経済特区、Boten Beautiful Land
を訪れた。ボーテン経済特区内では、建設途中のものもあるもの
の、一定の区画において建物やインフラが概ね度整備されてお
り、一部では物品の販売や飲食の提供も行われている（写真
-15、写真-16）。2022年10月時点では、当地を訪れる人はそ
れほど多くは見られなかったが、中国におけるゼロコロナ政策の

緩和により、今後旅行者の増加が想定される。
（Google Map：https://goo.gl/maps/XRyw1ujBJtTvtMDQ6）

写真-14　貨物トラック用の国境検問所

写真-15　ボーテン経済特区
出典） The Phnom Penh Post、2021年12月20日付「Laos aims to 

attract 709 firms to SEZs over next five years」より引用

写真-16　ボーテン経済特区内の様子

3.3　車両
旅客列車として、速達列車には中国の動力集中方式高速鉄道

「復興号」に改良を加えた「CR200J ランサン（瀾滄）号」が
導入されている。先頭の動力車には、パンタグラフが２基設けら
れている（写真-17）。２等席の客車の仕様は、全量26.4m、重
量52.6t、積載重量8.9t、定員98名となっている。

写真-13　ボーテン駅前のコンテナヤード

写真-11　食堂兼売店の内観

写真-12　ボーテン駅外観
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写真-17　CR200J瀾滄号

座席はビジネス、一等、二等の３種類に分かれており、座席
の足元には電源コンセントとUSB Type-A（2.0）のポートが
備えられている（写真-18～写真-20）。また、客車の連結部分
にはトイレ、洗面所、荷物スペース、売店、給水機、消火器等が
設置されている。

写真-18　ビジネス席
出典）LCRのFacebookページより引用

写真-19　一等席

写真-20　二等席

普通列車及び貨物列車には、動力車に中国のHXD３C型電気
機関車が導入されている（写真-21～写真-23）。

写真-21　普通旅客列車

写真-22　貨物列車

写真-23　普通旅客列車の座席
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3.4　輸送量等
開業後、１年間（2021年12月～2022年11月）の鉄道旅

客輸送量は約1,269,000人、鉄道貨物輸送量は1,995,500
トン（内、1,570,000トンは越境輸送）となっている。

旅客輸送については、列車本数（通常３往復/日、繁忙期４～
５往復/日）や定員（約700人/編成）を考慮すると、非常に高
い乗車率であることが推察できる。視察の際には、特にビエン
チャン・ルアンパバーン間では非常に多くの乗客が見受けられ、
実際にルアンパバーンを訪れる旅客の約85%が鉄道を利用して
いるとの報道もある。

貨物輸送については、軌道が繋がっているラオス・中国間の
越境貨物輸送が主な利用経路であり、中国からラオスへの輸送品
目としては主に一般消費財、肥料、電子製品、繊維、野菜等が挙
げられる。またラオスや近隣諸国から中国への輸送品目として
は、主に鉄や亜鉛の鉱石、キャッサバ粉、米、木炭、ゴム、果物
等が挙げられる。一方、ラオス・タイ間の越境輸送については、
ラオス中国鉄道とタイ国鉄の軌間が異なるため、双方間での積替
えやトラックとの積替えが必要な状況である。

なお、貨物列車のダイヤが公表されていないため、貨物列車
の運行本数、運行形態は不明であるが、旅客駅とほぼ同数の貨物
駅が設けられておりこれら貨物駅では多数の貨車が確認できたこ
と、途中駅で待機している貨物列車や対向列車の行き違い待ちを
している貨物列車が確認できたことから、それなりの貨物列車の
運行本数があるものと推測される。

4．今後の見通し
これまで道路輸送が中心だったラオスの旅客輸送や貨物輸送

において、開業から１年間でラオス中国鉄道は運輸・交通インフ
ラとして一定の営業実績を重ねてきた。

開業後の好調な旅客需要増加に伴い着実に旅客列車の増発が
行われてきている。また、2023年４月13日からは、ラオスの
ビエンチャンと中国の昆明の間での旅客列車の直通運転が開始さ
れ、両都市間が10時間半で結ばれることとなった。

しかし今後、中国との往来の活性化等により旅客需要が増加
した場合、現状の輸送容量では限界があり、列車編成や運行本数
の見直し等が推察される。更には、本線が単線であり、現状でも
速達列車の通過待ちのために普通列車が駅間で待避する区間もあ
るため、今後の運行計画の動向が注目される。また現在、隣国の
タイではバンコクからラオス中国鉄道に接続するタイ中国高速鉄
道を建設中であり、2030年頃の完成が見込まれている。しか
し、タイ中国高速鉄道を旅客専用線あるいは貨客併用線のいずれ
とするか、タイ国内で方針がまだ定まっていないため、ラオス・

タイ国境付近の停車場が両国内でどのように整備されることとな
るか、今後の動向が注目される。

ASEAN10か国の中で、ラオスが最初に長距離準高速鉄道を
保有する国となった。現地ではラオス人だけでなく外国人旅行者
も多数乗車している旅客列車や、途中駅で待機・対向列車待ち
をしている貨物列車等を目にし、ラオス中国鉄道の順調な営業状
況が垣間見られた。ラオス中国鉄道による旅客輸送・貨物輸送の
大 動脈が、今後どのように活用され、かつて Land-Locked 
Countryと呼ばれたラオスがLand-Linked Countryへどのよう
に変貌していくか、引き続き今後の動向を追っていきたい。
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交通脱炭素シンポジウム

カーボンニュートラルに向けた燃料転換の戦略
～空・海・陸	各交通モードの最前線～

▶2023．3．28（火）14：00～17：00
ベルサール御成門タワー （及びオンライン配信（Zoomウェビナー））

１．開会挨拶

宿利 正史
一般財団法人運輸総合研究所 会長

６．閉会挨拶

江口　秀二
一般財団法人運輸総合研究所 主席研究員
兼 会長技術補佐

2．来賓挨拶

藤井 直樹
国土交通事務次官

3．基調講演

日本のカーボンニュートラルに向けて		
ーUtility3.0の世界におけるmobilityー

竹内 純子
国際環境経済研究所理事・U3イノベーションズ合同会社共同代表

４．プレゼンテーション
カーボンニュートラル実現に向けた	
ANAグループの取り組み

宮田千夏子
ANAホールディングス株式会社 上席執行役員 
グループCSO サステナビリティ推進部長

国際海事機関（IMO）での	
脱炭素議論と日本郵船の取り組み

髙橋　正裕
日本郵船株式会社 執行役員
技術本部 担当 環境グループ・技術本部統轄グループ

鉄道における脱炭素の取組み

堀込　順一
東日本旅客鉄道株式会社
イノベーション戦略本部R&Dユニット ユニットリーダー
兼 JR東日本研究開発センター所長

国際航空におけるカーボンニュートラルに向けた	
SAF導入による空港会社の役割と関係者の連携について

田代　敏雄
成田国際空港株式会社 営業部門 給油事業部 部長

ヤマト運輸のカーボンニュートラルへの取り組み

上野　公
ヤマト運輸株式会社 グリーンイノベーション開発部
グリーンイノベーション開発グループ シニアマネージャー

国際コンテナ戦略港湾におけるカーボン	
ニュートラルポートの実現に向けた取組について

植松　久尚
横浜川崎国際港湾株式会社 取締役副社長

竹内　純子 国際環境経済研究所理事・U3イノベーションズ合同会社共同代表
宮田　千夏子 ANAホールディングス株式会社 上席執行役員　グループCSO サステナビリティ推進部長
髙橋　正裕 日本郵船株式会社 執行役員　技術本部 担当 環境グループ・技術本部統轄グループ
堀込　順一 東日本旅客鉄道株式会社 イノベーション戦略本部 R&Dユニット ユニットリーダー 兼 JR東日本研究開発センター所長
上野　公 ヤマト運輸株式会社 グリーンイノベーション開発部 グリーンイノベーション開発グループ シニアマネージャー
田代　敏雄 成田国際空港株式会社 営業部門 給油事業部 部長
植松　久尚 横浜川崎国際港湾株式会社 取締役副社長

モデレーター

山内　弘隆
運輸総合研究所 所長

５．パネルディスカッション及び質疑応答
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開催の趣旨
温室効果ガスの排出削減が技術的に困難といわれる交通分野で

は、カーボンニュートラルに向けた燃料転換のさまざまな取組みが
各モードにおいて進められている。バイオ燃料や水素系カーボン
ニュートラル燃料への転換、再エネ電力の活用等の取組みが世界で
加速する中、日本の各交通モードはどのような戦略で燃料転換を進
めようとしているのか。

当研究所ではこれまで、国際海運分野では新たな代替燃料のライ
フサイクルCO2排出量の評価手法についての提言を行い、航空分野
ではICAOのCO2排出削減制度であるCORSIA制度と2050年削
減目標を踏まえ、我が国における持続可能な航空燃料SAFの生産
ポテンシャルや長期のCO2排出削減見込みについて明らかにし、
SAFの国産化の重要性を示すなど、その調査研究成果を関係の政
府機関・業界の皆様にご活用いただいてきた。しかしながら、開会
挨拶で宿利会長が述べたように、本来交通は各交通モード単独で成
り立つものではなく、我が国における現在及び将来の交通の姿、期
待される役割を考えれば、交通モード別ではなく、日本の交通産業
全体として協調しながらカーボンニュートラルを追求していくこと
が重要である。

本シンポジウムでは、エネルギー及び航空、海運、鉄道、物流・
トラック、空港、港湾の各分野の有識者にお集まりいただき、日本を
取り巻くエネルギーと燃料の動向、各交通モードにおける最前線の
取組み等を共有するとともに、脱炭素に向けた燃料転換を円滑に進
めていくうえでの今後の課題と展望について、議論を通じて探った。

当日の結果

■基調講演
テーマ：	日本のカーボンニュートラルに向けて	 	

-Utility3.0の世界におけるmobility-
講師： 竹内 純子　国際環境経済研究所理事、U3イノベーションズ

合同会社共同代表
カーボンニュートラルの国際交渉においては、「新たな南北問題」

の構造がみられる。気候変動は世界各国の共通課題であるが、負っ
ている責任には差異がある。世界的に気候変動に対する危機感が非
常に高まっているものの、議論はより高い目標を掲げるといった方
向に向きがちで、どうやって実現するのかという議論が追いついて
いない。COP26はホスト国のイギリス主導で力が入っていたが、
COP27は途上国であるエジプトがホスト。COPそのものが、各
国・産業界の取組みPRの場になりつつある。その裏で先進国vs途
上国、欧州vs新興国、欧州委員会vs欧州産業界といった色々な対
立軸が垣間見えた。

国際交渉の場を離れて各国の政策を見れば、先日アメリカが成立
させたIRA（インフレ抑制法）が世界に与えた衝撃は大きい。欧州
の規制型（北風方式）と米国の負担をかけない方式（太陽方式）の
どちらが勝つか。IRAとは日本でいうところのGX法案のような位置
づけであるが、明確なメッセージをもってグリーン産業支援の補助
金を大量に先行投下するものである。これを見て各国は自国の政策
に見直しをかけている。これまで気候変動分野で欧州が主導してき
たが、各国が多様な取組みを求めており、別の基軸が求められてい
る。欧州と新興国の対立も浮上する中で、日本の役割は新しい基軸
を打ち出すことであり、防災・省エネ技術等日本にしかできない貢

献、日本に期待される貢献は多い。CO2を減らすことも十分な国際
貢献だが、自分たちができることにもう一度目を向ける必要がある。

次に GX 実行会議の議論の動向について。グリーントランス
フォーメーション（GX）とは、DXも含めて、社会のあり方を効率
化し、より豊かに快適にするというものであり、単にCO2を減らす
こと（CN）から発想を転換する必要がある。GXを成長戦略とする
ことが必要だが、必要とされる投資も莫大だ。GX移行債は、政府
がまずGXに20兆円を投資し、それを呼び水に民間投資（130兆
円）を促すものであるが、その財源の償還は「成長志向型カーボン
プライシング」として、再エネ賦課金や石油石炭税がピークアウト
するところに減少分を埋める形で考えられている。ただし、この二
つの負担が既に日本の産業界の競争力を削いでいる中、負担を維持
することが適正かとの議論も含めて詳細が重要である。

カーボンプライシングは環境への負荷を経済価値に換算する制度
であり、脱炭素化への有効なツールであるが、制度の細部に悪魔が
宿りやすく、本来進むべき姿を阻害するおそれもある。エネルギー
間での中立性、国際的な公平性、負担の適切性が重要である。カー
ボンプライスは人の行動変容を促すインパクトを持つものでなけれ
ばならないが、代替技術がなければ国民経済に甚大な影響を与え
る。エネルギーとはすべての国民が平等に使う生活財であり生産財
である。負担の適切性や、製品のライフサイクル全体をカバーする
ものであること、単一価格といった要件を満たす制度設計が必要で
あり、国民、産業界がしっかりと目配りをしていく必要がある。

Utility3.0 の実現に向けた課題 出典）竹内講師講演資料より

最後に今後日本のGXがどう進むかについて考えたい。CO2はエ
ネルギー利用の「結果」でしかない。エネルギー産業が新しい顧客
価値の創出を通じて顧客の行動変容を促し、結果的に脱炭素を実現
することが本来あるべき姿である。モビリティの分野も共通すると
ころ。エネルギーと排出されるCO2、これを繋ぐ顧客価値の創出の
観点で提供する価値を変える、その中において、with　Ｘという形
で変革を起こす、こういった意識を持ちGXを日本の成長戦略とし
て描けるよう産官学挙げて取り組むべく本日その第一歩となること
を願っている。
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■プレゼンテーション①
テーマ：	カーボンニュートラル実現に向けたANAグループの取り組み
講師： 宮田 千夏子　ANAホールディングス株式会社 上席執行役員 

グループCSO サステナビリティ推進部長
国際航空セクターの長期目標として、2022年 ICAO 総会で

2050年ネットゼロに合意した。新技術の導入、運航方式の改善、
SAF燃料への切り替え、市場メカニズム、この４つの手法を用いて
脱炭素を図っていく。これに加えANAグループは、ネガティブエ
ミッション技術も取り入れるトランジションシナリオを描いている。

2050 年度カーボンニュートラルへ向けたトランジション・シナリオ
出典）宮田講師講演資料より

航空セクターの脱炭素ではSAF燃料への転換が重要だ。バイオ
マス、廃食油や排ガス等が原材料のSAFで、CO2を80～90%削
減できる。既存インフラをそのまま使える点も特徴だ。

SAFは脱炭素の鍵となる大きな力を持っているが、課題は多い。
SAF燃料の確保、サプライチェーンの構築、品質保証体制の確立、
この全てが揃った安定調達が必要だが、現在の供給量はジェット燃
料の0.03%以下、価格も２～10倍と高額だ。官民協働と様々なス
テークホルダーとの連携が不可欠である。また、国産の商用化され
たSAFはまだなく、輸入頼みの状況。国産SAFが調達できない状
況を考えると様々なところに影響があり、日本のエネルギー安全保
障や観光立国政策にも関わる問題だと考えている。

欧州は供給規制化（義務化）によって、米国は産業育成支援に
よって、SAFの使用を拡大していく動きがある。後者はこれによ
り、ジェット燃料と同水準の価格でSAF製造が可能な環境になっ
てきている。

今後の課題として、日本のSAF製造業者とエアライン双方の国
際競争力向上に繋がる政府戦略の推進、SAF等カーボンリサイクル
燃料に舵を切るGX移行債のような投資支援、原材料コスト等を含
めた事業運営費の低廉化に繋がるような政策支援が挙げられる。

日本航空との共同レポートの策定、サプライチェーンにおいて有
志団体ACT for Skyや「SAFフライト・イニシアティブ」の立ち
上げ等、SAFの普及・拡大に向け連携した取り組みを続けている。

■プレゼンテーション②
テーマ：	国際海事機関（IMO）での脱炭素議論と日本郵船の取り組み
講師： 髙橋 正裕　日本郵船株式会社 執行役員   

技術本部 担当 環境グループ・技術本部統轄グループ
船舶は、飛行機やトラックと比べてエコな輸送手段であるが、世

界全体の国際航海船舶約８万隻のCO2排出量は2.2%とドイツ一か
国分のCO2排出量と同程度を占め、絶対量は増加傾向にある。

一方で、外航海運はグローバルなマーケットであることから、パ
リ協定に基づく国別排出量の削減とは異なり、IMOのMEPC（海
洋環境保護委員会）において検討されることとなっている。

2018年に策定されたIMOのGHG（地球温暖化ガス）削減目標
は、2030年に燃費効率で40％改善、2050年に GHG 総排出量
で50％削減、今世紀中の出来る限り早期にGHG総排出量でゼロを
目指すこととなっているが、現在、より早期のGHG排出ゼロに向
けて見直しが進められている。

パリ協定では、開発途上国も排出責任を負うが、責任の度合いは
先進国とは異なるという考え方である。IMOでは、船籍に係わらず
全ての船舶が差別無く一律に制度適用されることを原則としてお
り、この点がIMOにおける環境問題の検討を難しくしている。

GHG排出削減の取組みには輸送コストの上昇を伴うが、極端な
上昇は顧客の理解を得ることが難しく、燃料転換等の先進的な
GHG排出削減対策に取り組む企業に適切な支援がなされる制度設
計が必要だと考えている。

欧州は27か国が外航海運で結ばれた連合体であり、ここを脱炭
素の実験場として活用し、そこから生まれる技術基準を世界に発信
している。現在、欧州では EU-ETS による排出権取引や、Fuel　
EU Maritimeによる燃料中の炭素強度規制により海運分野の燃料
転換と脱炭素化の動きが出ている。

外航海運においては、エネルギー密度の高い脱炭素燃料が不可欠
であり、将来的な燃料としてはアンモニアやメタノールが有力と言
われている。しかしながら、アンモニアやメタノールもグリーン電
力により生産されるものでなければ、ライフサイクルでの排出量削
減とはみなされない。

2050 年目標に向けた取り組み：燃料転換シナリオ
出典）髙橋講師講演資料より

日本郵船は、2030年に向けて減速運航や改造による徹底的な効
率化、使用可能なバイオ燃料の積極的な活用とそれによる供給側の
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体制整備支援、顧客との協業等の取組みを進め、2050年に向けて
は、現時点では技術が確立されているLNG燃料船の導入を進めつ
つ、将来的にはｅメタンの活用やアンモニア対応エンジンへの切り
替えを考えており、アンモニア燃料船やアンモニアReadyのLNG
燃料船の開発に取り組んでいる。

■プレゼンテーション③
テーマ：鉄道における脱炭素の取組み
講師： 堀込 順一　東日本旅客鉄道株式会社 イノベーション戦略本部 R&D

ユニット ユニットリーダー 兼 JR東日本研究開発センター所長

HYBARI の概要 出典）堀込講師講演資料より

鉄道は元来輸送量当たりのCO2排出量が小さく環境にやさしい輸
送モードであるが、当社では、2050年度の鉄道事業におけるCO₂
排出量「実質ゼロ」に挑戦することを環境長期目標とする「ゼロ
カーボン・チャレンジ2050」を策定したところである。これに基
づき、東北エリアのゼロカーボン化のための再エネ電力の拡大、水
素の利活用、ディーゼルまたは架線とバッテリーのハイブリッドに
よる環境に優しい車両の導入、国及び他の鉄道各社等と連携しバイ
オディーゼル燃料の導入検討などを進めている。

ゼロカーボンのターゲットの一つとして、水素燃料電池を搭載し
た 水 素 ハ イ ブ リ ッ ド 電 車「HYBARI（ひ ば り）」（HYdrogen-
HYBrid Advanced Rail vehicle for Innovation）を落成し試験
中である。実用化に向けた課題として、①技術開発上の課題、②法
規制上の課題、③水素供給上の課題、④コスト上の課題が挙げられ
る。法規制については高圧ガス保安法の規制をうけることとなる
が、これが鉄道の運行形態と合っていない。

海外では欧米を中心に燃料電池鉄道車両の導入が進んでおり、既
に営業運転を開始または2024年内には営業開始予定である。この
ままでは我が国が遅れてしまうため、早く諸課題の解決に見通しを
つけることが重要である。

■プレゼンテーション④
テーマ：ヤマト運輸のカーボンニュートラルへの取り組み
講師： 上野 公　ヤマト運輸株式会社 グリーンイノベーション開発部 シニアマネージャー

「豊かな社会の実現への貢献」を経営理念として、グリーンデリ
バリーの実現に取り組んでいる。2030年度GHG排出量48%削
減を中期目標としてEV2万台の導入、再エネ活用のための太陽光

発電設備の800機導入、（クール宅急便）ドライアイス使用ゼロに
重点的に取り組み、2050年のカーボンニュートラル実現を目指す。

2011年よりEVを導入しているが、商流・住宅・山間と１日当
たりの稼働距離も様々で、また性別、年齢等も考慮が必要。運転席
から荷室へウォークスルーアクセス、安全な左側からのワンステッ
プでの乗降り等、乗員が働きやすいEV開発にも取り組んでいる。

EV導入においては、車両稼働時間と太陽光発電の充電時間の重
複、充電インフラ設備負担の増大、再エネ電力需要の急増に対する
発電量不足、電力系統容量逼迫等が課題。カートリッジ式バッテ
リーの導入により稼働と充電のギャップを埋める。バッテリーを規
格標準化することで業界の皆が使え、また災害時や過疎地等電力
インフラの維持が難しい地域に我々運送会社がこのバッテリーを届
けることで、社会的課題の解決を目指す。

この取組みは、グリーンイノベーション基金（経産省）を活用し
て2030年まで群馬県で実証実験を行う。バッテリーの規格化・実
用化についてはCommercial Japan Partnership Technologies
の取組みにも参画しており、業界の垣根を越えて世の中に還元して
いきたい。大型トラックについてもいろいろな会社と連携して
FCV化に取り組む。

課題解決策 出典）上野講師講演資料より

■プレゼンテーション⑤
テーマ：	国際航空におけるカーボンニュートラルに向けたSAF導

入による空港会社の役割と関係者の連携について
講師：田代 敏雄　成田国際空港株式会社 営業部門 給油事業部 部長

21年に長期目標「サステナブルNRT2050」を作成、2050年
に NAA グループの CO2ネットゼロを目標とする。空港における
CO2排出量の内訳は、Scope1、２は非常に少なく、航空機の運航
や様々な車両の動き等Scope3の排出が大部分。カーボンニュート
ラル実現には、自社の取組みはもちろんのこと、空港の関連事業者
と共にいかにScope3部分を削減するかが重要で、最終的にSAF
が航空業界にとっては切り札だ。

空港管理者として脱炭素社会を実現し、国際航空ネットワーク維
持・拡大のため、国内でSAFを安価で安定して供給できるよう、
航空会社に向けたSAF導入を進めていく。成田で給油する燃料に
は一定割合のSAFが含まれている状態とする、SAF利用に関する
航空会社との合意形成、航空会社へのインセンティブ支援、国産
SAF導入を最優先としつつ輸入SAFにも対応、などを戦略として
いる。20年よりSAF受入れ実績があるが、パイロット的に生産さ
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れた国産SAFの受入れもできるようにタンクローリーでの搬入施
設も整備した。

SAF による環境価値（SCOPE3）の享受のためのスキームイメージ
出典）田代講師講演資料より

今後、官民協議会を活用したSAF導入促進スキームの構築を進
めるとともに、空港会社によるインセンティブ制度として、航空関
係者がSAFの利用によってScope3の環境価値を享受できるスキー
ム、航空会社がSAFを購入できる環境を下支えする手法の検討に
も取り組んでいく。

空港内で電気・熱エネルギーを供給する株式会社Green Energy 
Frontierを東京ガスとの合弁会社として設立、４月から事業を開始
する。空港の土地を活用して、大規模太陽光発電、水素やカーボン
リサイクルなど次世代脱炭素モデル導入に取り組み、周辺地域と一
体となったクリーンな将来を目指していく。

■プレゼンテーション⑥
テーマ：	国際コンテナ戦略港湾におけるカーボンニュートラルポー

トの実現に向けた取組について
講師：植松 久尚　横浜川崎国際港湾株式会社 取締役副社長

横浜川崎国際港湾株式会社は、国、横浜市、川崎市等からの出資
を受けて、横浜港・川崎港におけるコンテナターミナルを運営・管
理している。東アジア諸国の港湾整備の進展や、コンテナ船の大型
化を背景に我が国への国際基幹航路が減少している実態を受けて、
これを改善すべくハード・ソフトが一体となった施策を集中して実
施する国際コンテナ戦略港湾として京浜港と阪神港が選ばれており、

弊社は京浜港の港湾運営会社として横浜港・川崎港を担当している。 
国際コンテナ戦略港湾の取組みとして、コンテナターミナルの機能
強化等を通じた「競争力強化」、「集貨」、「創貨」の３本柱に加えて、
脱炭素化への取組みを通じて、荷主に選ばれる港湾に繋げていく。

また、港湾・臨海部にはCO2を多く排出する産業が立地してお
り、CO2排出量は、我が国全体の６割に及ぶと言われている。この
ため、2050カーボンニュートラルの実現に向けて、国土交通省で
は、港湾における脱炭素化「カーボンニュートラルポート（CNP）」
の形成を推進している。

弊社はコンテナターミナル管理者として、太陽光発電の導入や照
明のLED化に取り組むとともに、2022年度から本牧ふ頭、大黒
ふ頭において、再生可能エネルギー由来の電力を導入した。また、
今後想定されるLNG燃料船の増加に対応し、炭素とSOxの低減が
可能な LNG 燃料の供給体制構築に向けて、Ship-to-Ship 方式の
LNGバンカリング船の建造を進めている。

今後の展望として、LNGに次ぐアンモニア、メタノールなどの
新船舶燃料への対応や、荷役機械の電動化や水素燃料電池化への対
応、陸電設備の導入に向けた検討等を進めていきたい。

■パネルディスカッション
モデレーター：山内 弘隆　運輸総合研究所 所長
パネリスト：プレゼンター
○テーマ
脱炭素における自社・日本の自モードの立ち位置をどう捉えるか

（世界の動向、他の交通モードの動向を踏まえて）
・今日のシンポジウムは運輸分野における様々な機関・インフラに
ついて横比較をしながら全体の状況をお互いで理解し、次の課題の
克服に繋げていくことが目的である。皆様のプレゼンからも分かる
とおり、交通分野によって置かれた立場が異なる。航空や海運は
ICAOやIMOなどの国際機関が中心となって脱炭素に向けた基準を
作り、他の分野に先んじて動いているところもある。一方で鉄道や
物流分野は自分達が排出しているCO2自体は相対的にはそれほど大
きくないが、サプライチェーンや人流など人々の経済活動に大きな
影響を及ぼす。自分達だけの脱炭素だけではなく、Scope3などと
いった形での脱炭素の重要性がある。他方で空港や港湾は交通を支
えるインフラであるため、交通輸送全体への効果を持つ位置づけに
ある。また竹内講師の講演の中で、電化と電気の脱炭素化によって
経済全体が脱炭素化出来るというお話があった。日本政府を含め世
界中で電化を進めているが、運輸分野の脱炭素は電化だけでは進ま
ないため、燃料の脱炭素化が一つの大きなキーポイントとなる。世
の中全体で脱炭素・電化が進んでいる中で、燃料の新しいフェーズ
に入っていくことは影響が大きい。燃料自体の改革をもたらすこと
が運輸部門の特徴。電動化だけでは完遂できないCO2削減部分につ
いて、運輸部門が中心となって新しい燃料を進めていくことが大き
な力となる。横並びで運輸部門を見た時に、自分たちの脱炭素の立
ち位置についてお話いただきたいと思う。（山内モデレーター）
・航空も海運もかなり進んでいるが、先程SAFの課題をお伝えした
とおり、脱炭素に行く道筋は見えているが、手段とするものがまだ
揃っていないため、今大きく舵を切って手に入れていかないと動かな
い状況。多くの産業が電化ということで脱炭素に進んでいる中、特
殊な状況のセクターについて課題と共に発信していかないと業界自
体が取り残されていく不安があるため、脱炭素に向けた道筋の手段

LNG バンカリング船建造概要及び本船の基本仕様
出典）植松講師講演資料より
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について時間感覚を持って進めていかねばと感じている。（宮田講師）
・電化といっても石炭火力で発電をしていたら本当の意味での脱炭
素にはならない。グリーン電力がどれだけあるか、水素やアンモニ
アもグリーン電力から作られる。まずはそれぞれの国はNDC（国
が決定する貢献）にグリーン電力を使い、それでも余剰分がある場
合、初めてNDCの枠外である外航海運や国際航空に回ってくるこ
とを考えると、日本はどれだけのグリーン電力の発電能力があるの
だろうか。足りないとなれば、製品として我々の業界は持ち込んで
いかなければ商売ができない。根本的には電力問題であると考えて
いる。（髙橋講師）
・鉄道事業は珍しくインフラを自分で持ち、その上でオペレー
ションも行っている。今日の発表内では触れなかったが、鉄道設備
の整備に用いる建設機械なども含め脱炭素を進めなくてはいけな
い。我々は東日本の管内であるが、全国にネットワークがあり、事
業者それぞれがインフラを持ちつつオペレーションも行っている。
かなり経営も厳しいが、公共の足としての自負があるため、世の中
にどのようにコミットしていけるのか、あるいはどのように手助け
をいただけるのか、一緒に伸びていくところの課題をいただけるの
かについて少し考えなければいけないと感じた。（堀込講師）
・我々の業態は、日本国内に運送会社が約63,000社存在し、
99%が中小企業。トラックは約140万台、白ナンバーまで入れる
と700万台を超える車が日本国内にある。これを全て電動化や再エ
ネ化していくのは、６万社を超える業界としての動きに持っていく
には相当大変だ。様々なところとの関係や省庁などの力が必要であ
ると感じている。我々は現在軽油ディーゼルを使って商売をしてい
るが、世界情勢に振り回される。電動化でエネルギーが電気にな
り、自給自足出来るようになると安定化または安価に繋がり、苦し
い業界ではあるが少し光が見えてくるのではないかと感じている。

（上野講師）
・空港として脱炭素化を進めることは、航空会社だけが進めれば良
いということではない。例えば航空貨物を利用している荷主の方、
飛行機を利用している会社の皆様が最終的にScope3の価値が必要
となり、そのような企業が声を大きくしていって、SAFが切り札で
あること、コストが高いことを国民に認知いただき、そういう方向
に舵が切られていくことを期待したい。（田代講師）
・燃料供給ではLNGでスタートしているが、アンモニアやメタノー
ルがどのように船として増えていき、どの時点で対応が必要なの
か、また水素燃料電池について、水素をどのように供給していくの
かが悩ましい。上海などでは既にメタノール供給の話題などが飛び
交っている。荷役機械については水素をどのように供給し充填して
いくのかが今後の課題だと感じている。一方で国土交通省では、こ
ういったカーボンニュートラルの取組みを行っている港の評価をど
のようにランク付けして、対外的に公表していくか模索している。
海外の港を含め港間で連携した取組みも今後推進していく必要性を
感じている。（植松講師）
・先程のプレゼンテーションの中で大幅な脱炭素化の技術的な選択
肢はそれほどなく、需要側の電化と電力供給側の脱炭素化を同時並
行で進めることがセオリーだとお伝えした。このセオリーでどこま
でできるのか、2017年の試算では、需要の徹底的な電化を前提と
すると、2050年の電力需要は2013年比で20％増えるが、その
７割を原子力と再エネという脱炭素電源で賄えば CO2排出量は
72％削減可能との結果。ただ、再生可能エネルギーがこれだけ入

ると蓄電も相当量導入しなくてはいけないため、コストは大きくな
る。この蓄電の機能として、電気自動車を結節点としてモビリティ
とユーティリティを融合させながら社会インフラを変えていくこと
が必要である。2050年カーボンニュートラルとなると、電化が困
難なところを合成燃料などに変えていかなくてはいけないが、ベー
スは結局グリーン電力であり、これを水素等に形を変えるほど効率
は落ちていきコストが上がっていく。エネルギー産業が頑張って安
価な脱炭素電源を確保することが必要となってくるが、日本は再生
可能エネルギーにそれほど適した国土、気候ではない中で、この課
題をどう克服し、いかにコストを下げられるか、これが産業の競争
力にも直結する。（竹内講師）

2050年年のの電電力力需需要要とと電電源源構構成成 （（竹竹内内他他［［2017］］のの試試算算））

 国内電力需要は減少要因（人口減少、経済停滞、省エネの進展等）
に任せると、赤の点線のように減少する見通し。

 一方、増加要因（低炭素化に向けた電化の進展）を加味すると、2050
年には13年比20％増と試算。（2050年CN達成には50％増との試算も［RITE］）

 これを下図右のような電源構成で賄うと、CO2排排出出量量はは72％％削削減減
（2013年比）となる。

1.0
0.8 

0.65

1.2

火力発電

原子力発電
2,000万kW前後

大規模水力（2％）

再エネ電源53%

10%

35%

環境省が公表している
高位ケースを採用

2050年の電源構成

出典︓エネルギー産業の2050年ーUtility3.0へのゲームチェンジ

2013 2020 2030 2050

大規模電源

分散電源
＋蓄電

分散電源

国内電⼒需要

電化

2050 年の電力需要と電源構成 出典）竹内講師講演資料より

・SAFも水素と炭素で作ろうとすると電気が要る。水素を使い炭素
を使ってというものは必ず再エネの電気が必要だ。即ち水素がエネ
ルギーキャリアであって、ある意味蓄電であり、貯めておいていつ
でも使えるという意味では便利なもの。これを液体にすればSAF
にもなるし、いろいろなものができてくるが、その辺のミックスで
やらないととても無理だろう。  
重要なのは、新しい技術革新、参入者がいて、新しい産業が興って
くることを誘導できれば良いと思う。（山内モデレーター）
・日本の限られた国土の中でグリーンエネルギーを十分に確保する
には無理があると感じている。太陽光などに適している国が世界中
には沢山あり、アフリカなどこれまで何もなかった国に新しい産業
の基盤ができるかもしれない。日本はそのような国々と技術連携
し、安定的にグリーン燃料を供給していく国際的な取組みも行って
いかないと無理があるのではないか。（髙橋講師）
・そういう国に新しい産業ができれば、新しい輸送、新しい港湾な
どもできることになるということだろう。（山内モデレーター）
・陸上からの電力供給について、ロサンゼルスなどでは義務化され
ているとのことだが、日本の場合はまだ施設を検討しているレベル
であり、着手していかなくてはならないと感じている。受け止める
側としても新しく費用が加算され、電気代を払ってもらえるかなど
も含めて整理が必要と感じる。（植松講師）
・脱炭素の価値を最終消費者に負担してもらうことの必要性につい
てどう考えるか。航空は割と進んでいるようだが。（山内モデレー
ター）
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・運賃転嫁の話などもあるが、まずは価格を下げることが重要。ア
メリカでは様々な産業支援の中で、今使っているジェット燃料と変
わらない価格でSAFが製造できる。日本ではまだ実現できない中
で、運賃転嫁するとなると国際競争力上かなり劣後する。政府支援
などもお願いしながらSAFの価格を下げていく取組みがまず前提
だと感じている。SAF Flight Initiativeはボランタリーの形で一緒
に取り組んでいく仲間を増やしながら、SAFを普及させていく一つ
の仕組みであり、すぐに消費者負担ということではなく、まずはで
きるところからSAFの価格を下げる取組みを推進していくことが
重要だ。（宮田講師）
・EVの特徴として、内燃車と比較してイニシャルコストは上がる
が、ランニングコストは抑えられるのではないかと考えている。今
日私がお話しした範疇で申し上げると、現行の内燃車と同等のコス
トで運用できる可能性を感じている。（上野講師）
・水素で走らせるとなると値差をどう担保するかが厳しい。競争の
観点では、鉄道だけでなくモビリティ全体の公平性の点で何らかの
支援が必要と感じている。現在オフピーク通勤を宣伝しているが、
ピークをどう下げるかについて自社でやるべきなのか、それとも何
らかの世の中としての内部補助をいただきながら負担していくのか
などについては議論の余地があると感じている。（堀込講師）
・民間企業が自助努力で削減してお客様にも理解していただいて、
という話が多いが、脱炭素に関して日本政府は諸外国と比べて強烈
に推進していくリーダーシップがない。需要が供給を作るということ
もあるので、本当に2050年にゼロを目指すのであれば、痛みは伴
うが、欧州型のようにルールを作り、コストは社会全体で負担をして
いく態度をそろそろ示さないと時間がなくなってくるのではないか。

（髙橋講師）

・これから脱炭素電源が増えていくと短期限界費用は極めて低くな
る可能性が高い。ここに他の燃料なども含めて公平なカーボンプラ
イスが入り、費用対効果が高いCO2削減技術が競争優位となって、
その選択が市場で進むような制度設計の方向にいくべき、というの
が基本的なセオリーと思う。しかしながら、時間軸のところで
2050年、30年後にカーボンニュートラルを目指すわけなので、
補助金や強制力を伴う規制強化なども含めて多様な施策を動員する
必要がある。30年という時間はエネルギーインフラとしてみれば
非連続な将来ではないといった時間軸であることも鑑みながら議論
する必要がある点が、エネルギーというものの難しさと感じてい
る。（竹内講師）
・最終規模の太陽光発電は、成田市全体の世帯に供給できるレベル
の大きさを想定している。実行消費だけでは大きすぎるため、例え
ば空港周辺の自治体を含めどのように供給していくかについて有効
活用を図れればと思う。また2024年からCORSIAの規制が掛か
かる中で、国産のSAFが製造されるまでの間はどうしても政府の
援助が必要になると感じている。（田代講師）

○ディスカッションのまとめ
・今日本の運輸関係の業界が抱える脱炭素に向けてのいろいろな問題
点、課題が開き、浮き彫りになったのではないか。これを参考にして
各分野において自らの会社、あるいはその政策に対する要望等をいろ
いろ考えていただく機会となれば良いと思う。（山内モデレーター）

本開催概要は主催者の責任でまとめています。
 https://www.jttri.or.jp/events/2023/symposium230328.html

パネルディスカッションの様子
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第89回運輸政策セミナー

物流効率化のためのトラック自動運転の普及促進に向けて

▶2023．4．20（木）14：00～16：00
運輸総合研究所２階会議室 （及びオンライン配信（Zoomウェビナー））

４．閉会挨拶

金子　正志
運輸総合研究所 主席研究員

３．パネルディスカッション及び質疑応答

コーディネーター

石田　東生
筑波大学名誉教授

多田　善隆 国土交通省自動車局自動運転戦略室長

佐藤　賢
株式会社三菱総合研究所スマート・リージョン本部
モビリティ戦略グループ 主任研究員

錫村　朋宏
豊田通商株式会社スマートソサエティ事業推進部
モビリティインフラグループ グループリーダー

下村　正樹
株式会社 T2 代表取締役CEO

１．開会挨拶

佐藤　善信
運輸総合研究所 理事長

２．講演

物流の観点から見た自動運転

多田　善隆
国土交通省自動車局自動運転戦略室長

当日の結果

■講演
テーマ：物流の観点から見た自動運転
講師：多田 善隆　国土交通省自動車局自動運転戦略室長

自動運転の意義の一つは、死亡事故の95%を占める、運転者の
違反に起因する交通事故の削減である。また、ドライバー不足への
対応、地域公共交通の再構築といった課題の解決につながることも
期待されている。今、自動車の世界は100年に一度の変革期と言わ
れており、電動化、自動化、コネクティッド等々、様々なテーマが
ある。自動車業界の就業人口は550万人と非常に裾野が大きい産業
であり、ここで日本の技術が国際標準を取ることができれば、日本
の国力の強化に非常に大きくつながると国土交通省は考えている。
自動車の基準づくりと、実証実験による事業者の方々の技術開発の
支援、その２本柱で事業者の方々を支援し、国際競争力の強化につ

開催の趣旨
物流業界においては担い手不足が深刻化しており、特に2024年

度からのトラックドライバーに対する時間外労働規制の適用開始に
より、労働力不足に拍車がかかることも想定されることから、早急
な対応が必要となっている。その対応策の一環として、トラックの
自動運転の実現に向けた検討が進められており、改正道路交通法の
施行により限定された地域における公道でのレベル４による自動運
転が可能となるなど、実用化への取組が進みつつある。

運輸総合研究所ではこれまで、「物流DX」シリーズとして2021
年より２度のセミナーを開催し、それぞれ「クラウド型配車計画支
援と荷主・ドライバーマッチング」、「ドローン物流」をテーマにし
てきた。第３弾となる今回は、上記の状況を踏まえて「自動運転ト
ラック搬送」を取り上げ、高速道路における実証実験の開始など、
最新の取組の進展状況や、今後の物流効率化のためのトラック自動
運転の実用化に向けた課題と対応策について考察を行った。
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なげていきたい。
自動運転技術のレベルには５つのレベルがあり、レベル３からが

システムが周辺監視をする、いわゆる自動運転となる。レベル３は
「特定条件下での自動運転」であり、システムが対応できない場合
には運転者に引継ぎをするので、ドライバーフリーにはならない。
レベル４になると条件から外れた場合にもシステムが運転者に引き
継ぐことなく最後まで対応するため、無人運転・ドライバーフリー
が実現する。今実現している高速道路のレベル３の自動運転の特定
条件は、あくまで渋滞時の同一車線走行という条件で、自動車メー
カーがユーザーのニーズやコスト、経営の観点などを総合的に工夫
して設定したものだ。この走行環境条件を広くしていくため、課題
解決のために事業者の方々が一生懸命、日々技術開発を進めている
のが今の状況である。

物流は社会インフラであり、従業員数は226万人で全就業者数
の３％を占める。国内貨物のモード別輸送量においても、自動車は
トンベースで９割、トンキロベースでも５割を受け持っている重要
な交通モードだ。一方でこれを支えるトラックドライバーの現状
は、年間労働時間は全産業と比較して２割長く、所得額も１割低
い。そして有効求人倍率は２と、ドライバー不足が深刻化してい
る。働き方改革の動きもあり、いわゆる2024年問題であるが、「働
き方改革関連法」に基づく時間外労働規制に対して何も対応を行わ
ない場合は、現状よりも2024年度には輸送能力が14％減少、
2030年度には34％減るという深刻な状況である。

本年３月に開催された閣僚会議では総理から、荷主・物流事業者
間の商慣行の見直し、DX・GXによる生産性の向上、荷主企業や消
費者の行動変容を促す、という３つの大きな方針と、政策パッケー
ジ取りまとめの指示があった。この物流危機を改善する一つのパー
ツとして自動運転トラックがある。

経済産業省と国土交通省が連携して行っている「自動運転レベル
４等先進モビリティサービス研究開発・社会実装プロジェクト

（RoAD to the L4）」という事業を2021年度から2025年度まで
行っており、大きな４つのプロジェクトのうちの１つに、高速道路
におけるトラックの自動運転が位置づけられている。先行事例をつ
くり、出てきた課題を解決して、民間の方々が入りやすい環境を整
えていくというのが事業の趣旨で、政府として、高速道路でのレベ
ル４自動運転トラックを2025年度に実現し、2026年度以降社会
実装するという目標を掲げている。

トラックの自動運転開発が始まったのは2016年で、2021年２

月にトラックの隊列走行の技術は実現したが、隊列への割り込み等
の課題が顕在化したため、現在はその課題を解決するために単独走
行でのレベル４実現に向けた研究開発に注力している。海外も同様
の流れであり、現時点では単独でのレベル４自動運転の開発に注力
しているという状況だ。

日本では2023年度以降、公道に出て実証実験を実施していくと
いう予定になっており、トラックの技術開発をしつつ、その自動運
転の運行を支援するインフラ側の支援についても検討を行ってい
る。さらに、自動運転車が走る環境ができるだけ簡素になると非常
に走りやすくなるということから、2023年中にデジタルライフラ
イン全国総合整備計画を策定し、2024年にドローン航路や自動運
転支援道の設定を開始することも総理から指示されている。具体的
には、新東名高速の駿河湾沼津SAから浜松SAまで自動運転用の
レーンを作り、自動運転トラックが走りやすい環境を目に見える形
でどんどん発展させていこうとしており、2025年度は神奈川-愛
知間で、さらに発展して2026年度以降は自動運転トラックの社会
実装を実現しようと、そういう動きがある状況である。

■パネルディスカッション
○プレゼンテーション
①	自動運転がもたらす今後の展望に関する考察 “海外事例などをふまえて”
佐藤 賢　 株式会社三菱総合研究所  

スマート・リージョン本部モビリティ戦略グループ 主任研究員
物流業界が抱える主な課題として、ドライバー不足、高齢化、

2024年問題につながる労働時間問題等の様々な問題がある。これ
らが解決されないと、例えば長距離輸送に必要なドライバーの確保
ができなくなり、それに応じてコスト上昇やサービス低下といった
事態に直面してしまうが、物流サービスの供給側の人手不足等の課
題と、需要側からの要求の高まりの双方から、課題は深刻化してお
り、自助努力では2024年問題への対応は困難といえる。

これらの課題に対応するため、これまでも官民で法改正や研究開
発など様々な取り組みが進められてきた。車両だけではなく荷主や
倉庫業、輸送業の方々を含め様々なステークホルダーが関わり、共
同輸送や共同集約・配送、運行管理や倉庫管理・配送管理等の物流
DXといった各種取り組みが進む中、自動運転トラックの実現も視
野に入ってきたという状況である。しかし、車両のメンテナンス体
制、道路インフラや物流拠点の整備、運行管理・調整、ODD（運
行設計領域）設定など、課題解決が必要な範囲は依然として多岐に

自動走行ビジネス検討会 RoAD to the L4 （2021～2025年度）

レベル４移動サービスの実現@限定空間

混在空間でのサービス確⽴⾼度物流システムの実⽤化@⾼速道路

エリア・⾞両の拡⼤への対応
遠隔監視のみで自動運転サービス(レベル4)の実現
に向けた実証事業の推進

さらに、対象エリア、⾞両を拡⼤するとともに、事業性を向上
するための取組

⾼速道路における隊列⾛⾏を含む⾼性能トラックの
実⽤化に向けた取組

混在空間でレベル４を展開するための
インフラ協調や⾞⾞間・歩⾞間の連携などの取組

・2022年度目途に限定エリア・
⾞両での、遠隔監視のみでの自
動運転サービス(レベル4)の実
現を目指す。
・ さらに、事業性向上に向けて、４
台の⾞両を１⼈が同時監視する
システムの確⽴等を図る。

（イメージ）インフラ
からの⾛⾏⽀援

（イメージ）⾼速道路
での自動運転

（イメージ）永平寺町︓
遠隔自動運転システム

・2025年度頃までに無⼈自動運転
サービスを40ヵ所以上実現するため、
⾛⾏環境拡⼤や事業性向上に向け
た検討を実施。
・ 具体的には、中型バス等に自動運
⾏装置を搭載するための実証や、
ユースケースの類型化等を⾏う。

（イメージ）
自動運転バス

・2025年度頃に⾼速道路でのレベ
ル４自動運転トラックやそれらを活
⽤した隊列⾛⾏の実現を目指す。
・ 足元では、ユースケースや優先的に
確⽴すべきエリアを特定し、それらに
基づき⾞両を含む新たな幹線物流
システムの在り方を検討中。

・2025年以降に、より複雑な⾛⾏環境（混在
空間）でのレベル４自動運転サービスを展開
すべく、⾞両がインフラや他の⾞両等と協調する
システムの確⽴を目指す。
・ まずは、インフラ等との連携を必要とするユースケースの整理、
⾞両・インフラが保有するデータ（ダイナミックな周辺状況）の
連携スキームを検討等を⾏い、実証へとつなげる。

RoAD to the L4 におけるプロジェクト（多田様講演資料より）

Copyright © Mitsubishi Research Institute

３．物流の高度化・自動化に向けたさらなる課題

①車両： 自動運転トラックの開発・製造・販売、メンテナンス

②道路インフラ： 合流部支援、走行レーン、先読み情報提供、物流拠点と高速道路との接続、等

③物流拠点： 中継物流拠点整備、施設での自動運転車両への対応

④運行管理： 自動運転トラックの運行状況把握・運行調整・緊急時対応

⑤その他： 自動運転トラックのODD設定、関連法制度の改正、

自動運転トラック等を活用可能な物流システムの再構築（サプライチェーン、幹線輸送
と配送、等）

 物流の高度化・効率化に向けては、従来の取り組みに加え、さらなる対応が必要

 自動運転トラックの実現だけでなく、物流システム全体を含めた高度化・効率化も必要

物流の高度化・自動化に向けたさらなる課題（佐藤様講演資料より）
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わたっており、物流システム全体を含めた高度化・効率化が必要だ。
一方で海外では、主に欧米中韓において、大型車OEMや自動運

転スタートアップ、物流企業など多様なプレーヤーが、自動運転ト
ラックの開発や、幹線輸送・配送輸送の実ビジネス化に取り組んで
いる。既に自動運転をしやすい環境がある場合もあり、サービスの
実装に向けた取り組みが非常に加速しつつある。

自動運転トラックの実現には、車両だけでなく数多くのパズル
ピースが必要であり、関係者が集まって、物流の高度化・自動化に
向けて物流システム全体を変えていかなければならない。

②自動運転トラックの社会実装に向けた現状と課題
錫村 朋宏　 豊田通商株式会社 スマートソサエティ事業推進部  

モビリティインフラグループ グループリーダー
RoAD to the L4の中の「高速道路における隊列走行を含む高性

能トラックの実用化に向けた取組」は、物流の担い手（ドライバー）
不足の解消や物流効率化に向け、大型車メーカー各社および物流事
業者等の関係者と連携し、自動走行技術を用いた幹線輸送の実用化
により2026年度以降の社会実装を目指すものである。

自動運転トラックの事業成立のためには、①安全性が確保された
車両技術、②自動運転車への理解促進（社会受容性）、③自動運転
車と事業に対応した外部支援と制度の整備、④持続可能な事業モデ
ルであること、以上４つの要素が必要だ。2021年度から５年間の
推進計画においては、車両技術のみを実現するだけでなく必要な事
業環境の整備も併せて取り組まれており、物流事業者が、無人・単
車で走れる自動運転トラックを実際にどのように事業で活用される
ことを希望するのかをふまえたトラックづくりが推進されている。

事業成⽴に必要な４つの要素

連携

⾞両技術

社会受容性

外部支援

制度整備

事業性

安全性が確保できるトラックづくり

⾃動運転⾞への理解促進

持続可能な事業モデル

⾃動運転⾞＋事業に対応した
外部⽀援と制度

自動運転トラックの事業成立に必要な４つの要素（錫村様講演資料より）

具体的には、実際にトラックを使う事業者自身が事業モデルを検
討し、そのニーズに合った車両を製作していくトラックOEMが走
行環境運行条件のリスクやその対策を検討するのに加え、制度整備
並びに車両技術のみでは対応が困難であると考えられる事例に関し
ては、関係省庁や道路管理会社等と連携して研究している。また、
プロジェクトに参加していない中小・中堅の事業者のニーズについ
ても広くヒアリングを行っている。

それらを通じて、期待される自動運転トラックの走行モデルの類
型化、車両技術単独では対応が難しい走行環境リスクの集約、社会
実装に向けた具体的な導入STEPの策定などの成果を上げた。早期
実現が求められるSTEP1の黎明期では、発着場所となる中継エリ

アを必要としない車内有人での自動運転の運用や、実際に事業者自
身に自動運転トラックが安全かつ事業に活用できるかの確認を行
い、STEP2の普及期以降では無人自動運転トラックを使った幹線
輸送について、区間の拡大と発着方法の多様化を行っていく。

それらの実現に向けては、道路関係者のみならず更なるステーク
ホルダーとの連携が必要であり、実際にそうしたトラックがどのよ
うに振舞っていくのかを、高速道路を利用されている多くの方々に
理解していただく活動も並行して進めていくことも重要である。

③	レベル４自動運転技術を活用した幹線輸送サービス
下村 正樹　株式会社T2 代表取締役CEO

株式会社T2は、労働者不足により日本の物流が成り立たなくな
るという現状の課題に対するソリューションを提供するため、限定
領域におけるレベル４の自動運転を利用した物流インフラの構築に
取り組んでおり、４月14日には初めて公道で実証実験を行うこと
ができた。

対象市場は国内市場の約２割を占める東京・大阪間の幹線に集中
し、既存の車両にセンサー類を載せて、開発している自動運転シス
テムにより通信セキュリティを確保して自動運転車の運用・監視を
行うことで、運送会社や荷主様にサービスを提供していく形を考え
ている。レベル４自動運転による輸送サービスを通じて顧客に対し
て、①安定：逼迫する運転手不足に影響されない輸送能力を提供
し、②生産性向上：輸送機材の高頻度・高回転で使うことで生産性
を高める、③安全：人為的要因による事故を排除し人間の運転手以
上の安全性を実現、④環境：安定走行により燃費改善効果が期待で
きるという４つの価値を提供できると考えている。一般道を走行す
る自動運転開発には組み込むと膨大なシミュレーションが必要とな
り、開発コストが増大する。高速道路に直結した切替拠点が自動運
転の起点・終点となることが理想である。

2020年から正式にPOC（概念実証）をスタートし、時間をか
けて研究して事業化検証の準備が整ったことから2022年に会社を
設立した。会社を設立して７か月で既に高速道路で実証ができるよ
うになり、３年後の2025年度末に高速道路でのトラック自動運転
を実現するため事業開発を進めている。開発している自動運転シス
テムは、システムとしては一般的なシステムだが、外部から得た画
像情報を認識・解析し自己位置を推定するアルゴリズムを使い、正
確な判断により車両の制御を行うことに強みを持っている。しかし

株式会社 T2 が開発中の自動運転トラック（下村様講演資料より）
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ながら一社単独で事業ができるとは考えておらず、運送会社や官庁
等関係者の皆様と、どういった条件が整えば自動運転サービスが現
実のソリューションとなるかを議論している。

自動運転サービスが物流インフラとして世の中に認知されるため
には、社会の受容性が必要であることから、どんな課題があるかも
正確に発信していく。実証実験を通じて課題を克服し、自動運転
サービスが現実の解として提供されることが重要である。

○ディスカッション
コーディネーター：石田 東生　筑波大学名誉教授
パネリスト：プレゼンター
（石田）自動運転技術をどのような考え方でどのように連携すれ
ば、世界との競争、協調において有効であるか。
（佐藤）これまで物流業界はコストを下げる事に努力してきた。し
かしコスト削減には限界があり、需要側のニーズに応えることも難
しくなってきている。その中で例えば自動運転技術によるサービス
が「すぐ欲しい」というニーズに応えることを可能とし、これを付
加価値として提供することも考えられる。一方で、需要側の許容、
すなわち物流にコストがかかっていることや、自動運転によるサー
ビスの制約を社会全体で受け入れることも重要である。
（錫村）車両技術に関するコストと、社会受容性は密接に関わって
いる。安全や機能を追求した車両を作っていくと非常にコストが高
くなり、物流事業者自身にコストがかかっていく。一方で多くのス
テークホルダーの理解により、多少機能は劣るが価格を抑えた車両
を作ることによって普及が進むという考え方もあり、バランスが重
要である。まずは安全な車両作りを最優先し、トラックOEM4社
の中で、どこが協調すべき技術なのか、その協調できる技術をいか
に低コストで開発していくかを中心に検討が進められている。
（下村）「自動運転ができると物流コストが下がるのか」という質
問をよく受けるが、「それは現時点ではお約束できない」と答えて
いる。皆さんが自動運転技術をどれだけ必要とし、社会全体が自動
運転技術を活用した輸送サービスを現実的なソリューションだと認
識が変わっていくことが重要な要素となる。トラック自動運転は、
物流の壮大なリデザインであり、実現することはソーシャルリエン
ジニアリングだと考えている。一緒に賛同いただける仲間の方に集
まっていただきたい。
（多田）海外においては、民間企業等が多くのITマネーを投入して
技術開発を行っているが、自動運転のトラックが社会に根付くため
には必ずしも技術だけではない。日本の物流をどうするかをパッ
ケージで考えていく必要がある。協調しオールジャパンでこの物流
サービスをどうしていくか、その中で自動運転をどう位置づけてい
くかを皆で考えていくことが必要である。
（石田）まさに、自動運転だけにとどまるのではなく、物流システ
ムをどう事業化し生活を変えていくか、いかに色々なプレーヤーに
その輪を広げコミュニティを形成していくかということが極めて大
事な問題と思う。
（下村）技術的には高速道路の自動運転はお金をかければ達成でき
ると思っているが、達成できたとしても、それを活用できる荷物や
施設がなければ生産性も上がらない。そこまで考えて一緒に歩んで
くれる、荷主や運送会社、倉庫会社などのパートナーとの協力が必
要だ。色々なことを想定しながら仲間を広げていくことが、このシ
ステムを物流インフラとして実現するために必要なことである。

（石田）自動運転を進めるにあたり、例えば運用上の工夫におい
て、高速道路に直結するハブとしてSA・PAを活用することも考
えられるが、アクセス道路を含めた整備費用の問題や、SA・PA自
身が抱える設備更新に対する問題意識もある。そういったものを、
我々の生活に密接することとして分り易く整理し、一緒に取り組ん
でいくことも重要ではないか。
（下村）今、日本でオープンになっている高速道路直結型の物流施
設は一ヵ所しかなく、今後SA・PAの活用は答えの一つだ。公的
な施設を民間がどのように活用できるかといった議論も必要である。
（錫村）SA・PA にどこまでの機能を持たせるか、グランドデザ
インを描き、ゴールのイメージを持っておくことが必要。一方で、
全てのトラックの自動化や、全てのトラックが連携されれば達成で
きるといった究極のイメージだけではなく、足元からステップを
踏んで進めていくことが非常に重要となる。また、自動運転を認知
してもらうためには、最初に輸送の安全性を確保し、安全であるこ
とを如何に伝えて行くことがポイントとなる。
（佐藤）米国では民間のIT企業が大規模に投資できる資金力があ
り、例えばカリフォルニアでの自動運転研究は、数百台の車両を投
入して何万キロもの走行試験を行っているなど、日本の投資と桁が
違うのが現状。日本では企業単体での努力では難しく、官民連携が
必要である。また、自動運転を使ってマネタイズしていく仕組みを
考え、投資を呼び込む仕組みを考えていくことも今以上に必要だ。

■質疑応答
Ｑ：高速道路でレベル４自動運転を実現するとき、レベル３に比べ
て遠隔監視者のカバー範囲は広がるのか。また、運行管理について
はどのような変化・課題が生じるのか。
Ａ：（多田）レベル４における遠隔監視者の役割は、事故があった
場合に然るべき者を駆け付けさせる等の対応であり、運転操作はし
ない。道路交通法が改正され無人運転が可能になったが、高速道路
をその制度に当てはめた場合にどのような対応が必要かは、警察庁
が検討しているところである。
（錫村）自動運転を行う車両のオペレーションを管理する新たなシ
ステムの開発にあたっては、車両が自動化することで新たな管理が
必要となりオペレーション側に負担をかけてはいけないので、その
バランスを含めて検討している。
Ｑ：日本、海外それぞれにおいて、トラックの自動運転開発は各
メーカーが別々に実施されているのか。あるいは共同開発や、シス
テム会社が開発し各社のトラックに設置するような形や動きもある
のか。
Ａ：（佐藤）一社だけで行っている場合もあれば、車両自体の安全
運転システムの開発と連携し、中身のソフトウェアは開発者から各
社に供給されている事例もある。ビジネスのエコシステムは発達し
ている。
（錫村）自動運転システムをメーカー自身ではなく、共同で開発し
ていくことは既に行われている。重要なのは、車両を提供するプ
レーヤーと、システムを提供するプレーヤーが、別々の主体であっ
ても連携して、一つの製品として提供される状態でなければならな
いと考える。

本開催概要は主催者の責任でまとめています。
 https://www.jttri.or.jp/events/2023/semi230420.html
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ゆっくりを軸とした地区づくりのための交通・道路・都市のあり方を考える
「人と多様なモビリティが共生する安全で心ときめくまちづくり調査」
～フランス調査結果報告を通じて～

▶2023．5．12（金）15：00～18：00
ベルサール御成門タワー （及びオンライン配信（Zoomウェビナー））

１．開会挨拶

宿利　正史
運輸総合研究所 会長

２．調査報告

矢内　直子
運輸総合研究所 研究員

三重野真代
運輸総合研究所 客員研究員
東京大学公共政策大学院 特任准教授

4．パネルディスカッション及び質疑応答

コーディネーター

石田　東生
筑波大学 名誉教授
SIP「スマートモビリティプラットフォームの構築」PD
一般財団法人日本みち研究所 特別顧問

ヴァンソン藤井由実
FUJII Intercultural S.a.r.l 代表

古倉　宗治
公益財団法人自転車駐車場整備センター
自転車総合研究所 所長

牧村　和彦
一般財団法人計量計画研究所 
業務執行理事 兼 研究本部企画戦略部長

谷口　守 筑波大学システム情報系社会工学域 教授
三重野　真代  運輸総合研究所 客員研究員  

東京大学公共政策大学院　特任准教授

5．閉会挨拶

森山　誠二
一般財団法人日本みち研究所 専務理事

３．基調講演

谷口　守
筑波大学システム情報系社会工学域 教授

主催：  一般財団法人運輸総合研究所

共催：  一般財団法人日本みち研究所、  公益社団法人日本交通計画協会
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開催の趣旨
本調査研究は、海外の先行事例調査等を通じて、国内展開するに

あたっての実現化方策や課題等を検討し、人と多様なモビリティが
共生する安全で心ときめくまちづくりの姿を整理することを目的と
しており、2022年９月には、都市部におけるゆっくりを軸とした
まちづくりの概念、手法、実態の把握を目的に、パリ、アンジェ、
ナント、ラ・ロシェルのフランス４都市でヒアリング調査および現
地視察を実施した。

欧州の都市には、それぞれの都市に固有の歴史や特色を生かしつ
つ、そこに住み、あるいはそこを訪れる人々のQuality of Lifeを
高めるためのまちづくり、公共交通、モビリティの実現を目指す明
確な意識と政策の実行があり、宿利会長が開会挨拶で述べたよう
に、我が国でも、今こそ意識の転換と新たな実践が必要である。

本セミナーでは、フランスでの現地調査から、低速交通まちづく
りの取組みを紹介するとともに、我が国におけるゆっくりを軸とし
た地区づくりのための交通・道路・都市のあり方について、その課
題と可能性を多面的に考察した。

当日の結果

■フランス調査結果報告
矢内 直子　運輸総合研究所 研究員
三重野 真代　 運輸総合研究所 客員研究員  

東京大学公共政策大学院 特任准教授
2022年９月17日（土）～28日（水）にフランスにおいて、都

市部における “ゆっくりを軸としたまちづくり” の概念、手法、実
態の把握を目的に、パリ、アンジェ、ナント、ラ・ロシェルの４都
市で、行政へのヒアリング調査および現地視察を実施した。

フランスのまちは大きな変貌を遂げていたが、その背景にある考
え方としては、この30年で「環境意識」「交通権」「交通安全」「静
謐化」における意識変化があったと分析している。これらの意識変
化に共通する哲学は、車の負の側面を適切に認識し、都市空間を自
動車から人に取り戻すというものである。

フランスの新しいまちづくりの概念として「ビルアぺゼ」を学ん
できた。直訳すると「穏やかになったまち」、現在フランスで主流
となるまちづくりの考え方で、道路の速度調整によって、まちを車
から開放して人に取り戻すというものだ。エリアの土地利用特性に

応じて、公共交通・モビリティと自動車の分担率を設定し、公共交
通を優先するエリアでは、道路速度を低速に設計し車を抑制する。

都市の低速化には２つのフェーズがある。１つ目は都市部、まち
全体を時速30kmにすること、２つ目は、特に人の集まる中心部を
時速20kmや歩行者専用空間にすることだ。時速20km以下にな
ると速度差が少なくなるほど多様なモードと人は共生しやすくなる。

ビルアぺゼの効果には、あらゆる人やモビリティが尊重されるま
ちになり、騒音の改善、自動車以外のモビリティの移動が容易にな
ることでの生活の質向上、商業活性化、等が挙げられる。

①自動車、②人中心、③道路速度、④低速モビリティ、⑤道路・
歩道での共生、⑥一体的な取組み、⑦まち、の７点から日本とフ
ランスの取組みの違いを比較、分析した。

目指すべきまちの姿の提案として、今後、日本でも自動車から人
へ心がときめくまちに転換する「スローカブル」でゆっくりを軸と
したまちづくりを始めていきたい。この取組みは、あらゆる人を対
象とし、移動環境、にぎわい、ウェルビーイングなど、多様な目的
を包摂した「まちづくり」の手段として道路の低速化を活用するも
のである。住宅地のみならず、中心市街地などにぎわい地区の活性
化手法としても活用できると考える。

今の自動車ファーストのまちづくりを続けても、免許返納、中心
市街地の衰退、新技術の活用、脱炭素社会の実現など、私たちが直
面している問題を解決できない。ウェルビーイングや包摂性を求め
るようになった今だからこそ、日本でも新しい時代の価値観に沿っ
たまちづくりへのパラダイムシフトが求められるはずだ。

人と多様なモビリティの共生
出典）矢内研究員・三重野客員研究員　報告資料より

■基調講演
谷口 守　筑波大学システム情報系社会工学域 教授

日本における近年のまちづくりの動向やまちの様子について、具
体的な数値データを用いて紹介する。2022年３月には、国土交通
省道路局が「多様なニーズに応える道路　ガイドライン」を作成
し、各自治体でパークレット、ほこみち（歩行者利便増進道路）、
芝生の広場などの取組みが行われている。ゾーン30についても早
い段階から議論が進められてきた。しかし、導入したほうが良いと
思われる道路に導入されていない。徐行すべきエリアに導入された
ため、地域の人は速度を上げると認識し、結果廃止となった例もあ
る。スイスのベルンではゾーン20とゾーン30の境目を明確にし、
周辺と一体で考えて導入されている。また、全国都市交通特性調査
を見ると、コロナ前後で全体のトリップ原単位は減少しているが、
自動車分担率は増加している。外出率が若い世代で大きく落ちてい出典）矢内研究員・三重野客員研究員　報告資料より

Ville apaisée（ビルアペゼ）
【直訳】穏やかになったまち

30km/h 50km/h

20km/h

ナントメトロポールの発行するビルアペゼガイドブック
※出典:Nantes Metropole

セ
ミ
ナ
ー
・
コ
ロ
キ
ウ
ム

� Vol.7 │ 2023�夏号 43



ることも、今の日本にとって大きな問題である。
欧州と日本の都市の違いから、まちづくりにおける「ときめき」

と「がっかり」を隔てるものについて考察する。京都や大阪の景観
を見るとタワーマンションが点在しているのに対し、ロンドンでは
建物の高さを制限し、昔の景観を残すルールを守っている。ドイツ
のカールスルーエはいわゆるトランジットモールであるため自動車
のためのスペースはなく、子どもがスクーター（電動キックボード）
に乗り、高齢者が路面電車を横切っている様子が見られる。日本で
実現できないと言われるが、歩道を作れば安全との理解のもとに整
備された道路は、果たして安全と言えるであろうか。どちらが安全
か、どちらの景観が良いか、という議論になる。

日本のまちづくりが「官」対「民」の二極対立構造で進められて
いる点も懸念するところである。「パブリック（＝公共）」の概念が
ない。また公共交通の撤退が止まらず、赤字路線は切るという考え
方も問題である。カールスルーエは、多様なモビリティと拠点計画
をセットでまちづくりを考えている。公共交通はまちを黒字にする
ためのものであり、公共交通単体の収支に拘わらない。多様なモビ
リティを入れていくことでまちの活力、「ときめき」が上がってく
ることが重要ではないか。

コロナ禍の世界の動向としては、居住圏近くで一通りの生活がで
きるようにする「15分都市」の取組みが各地で進められた。日本
の場合、各移動目的で15分以内の移動割合はどの程度かを眺める
と、勤務はほぼ成立しないが自動車まで含めると地方部では成立、
買い物は都心部のみ成立し、自動車まで含めると地方部でも成立し
ている状況がわかる。

日本のまちの可能性を示す例として、岡山県倉敷市を挙げる。人
口40万人以上の市だが、駅前の中心市街地に人が出てこない状況
があった。そこで道路で朝市を実施すると、３時間で１万人の人出
となった。その際の交通手段に関するアンケートでは、自家用車で
来た人が38.8％、自家用車を持つが他の交通手段で来た人が
35.8％、自家用車を持たない人は25.4％であった。自家用車を持
たない人の中では、まちなかに住む高齢者など、徒歩も多い。これ
は自転車等を含む多様なモビリティの潜在的な可能性、それを活用
したまち全体の再生の可能性を示すデータである。自動車の利用を
控え、まちなかに集まる居住者の「シードバンク層」が日本にはま
だ多くいる。シードバンク層は、茨城県霞ケ浦の「土壌シードバン
ク」という植物再生の話から着想を得ているが、多様なモビリティ
の環境を整え、いかに居住者シードバンクを目覚めさせるかが、今
後のまちづくりのポイントとなるのではないだろうか。

25.4
38.8

35.8

:
No.34

2006.

■パネルディスカッション
モデレーター：
石田 東生　 筑波大学名誉教授  

SIP「スマートモビリティプラットフォームの構築」PD 
一般財団法人日本みち研究所 特別顧問

パネリスト：
ヴァンソン藤井由実　FUJII Intercultural S.a.r.l 代表
古倉 宗治　 公益財団法人自転車駐車場整備センター 自転車総合研究所 所長
谷口 守　筑波大学システム情報系社会工学域 教授
牧村 和彦　 一般財団法人計量計画研究所 業務執行理事 兼 研究本部企画戦略部長
三重野 真代　運輸総合研究所 客員研究員

○プレゼンテーション①
ヴァンソン藤井由実「フランス都市政策の背景」

フランスの都市空間整備はモビリティ再編成を伴って行われてき
た。1990年代から人口50万人前後の都市圏共同体でLRT整備、
車との共存施策の試みが始まり、1990年の道路交通法改正では
ゾーン30整備等の各種規定が策定された。2000年代から2010
年代には、人口30万人前後の都市圏共同体もLRTを導入、2008
年の道路交通法改正ではゾーン20の整備等の各種規定が策定され
た。2000年代から2020年代までには人口10万人以下の都市で
もBRT（高機能連節バス）が整備された。

出典）ヴァンソン藤井講師　プレゼンテーション資料より

フランスの都市政策の策定、実行においては、組織と制度、国の
方向性、合意形成に特徴がある。

組織と制度について、国政・地方行政における女性比率の高さ
や、専任で行う議員の割合の低さなどから見て取れるように、議会
と行政の人材は多様である。議会と行政の協働体制も特徴で、市長
が議会の中から任命した副市長が、細かく区切られた専門分野に携
わり、行政の部長と連携して政策を進める。ビジョンとなる都市計
画マスタープランは、日本の地区計画に相当する詳細まで策定され
たもので、前面道路からのセットバック、建物の高さ制限の設定の
２つの事項を守れば、それ以外は自治体の議会と行政が決定するこ
とができ、自治体ごとに個性がありながら整合性を保った街並みが
できる。政策主体は議会と行政府、事業主体は行政および土地整備
開発機構、そこにマスターアーバニストと呼ばれる都市プランナー
が介在するが、政策主体の仕様書の哲学ビジョンに沿ってまちづく
りが最後まで行われているか確認する仕組みが整っている。

国の方向性としては、2019年にモビリティ基本法でアクティブ
モード（徒歩・自転車）移動の推進を明記したことが画期的で、モ
ビリティに関する問題点を整理しその方向性を提示して、補助金を
用意した。

合意形成の観点では、市民が都市計画策定のほぼすべての段階で出典）谷口講師　講演資料より
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積極的に介入できるプロセスが策定されている。また、議会や行政
に若い世代やジェンダーバランスの取れた人材が揃っていること、
都市政策に税金を投与することへの合意を得てきたことなどが、フ
ランス人が住みやすい地方都市を作り上げてきた背景にある。

○プレゼンテーション②
牧村 和彦 「米国における生活の質を重視した人と多様なモビリティ

優先のまちづくり」
アメリカでは、バイデン政権になってから交通政策のパラダイム

シフトが起きており、そのキーワードは「公正性」である。例え
ば、公共交通と自動車の所要時間の格差や、ロサンゼルスの通学手
当の無料化などのように、所得格差を是正していくことが言及され
ている。2022年３月、連邦道路庁はワールドクラスの新しいモビ
リティサービスをすべての人に提供していくとしている。

2000年頃から、道路を利用するすべての人が安全にアクセスで
きるようにする道路を計画、設計、建設、運営、維持するためのア
プローチとする「コンプリート・ストリート（みんなのストリー
ト）」の概念が広く普及してきており、2005年に設立された

「National Complete Streets Coalition」では、交通事故数、歩
行者・自動車の量の増減などを見ながら課題や対策について議論し
ている。また、NACTO（全米都市交通担当官協議会）は、よりマ
ルチモーダルな視点で「デザインガイドライン」を発表し、世界中
に展開している。公共空間、自転車、バスレーンの整備の支援や、
子どもたちも一緒に道路をペインティングすることで道路の価値を
皆で考えていこうという活動等も行っている。モビリティとまちと
道路を一体で考えていくガイドラインは、まさにモビリティのリ・
デザインの道しるべとなるものである。例えば、公共交通ファース
トのボストンでは中央走行方式のバス専用レーン、モビまちの最先
端都市のサンフランシスコでは自転車・歩行者空間への再編、ピー
チツリーシティではゴルフカートの普及など、このデザインガイド
の要素が随所に見られる。

デザインガイドツール、対策の成果測定、協力者を増やしていく
ことが多様なモビリティ優先のまちづくりのポイントであり、市民
の力だけでなく、支援する組織が大きな流れをつくることが重要で
ある。日本でもスモールスタートから、スローなまちづくりを始め
てはどうか。

NACTO 1996 2013 Urban Street Design Guide

2015 USDOT

NACTO

NACTO:National Association of City Transportation Officials

出典）牧村講師　プレゼンテーション資料より

○プレゼンテーション③
古倉 宗治 「自転車の観点から見たスローカブルなまちづくり 

～役割と可能性～」
本日提案されたスローカブルなまちづくりを踏まえ、日本でどの

ようにしていくか、外国との比較を含め紹介する。キーワードとし
て挙がったマイクロモビリティ、スローモビリティ、アクティブモ
ビリティのような性格を自転車は備えている。

まず、日本における「移動」の基本的な考え方は、スローカブル
な移動とは全く逆である。スローカブルな移動は、利便な移動より
快適な移動、安全な移動より楽しむ移動、経済的な移動より環境的
な移動、安易な移動より健康・長寿の移動、迅速な移動よりスロー
な移動と、移動目的よりも移動過程を重視するもので、自転車はこ
の移動過程を重視するスローカブルな移動に適し、そして寄与でき
るのではないかと考える。

また、1920年頃のロンドン、パリ、ニューヨークのまちの風景
はほぼ自動車で埋め尽くされ、自転車は見かけないのに対し、同時
期の日本は自転車のほうが多く見られ、この傾向が現在も続き、先
進国第３位の自転車利用国である。日本特有の倹約精神・もったい
ない精神が、価格が高く、燃料代がかかるクルマよりも、安上がり
の自転車を選択してきた文化が形成されている。欧州で最も自転車
が進んでいるオランダのフロー二ンゲンでは、20世紀初頭から
1960・70年代まで、自動車中心のまちであった反省を踏まえ、
中心市街地に車を入れないようにし、市街地周辺部にフリンジパー
キングや中心市街地周辺に駐輪場を設置し、自転車でまちに容易に
アクセスできる自転車活用のまちづくりを進めた。

1960-70代と現在のフローニンゲン

出典 フローニンゲン市役所作成資料 まちの中心部への自動車の群れ 出典 古倉写す 郊外部3km程度のフリンジパーキング場

出典 フローニンゲン市役所作成資料 現在のまちの中心部のにぎわい

出典）古倉講師　プレゼンテーション資料より

自転車が果たせる役割には、まちの中のスローな移動やまちの中
域の回遊、まちの魅力を五感で体感できる移動が挙げられる。自転
車の危険性の指摘もあるが、自動車よりも低い事故率、高い脱炭素
率、多く発生している働く世代の生活習慣病死を回避するという観
点からも、高齢者の足、健康増進につながる点で非常に良い移動手
段である。スローカブルなまちづくりに向け、自転車を含めたマイ
クロモビリティをもっと活用すべきではないかと考える。

○ディスカッション
《まちづくりにおける欧米と日本の差》
・フランスも30年前は中心市街地も車に占用されていたが、大気

汚染や歩行者の安全性を含む都市環境に対する弊害を鑑みて、
1980年代から解決に向けた試みが行われてきた。1990年から
公共交通の導入が進み、都市を巻き込む大きな試みだったが、首
長の任期６年の間にやり遂げる必要もあり、広報の努力や市民を
巻き込んでの都市計画を行ってきた。日本と比べ、自分のまちが
将来どのようになるかということに一般市民も大きな関心を抱い
ており、地方統一選投票率も高い。（ヴァンソン藤井講師）

・チャレンジする人を認めるかどうかも関係するように思う。交通に
関するアンケートでアメリカのポートランドの市民の意見と日本の
市民の意見を比較したデータがあるが、日本は圧倒的に意見を言
わない。国民性と言ってしまうと展開しないが、目立つのが嫌で
あるとか、変えるエネルギーを表に出そうとしない。（谷口講師）
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・日本の合意形成の場では反対の人が声高だが、フランスでは幼少
のころから、一人一人が発言できる教育を受けた国民性があり、
計画に対してはっきりと反対を唱える者もいる。しかし、フラン
スの行政や議員には、「反対している人が計画を進めるわけでは
ない」というコンセンサスがあり、反対意見も聞きながら、その
中から汲み取れるアイディアはないかというスタンスである。あ
くまで合意形成は反対する人を説得することではなく、考えや意
見を交換する場である。

・日本は、子どもが過ごしやすいまちづくりと道路空間の配分を
コンバインさせていない。フランスの場合、街路空間は生活空間
であるという概念が1990年代から広まっており、中心市街地の
時速30km制限が非常に勢いを持って進んだ。歩行者専用空間・
優先空間にすると行政が言っても、国民は想像できない。まず可
視化して、ゆっくりと楽しくまちを歩けることがわかれば、歩行
者優先化の政策を進めるステップにつながる。（以上、ヴァンソン
藤井講師）

・日本の通学路の安全向上事業については、技術的な裏付けや合意
形成がないために、歩道を作ってほしいという話になるが、用地
買収において難航している。日本の街路空間のあり方として、ま
ちと一体になる、子育てが安心してできるネットワークをどのよ
うに構成するか議論しなければならない。（石田講師）

・アメリカはコロナ後で毎年４万５千人が交通事故で亡くなってい
る危機感の中で取り組んでいるが、ビジョンゼロの発想や哲学が
日本ではうまく伝わっていないように感じる。インフラ整備にお
金をかけずに少しの工夫で事故が相当減り、その取組みを着々と
進めて世界中に広がっている中で、日本でも丁寧に伝えていくこ
とが大事ではないだろうか。（牧村講師）

・車を使用していれば、地方都市か否かはあまり関係ない状況に
なっている。事業者が自治体に向けて行った「あなたのまちは
住んでいて幸せか」という調査において、大型ショッピングセン
ターのあるまちでは総じて幸せとの結果がある。大型ショッピン
グセンターの中では子どもも安全だからということもあると思
う。今の都市政策はまちをコンパクトにしよう、拠点を作ろうと
いう話をしているが、そのずれが非常に大きい。

・地方都市で拠点を考える際に、店舗ごとに駐車場があるとまちな
かに人が全く出てこない。大きな駐車場を旧来のまちの真ん中近
くに作ってそこで車を停めて、一日まちの中を歩いてもらう仕掛
けが必要。（以上、谷口講師）

・日本の道路交通法では幅のある走行空間でも自転車の並走が認め
られていない。フランス、オランダでは幅のある走行空間を整備
し、自転車交通量に対応するとともに、並走が可能で、会話を通
して楽しみながら移動する、移動の過程を重視するという考えが
普及している。（古倉講師）

・フランスは、道路インフラが整えばモビリティの需要も出てくる
という発想があり、自転車の移動シェア全国３％から９％程度に
しようと、自転車専用道路の整備に補助金を出している。（ヴァン
ソン藤井講師）

《日本で「ゆっくりを軸としたまちづくり」を進めるにあたって必要なこと》
・都市計画の可視化、モビリティを包括した都市空間の再編成、都

市計画に携わる当事者が誇りを持って取り組めることが重要。合
意形成活動に参加できる仕組み、デザインや広報に行政も予算を

投入することが必要である。（ヴァンソン藤井講師）
・15分都市は日本でも実現可能である。半径5.8kmのパリで自転

車移動が20分強であるのに対し、東京23区で面積最大の大田区
は半径4km程度で15～20分で移動できる。短い時間で移動でき
るまちづくりをこれから考えていくべきではないか。（古倉講師）

・日本は折り返し地点におり、過去を見てそこに「ときめき」を入
れていくということかと思うが、フランスの真似をするのではな
く、我々のまちに合っているかを自分の頭で考え、日本のまちな
らではの道路空間、都市空間をきちんと整備するという意思決定
をしていかなければならない。（谷口講師）

・交通の新しい技術が普及していくためには、ガバナンスや専門の
組織が必要。自治体と伴走して、同じ目的を持って活動、連携し
ていくことを考え、運輸総合研究所、日本みち研究所、日本交通
計画協会が連携して、持続可能な交通社会を作る基盤となること
を願っている。（牧村講師）

・高齢者向けのマイクロモビリティを導入する際の最大の課題が
「みち」だと考えている。道路のあり方は今や自動車だけのもの
でなく、見直して良いということを、モビリティやまちづくりに
携わっている方に伝えたい。モビリティからスタートしたもの
が、まちのあり方や人の暮らし方を変え、ときめきが入っていく
まちになっていくと思う。日本は転換期にあり、同じ気持ちの
方々にとってもきっかけとなるよう、みちのあり方をゆっくりに
し、様々な可能性をまちに入れていくことで社会を変えていきた
い。（三重野講師）

○質疑応答
Ｑ：人中心のまちづくりを考える中で、自転車の位置づけについて。
Ａ：日本はまちづくりの中での自転車の位置づけを考えてこなかっ
た。脱炭素のまちづくり、健康なまちづくりといった交通まちづく
りだけでなく総合的なまちづくりの中で、自転車がどのような役割
を果たすか、都市住民の自転車活用に対する合意形成や、一般の方
が自転車をもっと利用したいと思えるようなしつらえを、ソフト面
も含めて整備すべき。（古倉講師）
Ｑ：パリでレンタル電動キックボードが禁止となる理由について。
Ａ：パリ市ではレンタル電動キックボードの禁止の是非について住
民投票を行ったが、有権者の10％に満たない住民が投票し、その
約９割が反対ということで2023年９月から使用禁止となる。あく
まで事業者が貸し出すレンタル電動キックボードの営業を認めない
ということで、個人での使用は禁止されない。背景には事故の増加
がある。（ヴァンソン藤井講師）
Ｑ：日本では交通事故対策として車優先社会という根本的な問題が
議論されず、道路に飛び出してはいけない、子供を道路で遊ばせる
なという保護者に向けた教育が主流となっている。フランスでは、
交通事故から身を守らせるための教育を子供に対して行うのか。
Ａ：フランスは車を否定しているわけではなく、移動手段を選択で
きる社会を作ってきた。子どもへの交通安全教育もあるが、中学校
に進学するまでは通学時に大人が同伴し、子どもを守るのは親の責
任であり、学校や地域に押し付けないという考えがある。（ヴァン
ソン藤井講師）

本開催概要は主催者の責任でまとめています。
 https://www.jttri.or.jp/events/2023/seminar230512.html
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JTTRI-AIRO	物流シンポジウム	Part２

タイにおける効率的な物流の構築を目指して

▶2023．6．15（木）　15：00～18：00（日本時間）　13：00～16：00（タイ時間）
タイ・バンコク　オークラ・プレステージ・バンコク（対面及びオンライン配信）

１．開会挨拶

宿利　正史
運輸総合研究所 会長

5．パネルディスカッション及び質疑応答
モデレーター

Chackrit  
DUANGPRASTRA
Chulalongkorn大学
ビジネススクール准教授

柴崎　隆一
東京大学大学院工学系研究科
レジリエンス工学研究センター准教授

Punya CHUPANIT
タイ王国運輸省交通政策計画局長

和氣　総一朗
JR貨物 執行役員

（鉄道ロジスティクス本部副本部長・
営業部長）

Bhanumas Srisukh
タイ商工会議所
物流サプライチェーン委員会顧問

床並　喜代志
盤谷日本人商工会議所
運輸部会長

6．閉会挨拶

奥田　哲也
JTTRI-AIRO 所長

主催：一般財団法人運輸総合研究所 アセアン・インド地域事務所（JTTRI-AIRO）

2．来賓挨拶

Punya CHUPANIT
タイ王国運輸省交通政策計画局長

大場　雄一
在タイ日本国大使館 臨時代理大使

３．研究報告

澤田　孝秋
JTTRI-AIRO 主任研究員/次長

坂井　啓一
JTTRI-AIRO 研究員

Siradol SIRIDHARA
Mahidol大学（CLARE）
准教授

4．基調講演

Somsiri  
SIEWWUTTANAGUL
Mahidol大学（CLARE）
講師

森　隆行
流通科学大学
名誉教授
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開催の趣旨
ASEANの中心に位置するタイと日本との関係は、自由で開かれ

たインド太平洋の実現という観点から極めて重要であり、開会挨拶
で宿利会長が述べた通り、両国における効率的で、かつ、強靭で安
定的な物流の実現は、両国の経済・社会の発展と経済安全保障の観
点から喫緊の課題になっている。

JTTRI-AIROでは、2022年６月開催の物流シンポジウムPart1
において提起されたタイの物流課題について、日タイ両国の産官学
の有識者からなる検討委員会を設置して、調査研究を進めてきた。
本シンポジウムでは、内陸輸送の効率化と輸送モード間の結節性の
向上、ICT の活用、物流関係者間の協力の充実・強化等の観点か
ら、課題解決に向けた研究成果の発表を行うとともに、有識者との
議論を通じ、タイにおける効率的な物流の構築等に向けた改善策、
さらには周辺諸国及び日本との間の物流ネットワーク強化の戦略を
探った。

当日の結果

■来賓挨拶
Punya CHUPANIT　タイ王国運輸省 交通政策計画局長

タイと日本は長い間、様々な面で強い関係を築いてきた。特に環
境に配慮した物流、港湾、鉄道、都市、交通情報技術、交通安全、
またビジネス分野への数々の投資やインフラ整備を通じてタイの経
済発展の推進に貢献している。これらのプロジェクトはすべて、タ
イだけでなくASEAN地域の輸送能力の競争力向上の促進に資する
ものである。

タイ運輸省は、運輸業界の繋がりを実現させる活動である
ASEAN Connectivity 2025やシームレスな繋がりを実現するた
めの開発の促進など、マスタープランに基づいて地域間の安定した
繋がりに重点を置いた新たな投資を促進させるための支援を提供し
ている。陸上・海上・航空のあらゆる分野において、国内及び国家
間の両方で効率的な繋がりを生み出すため様々なプロジェクトが進
行している。

さらに、タイと日本の間の経済関係を強化し、更なる信頼関係を
構築することは、運輸省における重要なマイルストーンであり、そ
のために策定したのが東部経済回廊（EEC）を含む生産拠点地域を
結ぶ複線鉄道と高速道路網の整備であるマスタープラン「MR-Map」
である。こうした計画や日本と ASEAN との緊密な協力により、

ASEAN地域は他国からの貿易や投資を拡大することができると確
信している。

大場 雄一　在タイ日本国大使館 臨時代理大使

我々の日々の生活や企業の生産活動は、必要な物資が、必要な場
所に、必要とされるタイミングで輸送されることで維持されてい
る。このため、物流は、経済の安定的な成長や安定した国民生活に
無くてはならない重要な社会インフラであるといえる。

一方、タイにおいて、慢性的な交通渋滞や頻発する交通事故、大
気汚染など、物流に関連した様々な社会課題に直面している。

この原因の一つとして、物流の約９割がトラック輸送によって担
われている一方で、鉄道輸送や水上輸送が占める割合が低いことが
挙げられている。

物流を巡る課題解決に当たっては、ハード、ソフト両面での取組
みが必要になる。このため、日タイ両国の取組みにおいても、「質
の高いインフラ」の整備が重要なテーマとなっている。具体的に
は、（１）昨年11月、日タイ両国の今後５か年の経済分野での協力
の方向性を定めた「日タイ戦略的経済連携５か年計画」に両国外相
が署名を行った。この中で、「質の高いインフラを整備することで、
タイ国内及びタイと近隣諸国との経済回廊の連結性を高めるため、
両国間で様々なインフラプロジェクトに関し密接に連携する」こと
が明記されている。（２）また、内陸部が広いタイにおいては、特
に鉄道輸送の強化が重要となる。この点に関連して、昨年12月、
日タイ両国の運輸担当大臣が、鉄道分野の協力覚書に署名した。今
後、この覚書に基づき、両国間で物流に関わる諸問題の解決に向け
た取り組みが進むことも期待している。

■研究報告
「タイの効率的な物流に向けて	（Aiming	for	Advanced	Logistics	
in	Thailand）」
澤田 孝秋　JTTRI-AIRO 主任研究員/次長
坂井 啓一　JTTRI-AIRO 研究員

昨年６月の物流シンポジウムPart1で提示された課題を３つの分
野に分類し検討を行った。

（１）内陸輸送の効率化とモード間の結節性の向上
①鉄道輸送の促進

タイにおける鉄道輸送のコストの特徴として、列車の遅延による
保管費用等の発生が挙げられるが、複線化により列車交換や遅延リ
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スクを抑えることができる。またタイ中心部のバンコクに列車が集
中するため混雑による遅延リスクが大きいが、既存路線の活用等に
より迂回路線を形成することで混雑を回避し、鉄道輸送の定時性を
上げることができる。さらに年間を通して需要が変動しにくい貨物
についてモーダルシフトを推進していくことも重要である。

②貨物の集貨システムの改善
タイの鉄道貨物においては、多くの場合荷主が輸送オペレーター

と直接契約し輸送を行っているが、フォワーダーが介在することで
複数荷主の貨物の積み合わせ等の効率的な貨物列車の編成が可能と
なり、小口の荷主にとっても利用しやすい仕組みとなる。

③ インランドコンテナデポ（ICD）の機能向上と郊外や地方部にお
けるICDの整備
貨物の混載や流通加工を行うための機能を付加していくことや、

内陸部への貨物輸送能力向上のため輸配送拠点としてのICDを地方
都市や物流の結節ポイントに当たる場所に整備していくことが重要
である。

Functional Enhancement of ICD
○ To strengthen the existing ICD, adding functions such as distribution processing and expanding onto 

surrounding land are effective ways. And if the land acquisition is difficult or the land is limited, the 
possible choice is to increase the warehouse capacity and consolidate floor space by creating a multi-
story building.

○ To build new ICDs at logistics crossing points, and local distribution bases, to enhance the efficiency 
of inland transportation by increasing connectivity between modes.

Functions of Lat Krabang ICD
・ Inland Container yard and storage for international cargo
・ Customs Clearance
・ Warehouse, Consolidation

Source: porteconomicsmanagement.org

2. Theme①:Efficiency of Inland Transportation and Optimization of Connectivity 
among Transportation Modes

Ex. Tokyo Rail Gate (West/ East) in Japan
(Total floor :174,000sqm, Site area: 76,500sqm)

Expanding consolidation area in multi-story warehouse 

Multi-story expansion and examples

JTTRI-AIRO 澤田主任研究員・坂井研究員説明資料より抜粋

（２）ICTの活用
各物流事業者におけるICTの活用が進む一方で、単独社では解決

が難しかった物流課題を解決するためのICTプラットフォームの構
築が必要である。ただし、開発コストや初期投資が高いこと、情報
連携と秘匿がトレードオフであることが課題であり、国が投資して
管理することや、物流の中心となる役割を担う者が情報集約を行う
ことが求められる。またこれにより得られた情報を統計として利活
用できる仕組みを作ることも重要である。

（３）物流関係者間の協力の充実及び強化
輸配送における関係者間の連携として、ａ）物流事業者と荷主に

よる混載輸送、ｂ）物流事業者同士による共同輸配送、ｃ）物流事
業者と物流以外の事業者による貨物輸送の三つのパターンが考えら
れる。ａ）、ｂ）は積載量の増加やトラックの輸送回数の削減によ
り輸送コストを抑えることができる。ｃ）は地方部等の輸送手段の
維持が必要な地域において小ロットの貨物輸送を行うための取組の
案として考えられる。また人材育成として、企業努力（自助）では
不十分であり、物流業界全体としての人材育成（共助）や、そうし

た取組への国の支援（公助）が重要である。
以上を踏まえ、三つのテーマに関するタイの物流分野の課題に係

る解決策について以下のとおり提言する。

〇内陸輸送の効率化と輸送モード間の結節性向上
・鉄道の複線化や適切なメンテナンス、鉄道駅や港湾における荷役

機械の整備など、引き続きのインフラ整備
・鉄道の幹線輸送における貨物の集荷方式の見直し
・バンコクやEEC周辺部の既存のICDの拡張や機能向上に加え、

地方部におけるICDの整備

〇物流分野へのICTの利活用
・港湾や倉庫などの物流ハブにおける複数の物流関係者を結ぶ情報

プラットフォームの構築と拡張
・それにより蓄積したビッグデータの統計への活用

〇物流関係者間の連携強化
・政府や物流関係団体の支援による混載や共同輸配送のシステムの

構築と、それらについての荷主への理解促進
・政府の支援による物流事業者及び物流関係団体における人材育成

の協力

Recommendations for Logistics in Thailand by JTTRI-AIRO

Summary

Efficiency of Inland Transportation and 
Optimization of Connectivity among Transportation Modes

Utilization of Information Technology in the Logistics Field

Enhancement and Strengthening of Cooperation among Logistics Stakeholders

① Continuous infrastructure development, such as double-track 
railways, proper maintenance, installation and renewal of 
equipment in freight stations and ports.

② Reconfiguring freight forwarder system in collecting and 
distributing hub-to-hub cargo transport, especially by rail.

③ Expanding the area and adding to the functions of the ICDs in 
Bangkok and EEC and development of ICDs in other regions. 

④ Creating and expanding the information platform 
connecting multi-stakeholders at the logistics hubs. 

⑤ Utilizing accumulated Big-Data as statistical data
in the logistics field.

⑥ Promoting mixed loading, consolidation, joint delivery and 
enlightening the cargo owners about their efficiency.

⑦ Cooperation in human resources development among companies 
and logistics organizations, supported by the government.

Nissin: T12 pallet 
Asahi: Beer pallet 

JTTRI-AIRO 澤田主任研究員・坂井研究員説明資料より抜粋

■基調講演
（１）	「The	Situation	of	Railway	Transportation	in	Thailand	and	

its	Prospective	Role	in	Future	Inland	Transportation」
Siradol SIRIDHARA　Mahidol大学CLARE 准教授

タイの鉄道輸送システムに関する政策は二つある。

①国家経済社会発展計画
昨年、国家経済社会開発評議会において発表された計画であり、

周辺地域の貿易と投資の玄関口としてタイを物流活動の重要な戦略
拠点とすることを目指している。タイは周辺地域の中心に位置して
おり、内陸輸送という観点から見ると、貿易、投資、国際輸送活動
が多く、これを活かし経済を発展させようというものである。この
中で鉄道は、長距離・重量輸送においてコストが低く、CO2排出量
も少ないため、将来の重要な役割を担うものとして政府は鉄道輸送
の割合を高めることに注力している。旅客と貨物の両活動をより効
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率的にするために鉄道網を全国に拡大する方針である。また、国内
の地域交通に加えて中国やラオス、ベトナム、マレーシアといった
周辺の多くの国と繋ぐことも目指している。一方でコンテナヤード
やドライポートの施設面での開発が不十分などといった課題もある。

Mahidol 大学 Siradol 准教授・Somsiri 講師説明資料より抜粋

②輸送開発戦略
2037年までの20年間の開発計画であり、このうち鉄道輸送シ

ステムに関する内容は主に二つある。まず、陸送やクロスボーダー
輸送を増やすことで鉄道輸送の割合を現在の約1.4%から 10%に
引き上げるということ。次に、包括的なネットワークとしての新し
い鉄道路線や複線化等のプロジェクトの推進である。併せて、運輸
部門における温室効果ガス排出削減も政府の最終目的の一つであ
り、EV等の技術導入も促進している。これらを踏まえた鉄道シス
テムへの投資が増えれば、鉄道産業が成長し、鉄道関連の設備につ
いての近隣諸国への市場拡大や一部を自社生産することも目指して
いるところである。

一方で、これらの計画にはいくつか課題がある。まず、鉄道輸送
の割合が低く、トラック輸送の割合が非常に高いことである。鉄道
輸送の割合を10%にするという目標を達成するためには、政府と
民間の多くの部門が協力してこれを推進する必要がある。また、
GDP 当たりの物流コストが約13～14% と高いことも懸念され
る。ネットワークの拡充や施設の建設などにより物流コストを削減
する必要がある。

Somsiri SIEWWUTTANAGUL　Mahidol大学CLARE 講師
政府によるマスタープランにおける高速鉄道整備の進捗状況とし

ては、フェーズ1：2021年に完了する予定であったが一部遅延が
発生、フェーズ２：バンコクの外周部の鉄道網の整備、最終段階：
南部や東部地域との接続、となっている。77ある県のうち鉄道が
通る県は現在は49県であるが、全て計画通りに整備されれば61県
に拡大する。

こうした計画の中で特筆すべきトピックとしては、まずインフラ
の強度の向上及び鉄道の高速化による物資輸送能力の向上である。
高速鉄道の整備についても順次調整を進めている。またタイとラオ
スで軌間が異なるため、ビエンチャン物流拠点内にゲージを変更す
る設備を設置した。更に、近年マスタープランに沿って急速に公共
交通機関が発展しており、今年はYellow LineとPink Lineが開通

すると予想されている。IC の活用としては Train tracking と
Freight management systemが挙げられ、貨物の輸送と高速鉄
道の制御を行うことでトラックステーションの建設や公共交通機関
の周辺開発を促進している。

MAINLINE NETWORK 
Development Target
Double-track 3,157 km
12 new lines 2,419 km
Total network length 6,463 km
Access           61 of 77 Provinces

Double track New lines

Chachoengsao Junction - Khlong Sip 
Kao Kao - Kaeng Khoi 
ChiraJunction – Khon Kaen
Hua Hin - Prachuap Khiri Khan 
Mab Kabao - ChiraJunction
Lopburi - Pak Nam Pho
Nakhon Pathom - Hua Hin
Prachuap Khiri Khan – Chumphon

993 km

Phase

01
(2017-
2021)

1

5

2

6

3

4

7

Phase

02
(2022-
2026)

Paknampho – Denchai
Denchai - Chiang Mai 
KhonKaen - Nong Khai
Chira - Ubon Ratchathani
Chumphon – Surat Thani
Surat Thani -Hat Yai – Songkhla 
Hat Yai - Padang Besar

1,479 km

5

1

2

3

4

6

7

Phase

03
(2027-
2036)

Khlong Sip KaoJunction – 
Aranyaprathet
Hat YaiJunction – Sungai Kolok

391 km

1

2

Denchai Chiang Rai - Chiang Khong

Ban Phai - Mukdahan - Nakhon 
Phanom

677 km

Phase

01
(2017-
2021)

1

2

Phase

XX
1. KanchanaburiKanchanaburi-Suphan Buri 

Ban Phachi Junction
2. Si Racha - Rayong
3. Map Ta Phut - Rayong - Chanthaburi - 

Trat
4. Chumphon - Ranong
5. Surat Thani - Phang Nga - Tha Nun
6. Surat Thani - Don Sak
7. Thap Put - Krabi
8.Mukdahan - Amnat Charoen - Ubon 

Ratchathani

DEVELOPMENT PLAN: 
Double Track & New Lines

2023
2023
2023

2024

2028

Completed
Contract signed

Mahidol 大学 Siradol 准教授・Somsiri 講師説明資料より抜粋

（２）	「Measures	to	improve	logistics	efficiency	in	Thailand」
森 隆行　流通科学大学名誉教授

タイの物流の特徴と課題は大きく三つある。まず、GDPに対す
る物流コストが13.8%と、日本やアメリカ、ヨーロッパと比較し
高いこと。次に、物流コストのうち保管費用が非常に高いことであ
る。具体的なデータはないが、これまでの経験や調査の中で、バン
コクに物流が集中していることが原因なのではないかと考えられ
る。三つ目に、国内輸送のトラックに対する依存が約90%近くと
非常に高いことである。日本においてはトン数ベースではトラック
が90%を超えるが、距離を考慮すると鉄道や海運が長距離輸送の
主軸になっている一方で、タイにおいてはトンキロベースでもト
ラックが90%を超えており、長距離も含めてトラックが貨物輸送
の中心となっている。タイは地理的に見ても海上輸送や河川輸送に
大きくは期待できず、また将来的なトラックドライバー不足やCO2

削減といった環境対応も踏まえ、鉄道へのモーダルシフトが必要で
ある。

これらの課題を解消するためには、まず鉄道施設を充実させるこ
とが必要である。ソフト面においては、ICTの利活用を進めるべき
である。現状、個別の企業が別々のやり方をしているので、例えば
同じ業界で一つのプラットフォームやシステムを利用するなどの標
準化を行うことで共同物流が可能となる。これは環境問題やドライ
バー不足という課題にも対応するものである。ただし、共同物流に
ついては独占禁止法に注意する必要があり、そういった面でも法整
備をはじめとする政府の後押しが必要である。

また、物流拠点の分散化も重要である。タイ全体の半分以上の商
業マーケットがバンコクに集中しており、これによりリードタイム
が非常に長くなってしまう。地方都市でもバンコクから品物を届け
なければならないため、在庫をたくさん持つ必要があり、そのため
に保管費が高くなる。物流拠点を分散化することで物流全体のコス
ト削減に繋がる。

もう一つ付け加えると、現在タイでは物流に関するデータが整備
されていないため正確な分析をすることができない。そのため政府
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や民間企業を問わず、統計データをしっかり整えていただければ、
物流に係る正確な現状分析とそれに対する対策の検討を行うことが
できるので是非お願いしたい。

SSuummmmaarryy  ooff  MMeeaassuurreess  ttoo  iimmpprroovvee  llooggiissttiiccss  eeffffiicciieennccyy

・・RRaaiillwwaayy  iinnffrraassttrruuccttuurree  ddeevveellooppmmeenntt  -- MMooddaall  SShhiifftt

・・SShhoorrtteenn  lleeaadd  ttiimmee  bbyy  ddeecceennttrraalliizziinngg  llooggiissttiiccss  bbaasseess

・・IICCTT  ssttaannddaarrddiizzaattiioonn  aanndd  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  jjooiinntt  llooggiissttiiccss

流通科学大学森名誉教授説明資料より抜粋

■パネルディスカッション
テーマ「タイの物流の効率性向上」と「タイの物流の強みと弱み」

モデレーターのリードにより、講演内容をもとに「タイの物流の
効率性向上」と「タイの物流の強みと弱み」に関する政府、学識経
験者、民間事業者それぞれの立場からのパネリストのコメントが示
され、タイの物流の現状及び課題に関する意見交換及び議論が行わ
れた。

◎パネリスト・コメント
テーマ：「タイの物流の効率性向上」
Punya CHUPANIT　タイ王国運輸省 交通政策計画局長

タイの輸送方法は確実に道路輸送から鉄道輸送へと切り替わって
きており、現在運輸省が急いで対応しているのが複線化である。こ
れは管理面でもメリットが多く、納期遵守率も上がるため、定時性
の確保は全ての物流関係者にとってとても重要である。複線化以外
にも、道路から鉄道へ貨物を載せ替えるエリアの整備が必要であ
り、すでに計画を進めているところである。また正確に貨物の積載
状況を把握できるシステムなど、ITを活用することで利便性の向上
が見込まれる。

また、列車の運行本数を増やすことも重要である。現在抱えてい
る問題として、タイ国鉄自体の条件によって運行できる列車に制限
がかかっている点があるが、既存の線路にはまだ十分なキャパシ
ティがある。そこで将来的には、運輸省の整備した線路を使用して
民間企業に列車の運行を担ってもらうことを検討しており、これに
より運行の効率を最大限に上げることができると考えている。

柴崎 隆一　 東京大学大学院工学系研究科  
レジリエンス工学研究センター 准教授

タイの国土は南北に細長く、北半分は内陸地域となっているた
め、鉄道が整備されていないと物流上のハンディキャップが非常に
大きくなってしまう。日本やベトナムも細長い国土をもつが、海岸
線が長く海運でのシェアがかなりある。一方でタイの場合は、世界
的にみてもあまり同様の形状の国土をもつ国がなく、見本となる事

例がないため、この国の特徴を十分に踏まえて政策を立てていく必
要がある。

また日本の協力としては、タイ政府に働きかけて政策を実現して
いくことや、民間の人材育成システムの導入による協力、統計の整
備方法や、統計調査や研究のノウハウの伝達等といった草の根交流
のようなことはできるのではないか。

Bhanumas Srisukh　 タイ商工会議所  
物流サプライチェーン委員会 顧問

タイの鉄道はオペレーションや線路の敷設、管理の全てをタイ国
鉄が行っているため、競争があまり発生しない。多数の民間オペ
レーターを携わらせて競争を生み出すことができれば、輸送効率が
上がることでコストが下がり、貨物量も更に増えると考えられる。
また、法律等の規制も大きく変え、その上で公正で断固とした執行
を行う必要がある。

床並 喜代志　盤谷日本人商工会議所 運輸部会長
船会社としての観点からは、レムチャバン港とラッカバンICD間

の鉄道輸送における利益率を上げたいところであるが、ある程度ま
とまった貨物量がないと鉄道輸送には切り替えられず、トラックで
の輸送となってしまうのが実状。船会社とフォワーダーの連携を
もっと強めることで鉄道輸送が伸びていくのではないか。また、鉄
道から港の施設に荷役を行う部分のキャパシティがまだ足りていな
い。将来的には環境対策という観点からも鉄道へのシフトをしっか
り進めていくべき。

和氣 総一朗　JR貨物 執行役員
当社として鉄道貨物輸送を拡大していくにあたり取り組んでいた

ことは、鉄道輸送の認知度を上げること。そのためにはPR活動を
行うことに加え、鉄道を利用することによるメリットを利用者に理
解いただくことが重要である。例えば、鉄道を利用した場合はCO2

排出量がトラックと比較し11分の１程度であることや、26両の貨
車を連結することでトラック65台分の荷物を一度に運ぶことがで
きるといったこと、また鉄道へのモーダルシフトを行うと国土交通
省からエコレールマークを取得することができるため環境に優しい
輸送手段であるということがインセンティブとなる。

JR貨物の駅構内には倉庫を用意しており、到着した荷物をその
まま保管してお客様のところまで届けるというサービスができる
が、倉庫が駅から離れていると積み替え作業が発生してしまう。こ
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のような貨物駅の高度利用を行うことで輸送の効率化を図ることも
できる。タイにおいても同様の取り組みが可能ではないか。

テーマ：「タイの物流の強みと弱み」
Punya CHUPANIT　タイ王国運輸省 交通政策計画局長

運輸省は鉄道輸送の改善のための組織を新たに二つ設立した。一
つ目は「鉄道省」で、規制を担うレギュレーターとして機能してい
る。彼らがサービス基準、検査基準を設定し、高水準且つ高質な
サービスを提供する。もう一つは、「鉄道研究所」で、鉄道セクター
の人材育成のサポートや新しい技術の探索等を行う。まだ立ち上げ
たばかりであるが、これにより鉄道輸送の効率が大幅に上がると考
えている。

タイの物流の強みは、ASEAN10ヵ国との結節性である。タイ
は道路、鉄道、そして航空輸送の中心地であり、タイに輸送すれば
そこからASEAN各地に最短距離で輸送することができる。

またASEAN諸国への旅客のほとんどはスワンナプーム空港を経
由している。IATAによると、今後10年以内にタイへの訪問者数は
年間２億人となる見込みであるが、現在のスワンナプーム空港の処
理容量は年間最大4500万人であるため、他の空港の整備を進めて
いるところである。

レムチャバン港やマープタープット港などの大港湾は現在利用率
がほぼ100%となっており、より多くの貨物受入れのためレムチャ
バン港の拡張やランドブリッジの整備プロジェクトを進めていると
ころである。

一方タイ物流の弱みとしては、規制やシステムなどのソフト面に
おける課題が挙げられる。現在National single windowの取り組
みを進めており、これにより物流の利便性をあげることができる。
また、タイを経由してラオスやベトナム、ミャンマーなどに輸送され
る貨物は、依然としてタイの法律が円滑な輸送の障害となっている。

これらの課題が解消されれば、タイがこの地域のハブとなり近隣
諸国との貨物輸送の効率が向上することが期待される。

柴崎 隆一　 東京大学大学院工学系研究科  
レジリエンス工学研究センター 准教授

レムチャバン港とラッカバンICD間の鉄道輸送量は非常に多く、
これほどの輸送量をもつ鉄道は世界でも例に見ないほどである。タ
イにはこのような鉄道を整備したという経験があるため、更なる拡
大についても自信を持ってやってほしい。ある程度鉄道が整備され
てトラック輸送に対する競争力が出てくると、多少コストが高くて

も環境意識の高い荷主などが率先して鉄道輸送を利用するというこ
ともありうる。

また、ASEAN諸国との結節性はタイの強みである。周辺国との
貨物輸送が増えれば、国内の輸送量と合わせて、よりボリュームメ
リットが生じてくる。ラッカバンICDは空港とも近く、航空貨物も
受け入れることで相乗効果も発揮できる。

Bhanumas Srisukh　 タイ商工会議所  
物流サプライチェーン委員会 顧問

タイの道路はASEAN諸国の中で最も長く、車線数も多いため、
道路輸送においてタイは安全でネットワークも広い。

鉄道に関してはカンボジアやラオスとの結節から利便性は高いも
のの、輸送モードをいかに切り替えるかが課題である。拠点の一つ
であるバーンパーチー駅から港はさほど遠くなく、鉄道で港まで直
接つなげることができればトラック輸送の量を大幅に減らすことが
できる。

また、中国、カンボジア、ラオス、ミャンマー等の近隣諸国への
ゲートウェイを有していることも強みである。これらゲートウェイ
機能の効率を高めることで、各地への輸送に要する時間が短縮さ
れ、物流コストも下がる。

さらに、タイには多くの日本の会社があるが、同様にカンボジア
やラオスなどにタイ企業が会社を設立して協力体制を築き上げれ
ば、より緊密な連携をとれるようになる。

床並 喜代志　盤谷日本人商工会議所 運輸部会長
物流というものは、結局は人が住んでいるがゆえに物を欲し、横

に動くということである。マクロ的にみるとアジアは人口が多く大
きなポテンシャルを持っている。その観点からみると、タイは海に
面し且つASEAN諸国のほぼ中心にあるため、近隣のカンボジアや
ラオス、ベトナム、中国への陸上の物流網が構築されれば、非常に
大きな存在価値を持つ。その中で鉄道輸送を伸ばすためには、現在
のタイにおける鉄道輸送の状況を考慮すると何らかの競争原理が必
要なのではないか。

和氣 総一朗　JR貨物 執行役員
多くの日本の企業がタイで工場等を設置しているように、タイの

強みは企業がとても進出しやすい場所であるということ。周辺国と
の結節性が高いため利便性があり、これほどのロケーションを活か
さない手はない。

一方、物流の各フェーズでそれぞれの関係者との調整が発生する
現在の仕組みでは利用者にとって利便性が低く、仕組みの改定が必
要なのではないか。

日本における好事例として、ビールメーカーの共同輸送を紹介し
たい。主要なビール会社４社において札幌から釧路へ輸送する際、
従来それぞれの会社がトラックを調達し輸送していたところ、JR
貨物のコンテナに各社の荷物を行き先ごとに積み分け、常にまとめ
て混載をして輸送している。前提として、本州から消費地である札
幌に荷物が届くものの北海道から出ていく荷物は釧路や帯広、旭川
から輸送されるため、札幌からその周辺地域まではJR貨物も空の
コンテナを輸送していたという固有の物流事情があるが、そこをう
まく利用した形である。タイにおいても、このような物流の効率化
や共同輸送という事例を取り入れることができるのではないか。
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◎質疑応答
●質問①

鉄道輸送への切り替えに関して現実的な問題や障害は何か。

Punya CHUPANIT　タイ王国運輸省 交通政策計画局長
既存の単線では、逆方向の列車の通過の待ち時間により生じた遅

延が貨物の納期遅れの問題に発展してしまうため、複線化が重要課題
である。また、鉄道輸送において競争環境を生み出すための他のオ
ペレーターの参入が必要であり、制度面での対応が求められている。

●質問②
競争を生み出すためにタイ国鉄の民営化や政府が認定する民間企

業のみ参入可能とするなどの可能性はあるのか。

Punya CHUPANIT　タイ王国運輸省 交通政策計画局長
将来的には複数のオペレーターが必要となるが、政府がサービス

を提供し続ける必要がある場面が多々あるため、タイ国鉄も継続し
てオペレーターとなる。ただし民間企業に参入してもらい競争を生
み出すというのは政府も求めているところであり、対応方策として、
列車を購入し運行する体力のある民間企業がその運営を問題なく継
続できるように法規制の見直しの検討を進めているところである。

●質問③
タイ国鉄が所有している線路を利用した民間企業の運行モデルに

ついて、その実現の可能性はどの程度か。

Punya CHUPANIT　タイ王国運輸省　交通政策計画局長
民間企業を参入させ列車の運行を担ってもらうことで競争を促

し、サービスの効率を上げるというのが今の運輸省の考えである。
そのために支障となる法律の改正に向けて検討しているところで、
併せてビジネスモデルの分析や適切な運営方法についても検討を進
める必要がある。

◎モデレーターの総括
 Chackrit DUANGPRASTRA　  
 Chulalongkorn大学ビジネススクール　准教授

本日の議論より、各関係者それぞれが持ち帰り検討すべき項目と
して、12点まとめた。
①既存の各種インフラを最大限に活用すること
②輸送サービスにおけるビジネスモデルの改革
③法律・規制の見直しと競争と自由の確保
④コストの最適化
⑤環境への配慮の促進
⑥マーケティングの改善
⑦NSWをはじめとする政府・企業相互間のシステム構築
⑧インフラの改善
⑨近隣国とのWin-Winの関係の構築や協定の締結
⑩各地ゲートウェイの効率の向上
⑪物流サービス提供者の効率性の向上
⑫共同輸配送の構築とそのために必要なデータ収集

本開催概要は主催者の責任でまとめています。
 https://www.jttri.or.jp/events/2023/symposium230615.html
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第155回運輸政策コロキウム

日本の製造業におけるロジスティクスと
サプライチェーンの強靭化戦略を実施する利点

▶2023．6．20（火）13：00～15：20
運輸総合研究所2階会議室（及びオンライン配信（Zoomウェビナー）※日英同時通訳）

5．パネルディスカッション

コーディネーター

山内　弘隆
運輸総合研究所 所長

開沼　泰隆  公益社団法人日本経営工学会 会長  
前・東京都立大学システムデザイン学部 教授

マハルジャン ラジャリ 運輸総合研究所 研究員
鈴木　定省 横浜国立大学大学院国際社会科学研究院 教授

１．開会挨拶

佐藤　善信
運輸総合研究所 理事長

2．講演

日本企業におけるサプライチェーン	
の強靭化の意義

開沼　泰隆
公益社団法人日本経営工学会 会長
前・東京都立大学システムデザイン学部 教授

鈴木　定省
横浜国立大学
大学院国際社会科学研究院 教授

4．コメント３．報告

日本の製造業におけるロジスティクスと	
サプライチェーンの強靭化戦略を	
実施する利点の調査

マハルジャン ラジャリ
運輸総合研究所 研究員

6．閉会挨拶

山内　弘隆
運輸総合研究所 所長

開催の趣旨
コロナ・パンデミックによる物流等へのグローバルで広範な影響

により、ロジスティクスとサプライチェーンにおける強靭化（レジ
リエンス）が課題である状況を経験した。そこで、この研究では、
４産業分野における日本の製造企業を対象に、強靭化戦略の実施状
況とパンデミックが企業の業績並びロジスティクス及びサプライ
チェーンの活動に与える影響について調査した。このコロキウムで
は、その調査結果を踏まえて、パンデミックの前又は最中に強靭化
戦略を実施することが企業に利益を齎すかどうかについて分析を行
い、企業におけるサプライチェーンの強靭化戦略の意義とその促進
方策を含め、議論を行った。

当日の結果

■講演
日本企業におけるサプライチェーンの強靭化の意義
開沼 泰隆　（公社）日本経営工学会会長、前東京都立大学教授

ニューヨーク連邦準備銀行が発表しているグローバル・サプライ
チェーンの圧力（混乱度）をみると新型コロナやウクライナ侵攻が
サプライチェーンに及ぼした影響が大きくなっていることがわか
る。一方、国内の製造工業稼働率指数 *1）の推移やトヨタ自動車の
性能指標曲線 *2）をみると新型コロナ、ウクライナ侵攻、半導体不
足などにより国内生産拠点の稼働率が大きく大きく低下しており、
グローバル・サプライチェーンの途絶が発生したことを表している。
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こうした状況を踏まえ、経済産業省では昨年から災害に対するレ
ジリエンス社会の実現に向けて、災害被害の最小化と回復の迅速化
などについて議論している。

自動車関連業界に対するレジリエンス（リスク）に関する調査
（2017）において、サプライチェーンへの潜在的なリスクを十分
認識している一方で、サプライチェーンの途絶は発生しないと楽観
的に考えていることが分かった。現時点でもこの様に認識している
企業が多いと考えられる。

一方で、新型コロナによるサプライヤーの稼働率低下に伴い、原
材料や部材の調達などが困難になっていることから、自社だけでは
サプライチェーンの強靭化は難しいと考えている企業が多くなって
いる。こうしたことから経団連においてレジリエントな経済社会の
構築に向けたオールハザード型BCPへの転換、多元化、可視化、
一体化によるサプライチェーンの強靭化に関する提言がなされた。

図１に提案するレジリエンス曲線の概要と応用例としてトヨタ自動
車のレジリエンス曲線を導出したものを示す。レジリエンス指標を定
量化することにより、災害の発生前に被害のインパクトや回復時期

を予測することが可能となり、これを踏まえた復旧計画を策定する
ことにより被害の最小化や回復の迅速化が可能となる。

*1） 海上輸送や航空便などの輸送コストに加え各国の購買担当者景
気指数（PMI）やISM,在庫指数などを基に算出。

*2） 国内月別生産台数及び営業日数から１営業日当たりの平均生産
台数。

■報告
日本の製造業におけるロジスティクスとサプライチェーンの	 	
強靭化戦略を実施する利点についての調査
マハルジャン ラジャリ　運輸総合研究所 研究員

ロジスティクスとサプライチェーンの強靭化は、近年高い注目を
浴びてきたし、COVID-19パンデミックの高範囲な影響に伴い、ま
すます関心が高まっている。ロジスティクスとサプライチェーンの
強靭化戦略の採用は、企業が、途絶を防止し、対応し、またその影
響から回復することを確保するためにかなり重要であることを既存

図１　レジリエンス曲線の定量化
出典： 池津、開沼、サプライ・チェーン・レジリエンスの定量化に関する研究、日本経営工学会 2023 年春大会
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研究は発見している。強靭化戦略の実施は望ましく、途絶に対処す
る上で実際に決定的であるが、強靭化への投資からの利益を金銭評
価することは難しい。このため、サプライチェーンの強靭化の財政
的利点を調査することの重要性に既存研究は着目してきた。この研
究は、「ロジスティクスとサプライチェーンの強靭化戦略」（英語発
表資料中ではSCRESTと略して表記）がCOVID-19パンデミック
の事例を用いて、企業の業績並びにロジスティクス及びサプライ
チェーンの活動に途絶が及ぼすマイナスの影響を低減することがで
きるかどうかを調査する。筆者の知る限り、日本の製造業の一次
データを使って、「ロジスティクスとサプライチェーンの強靭化戦
略」の実施の利点を例証する最初の研究である。更に、このテーマ
に関する実証研究は一般に不足している。

この研究では、日本の製造企業の調査を通じて、異なる種類の
「ロジスティクスとサプライチェーンの強靭化戦略」の実施に関す
る第一次データを集め、企業の業績並びにロジスティクスとサプラ
イチェーンの評価基準の観点でのCOVID-19の影響を測定した。
ロジスティクスとサプライチェーンの業績は、供給者からの輸送の
容易さ、リードタイム及び在庫レベル並びに顧客満足度を用いて測
定した。企業がCOVID-19のマイナスの影響を低減させる上で、

「ロジスティクスとサプライチェーンの強靭化戦略」から利点を得
たかどうかについて間接的又は直接的な方法で例証するために、こ
れらのデータを用いた。構造化して自由コメントを付け加えること

のできるアンケート用紙を、選定基準に合致する日本中の8000企
業に、メールとweb基盤媒体を組合わせて送った。回答者は、ロ
ジスティクスとサプライチェーンの専門家である。データ分析と解
釈には直接的・間接的な手法を用いる質的分析を行った。

図２及び図３は、「ロジスティクスとサプライチェーンの強靭化
戦略」を持つ企業と持たない企業が観測した、業績並びにロジス
ティクス及びサプライチェーンの活動に対するパンデミックの各影
響の比較結果を示している。日本の文脈の中で行った研究の結果、

「ロジスティクスとサプライチェーンの強靭化戦略」の実施は、直
接的・間接的な手法により、企業の業績に対するCOVID-19のマ
イナスの影響を低減させる上で利点があることがわかった。ロジス
ティクスとサプライチェーンの評価基準に関する結果は異なった。
間接的な方法による結果からは、「ロジスティクスとサプライ
チェーンの強靭化戦略」の実施は、リードライムへのマイナスの影
響を低減する上で利点があることがわかった一方で、直接的な方法
による結果からは、「ロジスティクスとサプライチェーンの強靭化
戦略」の実施は、全ての評価基準の観点で利点があることがわかっ
た。さらに、COVID-19の期間中に選好される「ロジスティクスと
サプライチェーンの強靭化戦略」に変化があったことがわかった。

「ロジスティクスとサプライチェーンの強靭化戦略」の実施には利
点があることがわかったが、４産業分野における大半の企業は当該
戦略を依然として実施していない。このことには幾つかの背景事情

図２　「ロジスティクスとサプライチェーンの強靭化戦略」（SCREST）を持つ企業と持たない企業の業績に対
する COVID-19 の影響

図３　「ロジスティクスとサプライチェーンの強靭化戦略」（SCREST）を持つ企業と持たない企業の輸送の容
易さに対する COVID-19 の影響
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がある。今後の作業は、ロジスティクスとサプライチェーンの観点
で、日本の企業の強靭化を促進するために、背景事情を特定するこ
とに焦点を当てる予定である。

■コメント
鈴木 定省　横浜国立大学 大学院国際社会科学研究院 教授

サプライチェーンの複雑さが増加していくに伴い、リスクも様々
なものに増えてきている。また、リスクの発生により、生産供給活
動がバラツキ、そしてサプライチェーン上を伝播して行く。この生
産のバラツキに関してはHopp等による” Factory Physics” とい
う文献において伝播・バラツキが伝わっていく様相が定量的に示さ
れている。” Factory Physics” においてはこの工場間のバラツキ
の関係性を、サプライチェーンの観点から工程の段階と読み替えて
議論することができる。サプライチェーン上の上流である前段階の
バラツキ（変動係数の二乗値）が自分自身である次工程のバラツキ
を経て、下流の後段階のバラツキへ影響を及ぼす正式が導出され、
近似式として導かれる。

日本的生産方式の強みの一つに強力な現場力がある。そこには絶
え間ない改善活動がある。この改善によるあらゆる変化・変動を抑
え込む。徹底的に自分自身のバラツキを低く抑え込む取組みが行わ
れてきた。自分自身の能力を最大限活用し、バラツキを徹底的に小
さくすることで、後段階に伝わるバラツキを抑え込む。このような
改善活動による高負荷率、いわゆる高い稼働率が求められるような
少ない在庫でまわしていくような体制下においても生産共有活動が
高い効率性を保持されていた。そのような取組みが外部からの影
響、外からの変動の影響を抑え込むことに成功していたと考えるこ
とができる。

ところが東日本大震災やコロナパンデミックに代表されるよう
に、外部変動の影響が非常に大きくなってくると、外部変動の大き
さを吸収することができない。そこで重要になって来るのが、自分
自身だけではなく他者と共同でレジリエンス（強靭化）を進めるこ
とである。日々の競争環境に打ち勝つ体制と災害に対する備えの両
立といった考え方になる。求められるのは匠の技や暗黙知といった
ヒューマンウェア、いわゆる人力に依存したビジネスからの脱却。
これらの継承的プロセスの構築が考えられる。物理的な代替案の確
保は元より、可視性や代替可能性といった可搬性を高める方策が重
要になっていくと考えられる。

■パネルディスカッション
山内所長：サプライチェーンの強靭化を考えるときに、どのような
リスクマネージメントの原則があるだろうか。
ラジャリ研究員：例えば原材料やサービスなど様々な費用が含まれ
ることと同様に、リスク管理の費用もそこに含まれるべきだと考え
ている。製品の中に含まれることになれば、企業も様々な戦略が実
施できる。結果的に、サプライチェーンのリスクに対する強靭化に
繋がる。
開沼会長：冗長性をもって対処することが重要。冗長性を持たせる
ことは費用が上がるので、メーカーはあまり実施してこなかった
が、震災などである企業が困難な状況になった時には、競合他社が
助けるなども、これまでやってきた経緯がある。競合会社だからで
きないのではなく、協力できることはお互い協力関係になることで
リスクに対する対処ができるのではないか。

鈴木教授：プロスペクト理論によると人間は損失を回避しようとす
る。とりわけ日本人はホフステードの文化比較において不確実性回
避性向が非常に強いと言われている。目に見える不確実なものに対
して非常に嫌う特質をもっている。一方で目に見ない思想やイデオ
ロギーといったものに関しては、途端に無頓着、寛容になってしま
うという指摘をされている。損失を正しく把握するよりも、むしろ
嫌っていく性向が日本では強いという指摘に繋がる。しかし、本日
の発表にもあったように、費用の損失を含めながら、冗長性も含め
てリスクに対応する必要がある。如何にリスクを収益に結び付ける
かという視点の重要性も指摘されている。そういう意味で強靭化は
ますます重要になっていく。
山内所長：最近物流でよく言われる共同輸配送で効率化することも
一つの方法で、リスクを回避することができる。協業については、リ
スクのあるものに対しみんなで保険を掛けるという考え方ができる
と言える。

ロジスティクスやサプライチェーンの強靭性を高めるための利点
をどう考えるか。
ラジャリ研究員：この研究の中で明らかになったのは、このような
戦略を実施することには実際に利点があるということである。
50%以上の企業が大企業や中小企業の規模に関係なく、強靭化戦
略を実施することは利点があると答えた。今後さらに深く調査をす
ることで、具体的にどういう利点があったのか、もっと明らかに
なっていくだろう。
開沼会長：ある程度コロナが収束した後で振り返って分析すること
も、次の災害やパンデミックなどの対策をする上で非常に重要に
なっていくと考えられる。
鈴木教授：例えばフィジカルインターネットの概念でも非常に細か
い配送網などのノウハウがすでに蓄積されている一方で、ノウハウ
がオープンな形式知として活用されていない。フィジカルインター
ネットは、欧米では一つの枠組みとして標準化が進んでいる。その
枠組みに日本がこれまで蓄積してきたノウハウを国や業界を挙げて
形式知化して活用していくことでメリットを強靭性の観点からも明
確にすることが重要である。
山内所長：政府の役割はどのようなものがあるか。
開沼会長：国土交通省や経済産業省などが、様々なことを取組んで
いるが、そこに省間の隔たりがあってはならない。上部で監督する
組織があっても良いのではないか。サプライチェーン強靭化のため
には細部まで精通した人も重要になってくる。是非協力して進めて
もらいたい。
鈴木教授：新たな標準的な枠組みを作る際は強力なリーダーシップ
が必要になってくる。さらに連携という観点も重要である。また、
他人事ではなく自分事として参画していくことも重要である。
ラジャリ研究員：政府の補助金も含めたサポート体制も重要であ
る。しかし、強靭化戦略を行うためには、金銭的なサポートだけが
有効なのではない。補助金には政府の意図が当然あるが、サポート
の形態は補助金に限定されすぎてはならない。大小関わらず様々な
業種の企業が、それぞれに適したサポートを活用していくべきと考
えている。

本開催概要は主催者の責任でまとめています。
 https://www.jttri.or.jp/events/2023/collo230620.html
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インド鉄道省	ブーマ筆頭局長（人材育成）

奥田専務がインド鉄道省のブーマ筆頭局長と会談し、鉄道省研究
機関との覚書に基づき開催を予定しているセミナーに関し、テー
マ、対象者、場所・時期等について意見交換を行いました。先方
より、インドでは鉄道整備が引き続き活発だが、駅・沿線等のリ
ソースを活用しきれておらず「鉄道整備と沿線開発」のテーマは
非常に参考になるとの発言があり、主に鉄道省内部部局及び傘下
の公社職員を対象として、2024年３月頃に開催する方向で調
整を進めることとなりました。
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海外の要人等との直接対話

４月12日４月12日

（１）奥田専務のインド訪問	 2023年４月12日～14日

インド鉄道省	マトゥール筆頭局長（インフラ）

インド鉄道省のマトゥール筆頭局長と会談し、2013年２月の
「インド高速鉄道セミナー」の共催実績に触れつつ、AIRO事務
所を２年前に開設し、インドでの取組みを活発化させる意向を伝
達しました。先方からは、JTTRIの取組みに謝意を表明すると
ともに、鉄道省として研究機関同士の連携以外についても協力関
係を継続したい旨の発言がありました。

４月12日４月12日

インド沿岸警備隊	パタク運用・沿岸警備部長（国際担当）

インド沿岸警備隊のバタク運用・沿岸警備部長と会談し、「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」構想の実現に関し、当研究所が米国
で取り組んでいる安全保障に関する調査の概要を紹介するとともに、QUADの一員であるインドの海上保安当局との連携について意見
交換を行い、当研究所がこれまで行った調査研究の具体的内容を踏まえて、どのような連携を行っていくかを検討していくこととなりま
した。

４月13日４月13日
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上記以外の在インド日系企業等関係者との意見交換

海外の要人等との直接対話
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＊在インド日本国大使館	 河津	次席公使
	 北郷	経済公使
＊JNTOデリー事務所	 山本所長

＊JICAインド事務所	 斎藤所長
＊JETROニューデリー事務所	 鈴木所長

インド道路交通省のアーメド次官補と会談し、当研究所及び日本の自動車行政について紹介、説明した上で意見交換を行いました。イン
ド側の喫緊政策として説明のあった脱炭素化及び道路交通安全確保に関する取組みが両国に共通する課題であることが明らかとなり、
今後の協力について検討することとなりました。

インド道路交通省	アーメド次官補４月13日４月13日

（２）奥田専務のタイ訪問	 2023年４月23日～26日

東部経済回廊事務局チュラ事務局長との会談

タイの東部経済開発の司令塔機能を果たしている東部経済回廊（EEC）事務局の事務局長に就任したチュラ・スクマノプ氏と会談し、
事務局長就任への祝意を伝達するとともに、運輸省高官及びアジア交通研究学会（ATRANS）会長としてのJTTRI及びJTTRI-AIRO
へのこれまでの支援に対する謝意を表明しました。同事務局長からは、今後とも必要な支援を行っていきたい旨の発言とともに、
EEC事務局長としての抱負、EECの重要プロジェクトである三空港高速鉄道の現状、見通し、課題等に関する説明、タイにおいてト
ラック輸送から鉄道輸送へのモーダルシフトを進めるためのアイデアについての説明がありました。

４月24日４月24日
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越独大学交通研究センター	トゥアン	センター長との会談

奥田専務が越独大学交通研究センターのトゥアンセンター長を訪問しました。これまでにJTTRIが主催した鉄道や物流等に関するシン
ポジウムの取組みについて紹介するとともに、越独大学で実施している都市交通課題に関する取組みついて説明を受けました。また、
ホーチミン市の郊外で建設が進むロンタイン空港や新たな国際積替港の整備計画等、ホーチミン市近郊における運輸インフラプロジェ
クトに関して意見交換を行うとともに、今後も引き続きJTTRIと連携・協力していく旨を確認しました。

海
外
の
要
人
等
と
の
直
接
対
話

2021年１月に営業運転を開始したタイ初の無人運転案内軌条式輸送システムであるゴールドラインの視察を行いました。同ラインは、
BTSシーロム線との乗換駅であるクルン・トンブリー駅とクローンサーン駅を結ぶ全長約1.7㎞、起終点を含めて駅数３駅のミニ路線
です。途中のチャルンナコーン駅に直結する大型商業施設であるICON SIAMの利用客が乗客の大半を占めている様子を観察すること
ができました。

ゴールドライン視察４月24日４月24日

５月22日５月22日

（3）奥田専務のベトナム訪問	 2023年５月21日～27日

在ベトナム日本大使館	山田大使との会談

在ベトナム日本大使館の山田大使から、日越外交関係樹立50周
年に伴うベトナム国内の動向を伺うとともに、現在のベトナム及
びアジアの情勢について意見交換を行いました。また、鉄道整備
と都市開発の連携やSNSを活用した観光情報の発信等、運輸・
観光分野におけるベトナムの特色や傾向を伺い、JTTRIがベト
ナムでの開催を検討しているシンポジウムについて、テーマや開
催時期等についてのアドバイスをいただくとともに、JTTRIの
今後の活動への支援を要請しました。５月24日５月24日
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ベトナム観光開発調査研究所（ITDR）トゥアン所長との会談

日越外交関係樹立50周年を記念した観光に関するシンポジウムの開催に向け、カウンターパートであるベトナム観光開発調査研究所
（ITDR）を訪問し、目的、テーマ等の具体的な内容に関する意見交換を行いました。両国の関心の高い「主要観光地におけるオーバー
ツーリズムと地方観光地の発展」をテーマとすることで合意し、シンポジウム開催を契機として今後両研究所の関係を強化していきたい
旨を確認しました。

奥田専務がベトナム観光総局（VNAT）のカイン長官を訪問しました。５月24日にベトナム観光開発調査研究所（ITDR）とJTTRIの
間で行われた観光に関するシンポジウムの開催に向けた意見交換の概要を説明し、シンポジウムの開催に関するカイン長官の賛同を得
ました。さらに、９月にホーチミンで開催予定の国際観光フェアにおける協力の要請を受けるなど、日越両国の観光交流のより一層の
促進に向け、JTTRIとの関係強化への高い期待が示されました。

ベトナム観光総局（VNAT）カイン長官との会談

奥田専務がベトナム交通運輸省（MOT）国際協力局のハ副局長を訪問しました。
ベトナムにおける運輸分野の関心事項に関する意見交換を行うとともに、今後のMOTとJTTRIの協力について議論を行いました。
MOTからは、ベトナムの高速鉄道整備計画を踏まえ、高速鉄道への関心が示されました。

ベトナム交通運輸省（MOT）国際協力局	ハ副局長との会談

海外の要人等との直接対話

海
外
の
要
人
等
と
の
直
接
対
話

５月24日５月24日

５月25日５月25日
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奥田所長が日本政府観光局（JNTO）ハノイ事務所の吉田所長を訪問しました。JNTOのベトナムでの活動の状況やベトナムにおける
観光の動向について、意見交換を行いました。コロナ後、両国の往来者数がまだ少ない現状ではあるものの、ベトナムの経済発展によ
り日本への旅行者の増加が今後見込まれることなどの説明を受けました。さらにベトナムで開催予定の観光シンポジウムについて、情
報共有を行うとともに、協力を要請しました。

JNTOハノイ事務所	吉田所長との会談
海
外
の
要
人
等
と
の
直
接
対
話

５月25日５月25日

タイ王国運輸省（MOT）	チャヤタン次官との会談

宿利会長がタイ王国運輸省（MOT）のチャヤタン次官、パンヤ―交
通政策計画局長、ピチェート鉄道局長らと会談し、昨年６月開催の物
流シンポジウムにおけるチャヤタン次官の来賓挨拶及び今回開催する
物流シンポジウムへのパンヤ―局長のご登壇に対する謝意を伝達しま
した。チャヤタン次官からは、タイの鉄道整備状況、タイの物流に対
する課題や鉄道へのモーダルシフトの重要性について言及があり、今
後のJTTRI-AIROの活動に対して、引き続き最大限の協力をする旨
の意向が示されました。

６月13日６月13日

（４）宿利会長、奥田専務のタイ訪問	 会長：2023年６月12日～16日

	 専務：2023年６月14日～17日

宿利会長がバンコク都のチャチャート知事（元タイ王国運輸大臣）と会談し、2022年６月に引き続き開催する第２回物流シンポジウ
ムや2023年２月開催の観光シンポジウムを含めたJTTRI-AIROの活動について紹介を行いました。チャチャート知事は、交通渋滞の
解消をバンコクの最優先課題として指摘しつつ、日本における運輸・観光分野の取組みに興味を示し、今後のバンコク都とJTTRI-
AIROの連携の可能性について意見交換を行いました。

バンコク都	チャチャート知事との会談６月13日６月13日
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宿利会長より、ピパット大臣に対し、本年２月に開催したJTTRI-AIRO開設記念シンポジウム「『コロナ後』に挑む観光の変革」にお
いて来賓挨拶をいただいたことに対する御礼を伝えるとともに、開催にあたりタイ観光・スポーツ省（MOTS）やタイ国政府観光庁

（TAT）の関係者にご支援いただいたことに対して謝意を伝達しました。また、日タイにおける観光政策について意見交換を行う中
で、ピパット大臣より、観光分野における検討チームを両組織で結成して緊密な連携を図ることや、観光PRに向けた日本の関係機関
との調整を進めることについて要請があり、宿利会長から協力・連携する旨回答しました。

ピパット観光・スポーツ大臣との会談
６月13日６月13日

宿利会長よりチュラ事務局長（元タイ王国運輸省交通政策局長、海事局長、航空局長）に対し、事務局長就任について祝意を伝えると
ともに、タイの東部経済開発の司令塔機能を果たしている東部経済回廊（EEC）における高速鉄道プロジェクトの昨今の状況や今後の
見通しについて説明を受けました。資金調達の課題を含め、高速鉄道のような大規模なインフラ整備に対する公的主体の関わり方など
について活発な意見交換を行い、チュラ事務局長からはEEC事務局と当研究所の協力関係の構築について前向きな姿勢が示され、今後
も連携を進めていくことを確認しました。

東部経済回廊（EEC）チュラ事務局長との会談６月13日６月13日

チョーカンチャングループ	プリュー会長との会談

宿利会長がチョーカンチャングループ（バンコクのパープルライン・ブルーラインを運営するBEMに出資している大手ゼネコン）の
プリュー会長と会談し、昨年と本年開催の物流シンポジウムや２月開催の観光シンポジウム等のJTTRI-AIROの取組みについて紹介
しました。プリュー会長からは、バンコクの都市鉄道の状況について、パープルラインの延伸では日本の車両を採用すること、オレン
ジラインではチョーカンチャングループが出資するBEM社が建設・運営事業を請け負うことなどの説明があったほか、東部経済回廊
の開発の進捗状況についても、意見交換を行いました。

６月14日６月14日
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宿利会長がタイ王国運輸省鉄道局（DRT）のピチェート局長と会談し、宿利会長から、昨年に引き続き開催する物流シンポジウムへの
支援並びに、2022年10月に名古屋で開催されたIHRA国際フォーラムへの参加に対する謝意を伝達しました。鉄道局からは、鉄道の
複線化計画と進捗状況及びバンコクの都市鉄道の整備計画に関する説明があり、ピチェート局長からも、複線化による貨物輸送の課題
解決や、鉄道を活用した観光への取組み強化の方針について言及があるなど、活発な意見交換が行われました。

タイ王国運輸省鉄道局（DRT）ピチェート局長との会談
６月14日６月14日

バンコクモノレール	イエローライン視察

６月３日から運行を開始したバンコク初のモノレール「イエローライン」を視察しました。エアポートレールリンクとの乗換駅である
フワマーク駅からBTSスクンビット線との乗換駅であるサムロン駅までの区間を試乗しました。同路線は、国営のMRTAが路線の建
設や施設を保有し、民間のEBMが運営を行う、上下分離方式を採用しています。車両は、無人自動運転にて運行されています。

６月14日６月14日

宿利会長よりアーコム財務大臣（前運輸大臣）に対し、昨年と本年の二度に亘りJTTRI-AIROが物流シンポジウムを開催するにあたっ
て多大なるご支援をいただいたことに謝意を伝達しました。また、タイにおける物流の課題や気候変動問題について意見交換を行い、
当研究所からは各交通モードにおけるカーボンニュートラル分野の研究について紹介しました。アーコム大臣からは、タイにおける鉄
道分野の脱炭素化は急務であるとの認識のもと、当研究所に対しタイ運輸省鉄道局（DRT）との連携の提案があり、宿利会長より喜ん
で協力する旨回答しました。

アーコム財務大臣との会談６月15日６月15日

アーコム財務大臣（右から３人目）アーコム財務大臣（右から３人目）
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（５）宿利会長のカリフォルニア訪問	 2023年６月19日～25日

宿利会長が、カリフォルニア州運輸省のトックス・オミシャキン長官、ジャイルズ・ジョヴィナッジ上級補佐官を訪問し、脱炭素や高
速鉄道等について、幅広く意見交換を行いました。宿利会長からは、2023年10月に開催予定の日米国際航空シンポジウムや2023
年３月の日米国際交流・観光シンポジウム等のJTTRI-JITTIの活動を紹介し、オミシャキン長官から、公共交通の利便性向上や鉄道
の沿線開発について日本の事例に特に関心を持っていること、今後の研究所の活動について協力の意向が示されました。

カリフォルニア州運輸省	トックス・オミシャキン長官との会談
6月21日6月21日

タイ国立科学技術開発庁（NSTDA）ナコーン	アドバイザー及びタイ鉄道技術協会ディッサポン	アドバイザーとの会談

宿利会長が、タイ国立科学技術開発庁（NSTDA）のナコーンアドバイザー（元タイ国鉄副総裁）及びタイ鉄道技術協会のディッサ
ポンアドバイザー（鉄道技術協会元会長）と会談し、最近のJTTRI-AIROの取組みについて紹介しました。ナコーン氏から鉄道整備
に関する課題や国鉄民営化に関する説明があったほか、ディッサポン氏からは鉄道技術者の養成に関する取組みについて紹介がなさ
れ、情報交換を行いました。

ナコーンアドバイザー（左から3人目）とナコーンアドバイザー（左から3人目）と
ディッサポンアドバイザー（右から２人目）ディッサポンアドバイザー（右から２人目） ６月15日６月15日

タイ観光スポーツ省	モンコン次官補との会談

奥田専務がタイ観光・スポーツ庁のモンコン次官補と会談し、２
月に開催した観光シンポジウムにおける特別講演に対する謝意を
伝達するとともに、タイにおける観光税の導入及び使途、
DASTA（持続的観光特別地域開発管理機構）における持続可能
な観光への取組みや、今後の観光の展望について意見交換を行い
ました。引き続き、両国で観光分野における連携を強化していく
ことを確認しました。６月15日　モンコン次官補（左から３人目）６月15日　モンコン次官補（左から３人目）

在タイ日系企業関係者との意見交換

＊丸紅泰国	日髙社長 ＊	JTT（Japan	Transportation	Technology		
（Thailand）Co.,	Ltd.）谷野社長、和田副社長
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宿利会長が、産業集積地と郊外部の通勤を担う都市鉄道であるカルトレイン（サンフランシスコからシリコンバレーを貫き、サンノゼ
を経由しギルロイまで結ぶ、延長約124km）のミシェル・ブシャード エグゼクティブダイレクター、サム・サージェント戦略・政
策ダイレクターを訪問し、2021年12月の日米鉄道オンライン・カンファランスへの参加に対する謝意を伝達しました。また、コロ
ナの影響が残っている現在のカルトレインの利用状況や、今後の利用者の拡大に向けた利便性の向上や沿線開発の方針について意見交
換を行いました。

カルトレイン	ミシェル・ブシャード	エグゼクティブダイレクターとの会談
６月22日６月22日

宿利会長が、ジョン・ルース元駐日米国大使（2009年～2013年在任）を訪問し、日米のビジネスや観光を含む幅広い交流の重要性
について意見交換を行いました。弁護士でもあるルース元大使から、米中関係の緊張等国際情勢の観点から日米関係が重要になってい
ること、また日本に訪問して日本贔屓になる米国人が増えていることから、今はビジネスや観光において両国で協力関係を築く絶好の
機会であるとの意見を頂くとともに、今後のJTTRI-JITTIの活動に対して、協力をする旨の意向が示されました。

ジョン・ルース元駐日米国大使との会談６月22日６月22日

宿利会長が、“Japan as No.1” の著者のエズラ・ヴォ―ゲル氏のご子息で、親子二代にわたって日本の政治経済の専門家であるカリ
フォルニア大学バークレー校のスティーブン・ヴォーゲル教授と会談し、コロナ禍における日米政権の対応の対比や、インバウンド、
アウトバウンド双方向での観光交流の重要性等について意見交換を行いました。また、ヴォーゲル教授から米国の最新の政治情勢につ
いても知見を頂く等、運輸・観光分野を含めて幅広く貴重なご意見を頂くとともに、今後のJTTRI-JITTIの活動に対して、協力をす
る旨の意向が示されました。

カリフォルニア大学バークレー校	スティーブン・ヴォーゲル教授との会談
6月20日6月20日



� Vol.7 │ 2023�夏号 67

宿利会長が、ホンダやGMが出資し、自動運転車の技術開発、実
用化を行っているスタートアップ企業であるクルーズ社を訪問
し、運転席やハンドル、ペダル等のない自動運転車「オリジン」
や東京でのサービス提供等の今後の展望について情報収集を行い
ました。また、夜間に商用サービス（無人タクシー）を利用し、
自動運転車の走行性能等を通して、その開発状況を確認しました。

クルーズ社との会談、無人タクシーの視察
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宿利会長が、大林組がシリコンバレーにおけるオープンイノベーション拠点として2017年に開設した大林シリコンバレー・ベンチャー
ズ＆ラボラトリを訪問し、同社におけるスタートアップへの支援、協業への取組み、今後の建設業におけるデジタル化の進展について
情報収集を行いました。また、コンクリート構造物の鉄筋配置の確認・検査を、デジタル化して効率的に行う取組みについて、実物大
の実験設備を視察しました。

大林シリコンバレー・ベンチャーズ＆ラボラトリの視察
6月20日6月20日

在サンフランシスコ日本国総領事館	野口総領事との会談

宿利会長が、在サンフランシスコ日本国総領事館の野口総領事と
会談し、サンフランシスコの経済状況等について、意見交換を行
いました。また、JTTRI-JITTIの活動を紹介し、野口総領事から
今後の活動に対して、協力をする旨の意向が示されました。

6月21日6月21日

6月21日6月21日
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宿利会長が、在ロサンゼルス日本国総領事館の曽根総領事と会談し、ロサンゼルスの経済状況等について、意見交換を行いました。ま
た、JTTRI-JITTIの活動を紹介し、曽根総領事から今後の活動に対して、協力をする旨の意向が示されました。

在ロサンゼルス日本国総領事館	曽根総領事との会談 ６月23日６月23日

カルトレイン（P.66参照）と、ベイエリアで自動運転されている地下鉄BARTに乗車しました。カルトレインは、100㎞/h超のスピー
ドでも揺れ等は少なく乗り心地は良好でありました。また、BARTはホームドアの設置はないものの、運転士なしの自動運転により運
行されており、稀に急な加減速がある等、乗り心地には課題が感じられました。このほか、車両の案内表示、駅構内の案内設備、改札
の状況等を視察しました。

カルトレイン等の公共交通機関の視察6月19日6月19日

宿利会長が、グローバルに定期コンテナ船事業を行うOcean Network Express（ONE）社のロングビーチ支店を訪問し、小寺北米
統括（バージニア州リッチモンドの北米本社からweb参加）と臼井西部地区営業所長と、コロナ禍におけるサプライチェーンの混乱
における対応、ロサンゼルス港、ロングビーチ港における脱炭素の取組みについて情報収集を行いました。また、川崎汽船、商船三
井、日本郵船の３社統合によるONE社設立の効果、今後の事業展開等について意見交換を行いました。

	 ONE（Ocean	Network	Express）小寺北米統括等との会談

6月23日6月23日
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宿利会長が、2022年3月に開設のJR東日本ロサンゼルス事務所（開設に伴いニューヨーク事務所は業務を終了）の奥村所長、歌川
副所長を訪問し、日本への観光客誘致を中心とする同社の取組みについて情報収集を行いました。また、カルトレイン社等の、現地の
鉄道事業者との協業の可能性について意見交換を行いました。

JR東日本ロサンゼルス事務所	奥村所長との会談
6月23日6月23日

ロサンゼルス、ロングビーチ港の視察

コロナ禍において、サプライチェーンの停滞が
発生した、米国西海岸の主要港であるロサンゼ
ルス港、ロングビーチ港の現在の状況を視察し
ました。

６月23日６月23日

	 米国ホンダ	増満副社長、JETRO	森本アドバイザーとの会談

宿利会長が、米国ホンダ増満副社長、JETRO森本アドバイザー（前ロサンゼルス港湾局幹部）を訪問し、森本アドバイザーから、ア
ジアからのコンテナ輸入が西海岸から東海岸へシフトしていること、ロサンゼルス・ロングビーチ港の環境対策・規制への対応、港湾
関係の労使交渉の現状と今後の見通しについて、増満副社長から、米国でのEVの規格に係る動向や自動車の資源リサイクルに関する
取組みについて情報取集を行いました。

6月23日6月23日
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　ジョンズ・ホプキンス大学高等国際関係研究大学院（SAIS）ライシャワー東アジア研究センター長のケント・カルダー教授が当研
究所を来訪し、宿利会長と懇談を行いました。カルダー教授からは、ライシャワー東アジア研究センターが今年の夏に米国議会近くに
移転することから、移転後に訪問してほしいとのお話があり、宿利会長から、次回ワシントンDCを訪問する際に訪問したい旨を返答
しました。また、カルダー教授からは、同センターにおいてVisiting Scholarのプログラムの拡充を検討している旨の紹介があり、
同センターのプログラムの活用可能性を含めて、ワシントン国際問題研究所を含めた運輸総合研究所と同センターとの人的交流及び研
究交流等連携について議論を行い、意見交換を継続することで一致しました。

（６）カルダー教授との会談	 運輸総合研究所：2023年６月５日
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上記以外の在米日系企業等関係者との意見交換

サンフランシスコ
＊JALサンフランシスコ支店　高橋支店長
＊WSP※　花倉技術専門家
＊米州住友商事　栗林上級副社長
＊米サッポロ　南CEO
＊米州三菱商事　馬場副社長

ロサンゼルス
＊JALロサンゼルス支店　フジイ支店長
＊ANAロサンゼルス支店　小林支店長
＊JNTOロサンゼルス事務所　田中事務所長

米国の史跡にも指定されているロサンゼルスのユニオンステーションを視察し、駅建築物の外観や内装、駅空間としての使われ方、他
の交通モードとの結節状況を視察しました。

ロサンゼルス	ユニオンステーション視察
6月24日6月24日

注） 交通・インフラなどの分野における戦略的アドバイス、エンジニアリン
グを提供するコンサルタント
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国際交通フォーラム（ITF）交通大臣会合	2023への参加
2023年5月24日（水）～26日（金）

国 際 会 議
学 会 等

2023年５月24日（水）～26日（金）に、国際交通フォー
ラム（International Transport Forum：ITF）交通大臣会合 
2023が開催され、当研究所からは研究員４名が参加しました。

国際交通フォーラムは、加盟66カ国の交通担当大臣、交通
関連企業の代表、学識経験者等が集まり、世界全体にとって
戦略的に重要なテーマを取り上げ、交通政策に関する方向性
を打ち出す、OECD傘下の機関です。毎年５月、ドイツのラ
イプチヒにて全加盟国による大臣級会合が開催されています。

研究発表は、従来、直前の付帯行事として行われていまし
たが、本年から、各国政策当局も参加するよう、大臣会合に
組込まれて行われることになりました。今回の大臣会合のテー
マは、「持続可能な経済を実現するための交通」であり、研究
発表の３つのテーマは、「強靭性と持続可能性を強化するため
の交通気候適応への資金調達」、「都市内外における旅客交通
の計画及び資金におけるアクセシビリティと道路安全の便益
の把握」及び「循環経済の決定的な要素としての循環交通経
済の促進」でした。

５月26日の研究セッション「持続可能で効率的な都市物流
体系を如何にして計画するか？」において、当研究所から応
募・審査通過をしたラジャリ研究員の代理で 北田研究員が、

「循環経済に物流はどのように貢献できるか？日本の視点から」

低炭素に関するセッションの発表者と意見交換する竹内主任研究員（左）

発表する北田研究員

グループワークに参加する堀尾研究員（右）

質疑で対応する藤﨑主席研究員（左から2人目）

と題して発表しました。当研究所の共同研究調査「デジタル
技術の活用による持続可能な物流システムの構築」を基に、
日本の物流では、低生産性が主な課題であること、これを克
服して排出を削減するために、異なる産業間の資産共有や統
合輸送による共同配送、情報共有、連携、標準化、サプライ
チェーンのデジタル化及び自動化が解決法であること、その
ために、ハードとソフトの政策手段が検討対象となること等
を提案しました。続く質疑では、藤﨑主席研究員が、利害関
係者間の情報共有、連携、標準化指針の遵守を要請する法規
制等のハード手段、オープン・クロス・ドック・センター等
物流拠点の整備を促進するための低利融資及び税制特例によ
る助成といったソフト手段のほか、提案された解決法の必要
性と便益に焦点を当てた教育等の組合せが施策として検討し
うることを回答しました。

また、「交通グリーン化によって持続可能な経済を促進する」
をテーマとする公開大臣ラウンドテーブル、脱炭素に関する
多数のセッション、循環経済、アクセシビリティ等に関する
セッションに、脱炭素化に関するグローバル調査研究等の一
環で、研究員が参加し、関連する最新の交通課題について情
報収集を行い、世界各地域の研究者及び実務者とのネットワー
キングに努めました。
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第67回土木計画学研究発表会・春大会への参加
2023年６月３日（土）～４日（日）

発表する新倉研究員 発表資料より

研究発表会概要
この研究発表会は、土木学会の学術研究グループ（調査研

究部門）の一つである土木計画学研究委員会が主催となり、
年２回開催しているものです。今回は福岡県の福岡大学七隈
キャンパスでの開催となり、鉄道・道路・防災・都市計画、
公共交通経営、歩行者空間、交通安全など70のセッションが
開かれ、310本を超える研究成果が発表され、当研究所から
は新倉研究員が発表しました。

新倉研究員は交通行動調査のセッションで「携帯電話の位
置情報データを活用した幹線旅客流動の把握に関する検討」
について発表し、統計調査でのビッグデータの活用について
研究者間で意見交換を行いました。

論文のポイント
近年、ビッグデータの活用として、携帯電話の位置情報デー

タ等から人々の移動の実態を捉える動きが進んでいます。論
文では、日本全体の交通機関別の幹線交通旅客流動の把握を
試み、既存統計との比較・分析を行い、その有効性を検討し
ました。

今回は、携帯電話の基地局データを利用している「モバイ
ル空間統計」を利用し、幹線旅客の実態の把握を試みました。
その結果、交通機関別の旅客流動の把握に、ビッグデータが
活用できる可能性を示すことができました。既存統計と比べる
と、ビッグデータは、旅行目的を把握することはできないが、
調査時期や期間を自由に設定でき、公開までの期間が短縮でき
ることが分かりました。一方で、ビッグデータと既存統計を比
較すると流動量に乖離が見られることを確認しました。

今後、ビッグデータを活用したデータ開発や普及から調査
コストを削減できる可能性やビッグデータを利用した需要予
測や事業評価手法の確立などの検討の必要性を示しました。

雑記
福岡大学七隈キャンパスの最寄駅は、福岡市営地下鉄七隈線福大前駅です。2023年３月27日に七隈線天神南駅～博多駅が開

業し、新幹線博多駅のみならず、福岡空港からも乗換え１回とアクセスが大幅に改善されていました。
なお、この七隈線の延伸計画は、2008年から当研究所が福岡市交通局より受託し検討を行いました。その後も、新規採択時

評価、再評価などの公共事業評価についても携わっています。

土木学会
土木学会は「土木工学の進歩および土木事業の発達ならびに土木技術者の資質向上を図り、もって学術文化の進展と社会の発

展に寄与する」ことを目指し、1914年に設立された国内有数の工学系団体です。会員は、教育・研究機関のほか、建設業、建
設コンサルタント、エネルギー関係、鉄道・道路関係、行政機関、地方自治体などで構成され、会員数は約38,000人（2023
年６月末時点）です。

土木学会の会長任期は１年で、2023年時点の会長は第111代になります。第82代会長は運輸政策研究所（現運輸総合研究
所）初代所長の中村英夫氏（東京都市大学名誉総長）、第92代会長は同研究所第２代所長の森地茂氏（政策研究大学院大学客員
教授、名誉教授）が務めました。

【参考】ビッグデータと純流動調査の比較
項目 ビックデータ 純流動調査

対象OD 出発地-目的地、居住地-旅行先 出発地-目的地、居住地-旅行先

地域区分 50府県、207生活圏 50府県、207生活圏

対象流動 ・都道府県内々を含む流動
・通勤・通学を含む全目的
・在来普通等含む全機関

・都道府県をまたぐ流動
・通勤・通学を除く
・幹線交通利用者

交
通
機
関

航空 民間空港を発着する航空路線 国内定期航空路線

鉄道 新幹線とその他鉄道に区分
※在来普通鉄道を含む

新幹線、JR特急列車及び
一部長距離民鉄線等

幹線旅客船 民間港湾を発着する航路 都道府県を超える航路

幹線バス 中長距離バス 都道府県を超えるバス路線

乗用車等 長距離バスを除く自動車 都道府県を超える自家用乗用車、タクシー等

経路情報 利用した複数の交通機関（乗継地点は不明） 乗継地点、乗継前後の交通機関

拡大方法 居住地人口に合うように拡大 幹線交通利用実績に合うように拡大
一部、自動車の保有台数に合うように拡大

時間区分 毎年、毎月（平日/休日） 調査日（平日/休日）、年間値

旅行属性 区分なし 旅行目的

個人属性 性年代 性年代

データ周期 任意に設定可能 5年周期

公表時期 約3か月後 約2年半後

データ種類 集計データ 非集計データ（トリップデータ）
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欧州における陸上交通のカーボンニュートラル政策に関する調査
2023年5月23日（火）～6月2日（金）

欧州における鉄道及び大型トラックの脱炭素に係る動向と、
電化が難しい交通モードでの活用が期待される合成燃料

（e-fuel）や水素燃料の利活用動向についての調査を目的とし
て、竹内主任研究員と堀尾研究員がドイツ及びベルギーを訪
問し、ITF（国際交通フォーラム）での情報収集を行うととも
に、関係政府機関、調査研究機関、燃料サプライヤー、燃料
ユーザー等に対するヒアリング調査を実施しました。

欧州では、2035年以降の新車は全てゼロエミッション車
とする規制が導入されることとなっていますが、本年３月、
ドイツ政府の申入れにより、e-fuelのみで動く内燃機関自動
車については2035年以降も認めることとなったとの報道が
あり、こうした背景も踏まえて調査を実施しました。

まず、新車販売におけるe-fuelの容認は、技術の選択肢と
しての議論の糸口を開いたというものであって、この夏に欧
州委員会側より方針が示される予定ではあるものの、技術的・
制度的な検討事項が多くあり見通しは定かではないとのこと
でした。多くの関係者や専門家等の見方としては、電気に比
べて高コストであること、2035年までに既に相当のEV化が
進むこと等から新車販売における影響は小さいとみられるこ
と、また、e-fuel は、バイオ燃料に限りがある中では、航空
や海運、現存車両の脱炭素化のために優先して使うべきとの
見解が聞かれました。

e-fuelの原料・生産エネルギー確保に関しては、今回訪問
した企業のプロジェクトでは、グリーン水素とセメント産業
からの排出CO2やバイオガスから分離したCO2を原料として
生産しています。生産規模は現時点では少量であり、欧州内
でのスケールアップは難しいとのこと。e-fuelは、EUのルー
ル上はRFNBO（非生物由来再生可能燃料）と呼ばれ、CO2

排出回避量や原料CO2の由来（回収源）等の基準に適合する
必要があります。例えば、産業由来 CO2は EU-ETS（EU 域
内排出量取引制度）対象産業から排出されたもの等に限定さ
れており、利用期限も定められています（電力産業からの
CO2は2035年まで、それ以外は2040年まで）。今後、欧州
の技術をベースに南米やアジアなどで数万～数十万kl規模の
大型生産プラントが多数計画されていますが、原料CO2を大
量に調達するための技術やコストが実は課題となっています。

e-fuelには多くの期待が寄せられていますが、含有CO2の

海 外 現 地 調 査

欧州委員会交通総局（DG-MOVE）からのヒアリング

回収・排出帰属の問題もあり、大規模利用には幅広い関係者
が協調して取り組む必要があることが理解できました。

水素については、ウクライナ危機後の欧州エネルギー政策
として強く利用を推進しているとのことですが、住民におけ
る受入れ等の環境整備は必要で、水素の輸送や利用時の安全
基準の整備に尽力しているそうです。ドイツでは国際規格化
も視野に安全基準の策定を進めており、関係者の合意がとれ
たところから随時規格化を進めていくとのこと。

今回の調査では、ドイツ・ハンブルグ近郊の非電化区間に
導入された水素燃料電池（FC）列車の調査も行いました。電
車と同じく、振動も少なく静かに感じましたが、燃料電池の
ファンの音がうるさいといった声もあるそうです。現在は、
産業由来のグレー水素をトラックで輸送して給ガスしていま
すが、今後、隣接地に風力発電設備を設置してグリーン水素
にする計画です。ドイツにおける鉄道の電化区間は現在61%
で、2030年には75% まで電化する予定ですが、残りの
25% が課題となっています。ドイツ鉄道では3000両の
ディーゼル機関車を運行しており、このうち５～10%程度の
水素化を見込んでいます。

大型トラックについては、架線充電式（ITF で展示）や、

バッテリーEV、水素 FC、水素内燃機関、e-fuel といった手
法がありますが、今回のヒアリングでは、一部長距離・大出
力トラックでは水素も有望であるが、基本的にはバッテリー
EV化が有力との見方が聞かれました。制度面では、買替促進
のための値差補助のプログラムや公的金融機関の低利融資が
設けられています。また、航空関係者からは、Fit for 55に
よる事業影響など制度構築における要考慮事項などについて
聴取しました。

今回の調査を通じ、交通分野のカーボンニュートラル化に
向けた水素及びe-fuelの必要性と、その確保・社会実装に向
けた欧州の戦略的・計画的な取組について理解を深めること
ができ、今後の日本における検討に有益な調査となりました。

2050年の世界の航空燃料需要は5.5億 kl 以上（ICAO-
LTAG）、仮に EU 規制による e-fuel 利用率35% を適用する
と約２億klのe-fuelが必要です。更に世界中の海運や既存車
両向けに数億トン規模の需要も加わります。我が国において
も先を見越した新燃料サプライチェーン構築の必要性を改め
て感じた次第です。

水素FC列車（Buxtehude-Bremerhavenで運行）の調査
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欧州におけるデジタル技術活用と物流システム等に関する調査
2023年5月22日（月）～26日（金）

１． ドイツ等におけるデジタル技術活用と物流シス
テムに関する調査

欧州で進展している、分散型のシステムによりデータ主権
を保持するための産業分野横断的な取組みGaia-X及び自動
車・部品製造業分野の個別取組みCatena-Xの概要とそれら
と物流との関わりを把握するために、藤﨑主席研究員と北田
研究員がDenso Automotive Deutschland GmbH（ミュン
ヘン近郊所在）を訪問し、インタビュー調査を行いました。

これらの取組みの背景には、GAFA 等がデータを独占しな
いように、欧州勢のデジタル主権を強化し、標準化を設定す
ること等（“A Europe fit for the digital age”）を欧州委員
会（EC）が優先事項の一つに掲げたことがあります。

そして、分野横断的なGaia-Xについては、独仏の経済担当
省 が プ ロ ジ ェ ク ト と し て 発 表 し（2019 年）、産 学 官 の
associationで活動を開始しました。各者がデータ主権を保
持し、利用者に管理を促すとともに、多くのクラウドサービ
ス提供者と利用者を結びつける分散型システムが特徴です。

Gaia-Xを踏まえた、個別分野の旗艦プロジェクトの先頭を
行くのが、自動車・部品製造業分野のCatena-Xです。ドイ
ツ経済担当省の支援により、ドイツの自動車・部品製造業、
IT 等28社・研究所によるConsortiumが2021年に立ち上
がりました。５月現在、仏企業（ITF交通大臣会合2023の中
の循環経済に関するセッションで発表を行った自動車部品製
造 業 者 Valeo な ど）や Denso Automotive Deutschland 
GmbHを含む153メンバーが参加しています。

各企業のデータは企業毎に異なる様式・ソフトで運用され
ることが多いのですが、当該企業間で、個別合意を前提に、
Catena-Xで開発したデータ標準によるデータの接続と相互
運用を可能にするという発想です。このような運用がなされ
る場をData Space と称しますが、Data Spaceが機能する
ために、共通のルールを作成し、参加企業に対するルール適
合性認証も実施されています。

Catena-Xの具体的な取組み場面（ワークベンチ活動）に

欧欧州州主主導導ののGGaaiiaa--XXととCCaatteennaa--XXのの関関係係概概要要

[EU、Gaia-X、Catena-X及びEONA-Xの公表資料並びにDenso Deutschland GmbHインタビューを基に、JTTRI担当者にて作成]

欧州委員会（EC）の6優先事項（2019-24)の一つ：AA  EEuurrooppee  ffiitt  ffoorr  tthhee  ddiiggiittaall  aaggee
デデジジタタルル主主権権をを強強化化しし、、標標準準をを設設定定

GGaaiiaa--XX 独独仏仏のの経経済済省省ががププロロジジェェククトトをを発発表表（（22001199))、、産産学学官官ののaassssoocciiaattiioonnでで活活動動、、

デデジジタタルル主主権権をを通通じじてて革革新新をを追追求求

・・デデーータタ主主権権をを保保持持しし、、利利用用者者にに管管理理をを戻戻すす

・・多多くくののククララウウドドササーービビスス提提供供者者とと利利用用者者をを結結びびつつけけるる分分散散型型シシスステテムム

GGaaiiaa--XX44  FFuuttuurree MMoobbiilliittyy

EEOONNAA--XX

ドドイイツツ経経済済省省がが支支援援。。自自動動運運転転のの情情報報通通信信技技術術やや自自動動車車
製製造造関関連連業業界界等等がが参参加加

CCaatteennaa--XX
旗旗艦艦ププロロジジェェククトトのの例例

MMoobbiilliittyy  DDaattaa  SSppaaccee

CCaatteennaa--XXをを模模範範。。モモビビリリテティィ・・交交通通・・観観光光のの欧欧州州DDaattaa  SSppaaccee。。
SSNNCCFFググルルーーププ、、AAiirr  FFrraannccee、、AAmmaaddeeuuss等等でで構構成成

ドドイイツツ交交通通省省がが支支援援。。平平等等かかつつ公公平平なな条条件件でで、、モモビビリリテティィ分分
野野ののデデーータタ交交換換をを促促進進

ドドイイツツ経経済済省省がが支支援援。。ドドイイツツのの自自動動車車・・部部品品製製造造業業、、IITT等等2288社社・・研研究究所所にによよるる
ccoonnssoorrttiiuummがが22002211年年にに開開始始。。55月月現現在在、、仏仏企企業業ややDDeennssooドドイイツツをを含含むむ115533メメンンババーー。。

・・異異ななるる様様式式・・ソソフフトトでで運運用用さされれるる企企業業ののデデーータタににつついいてて、、当当該該企企業業間間でで、、個個別別合合意意をを前前提提にに、、
CCaatteennaa--XXでで開開発発ししたたデデーータタ標標準準にによよるる接接続続・・相相互互運運用用をを可可能能ににすするる

((ここののDDaattaa  SSppaacceeがが機機能能すするるたためめにに、、ルルーールル作作成成、、参参加加企企業業にに対対すするるルルーールル適適合合性性認認証証もも実実施施))

・・製製品品ののトトレレーーササビビリリテティィ及及びびカカーーボボンンフフッットトププリリンントトのの見見ええるる化化はは、、原原材材料料やや物物流流過過程程もも含含むむ。。
→→日日本本はは後後追追いいででOOuurraannooss  EEccoossyysstteemmをを立立上上げげ((経経済済産産業業省省等等））

製製造造業業をを支支ええるる物物流流事事業業もも対対応応すするる必必要要ががああるるののででははなないいかか？？

今回調査の主対象

は、例えば、製品のトレーサビリティ及びカーボンフットプ
リントの見える化がありますが、これらには、原材料や物流
過程も含まれます。

日本では、Catena-X等の後を追って、Ouranos Ecosystem
を経済産業省等が立上げました。

製造業を支える日本の物流事業も、先行するこのような欧
州の動向を見ておく必要があると思われます。

２． ドイツの公共交通及び観光産業の事情に関する現地調査
当研究所において、2021年度まで実施した「新しいモビ

リティ」及び「持続可能な観光地域経営」に関する調査研究
の結果も踏まえつつ、欧州等における公共交通、観光産業等
に関する調査研究を実施しています。その一環で、現地を訪
問した機会に把握した状況を次に紹介します。

（１）公共交通を含むモビリティ
① 公共交通を軸に様々なモビリティの利用を便利にする取組みの事例
・DB Navigator（ドイツ鉄道が運営するMaaSアプリ）は、

参加する他主体が運営する地域公共交通を含めた公共交通
の経路検索（ホテル等施設名からでも可能）、クレジット
カード等による電子切符購入等の機能を提供しています。
電子切符を購入した高速鉄道列車が運休した際には、代替
列車及び代替指定座席の通知が電子メールで入りました。
また、関連会社が運営する自転車シェアCall a bikeについ
ては、専用アプリに遷移して予約利用等が可能です。

・Call a bikeは、フランクフルト中央駅近辺でも、便利な各
所（写真）にシェア自転車置場が設置されています。ただ
し、筆者が専用アプリから利用しようとした際に、解錠・
返却の操作にはスマホで通信が開通していることが必要で
あるように感じました。

中央駅裏のCall a bike置場

・なお、別の事業者もシェア自転車及びシェア電動キックボー
ドを運営していますが、その利用には、同様に、スマホで
通信が開通していることが必要な模様でした。
 　このような制約は、サービス開発に際して解決できれば
望ましいと感じました。
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市内中心部でのシェア自転車及びシェア電動キックボード置場

・公共交通の各モード間の乗継利便性の向上のために、例え
ば、駅構内にバス停等への導線表示がされています。

フランクフルト中央駅構内のバス停等への導線表示

② 公共交通・まちづくり等と連携した自転車利用促進
・自転車は駅構内に持込可能で、持込可能な近郊列車が運行

されていることは従来から知られていますが、ドイツ鉄道
が運行する高速鉄道 Inter City Express（ICE）にも、自
転車マークが表示されている車両に自転車がそのまま持込
まれていることに気づきました。

ICEの自転車が持込可能な車両

・また、交通量の多い道路でも自転車専用レーンが設置され
るとともに、街中の交差点付近ではクルマの前方に自転車
停止位置の表示が路上にされています。

フランクフルト中央駅正面大通りの自転車レーン

交差点手前街路でのクルマより前方の自転車停車位置表示

③その他
・大きな荷物を抱える旅客に便利なように、高速鉄道ICEの

中には、一つの車両内にスーツケース等の荷台が多数配置
されているものがあります。

ICE車内の荷物置き場

（２）持続可能観光
６月22日に訪問した日本政府観光局（JNTO）フランクフ

ルト観光宣伝事務所では、ドイツで、ホテル宿泊を含めた持
続可能な観光への取組みが進展しつつある旨お伺いしました。

実際、例えば、ITF 交通大臣会合2023の会場近傍の NH 
Leipzig Messe Hotel で は、客 室 の 清 掃 等 を 不 要 と し て
Green Stay Cardを戸口に掲げる客に翌朝１回分の無料飲物
券を提供していました。清掃等による電気、水等消費の削減
に繋げる趣旨です。

NH HotelのGreen Stay Card
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ロサンゼルス港・ロングビーチ港における国際コンテナ物流の混雑・混乱に関する調査
2023年６月５日（月）～６月８日（木）

コロナ禍におけるロサンゼルス港・ロングビーチ港での国
際コンテナ物流の混雑・混乱の発生メカニズムと改善に至っ
た要因、その対応策等についての調査を目的として、廣松主
任研究員、北田研究員、石部研究員、大森客員研究員が米国
を訪問し、港湾管理者、港湾ターミナルオペレーター、船社、
フォワーダー等に対するヒアリング調査を実施しました。

米国では、コロナ禍による巣ごもり需要の高まりに加え、
2020年３月（１回目）の政府による新型コロナウイルス対
策給付金（EIP）が強烈な消費需要を喚起し、2020年５～８
月頃にかけて、中国発北米向けコンテナ貨物が急増しました。
しかし、コロナ禍の影響で港湾労働者の働き控え等により大
幅に荷役効率が低下し、沖合での滞船が増加しました。同様
にトラックドライバーも十分に確保できず、港湾から内陸向
けの輸送能力が低下しており、次々に荷役されるコンテナが、
港湾から搬出されずにヤード内に滞留し、滞船隻数、コンテ
ナ滞留日数が2021年の１月にピーク（第１波）を迎えまし
た。その後、コロナが鎮静化し、荷役能力の回復等によって
少しずつ改善しました。

第１波の物流混乱による供給不足への不安から、荷主の在
庫志向が高まり、より多くより早く確保する傾向となり、急
増した貨物が高止まりで推移し、次々と内陸へ輸送され続け
ました。このため、全米各地で倉庫スペース不足となり、荷
主がコンテナをトラックヤードから引き取らずに倉庫代わり

Port of Los Angeles　ヒアリングの様子 ロサンゼルス港　コンテナターミナルの様子

Port of Long Beach　集合写真 ロサンゼルス港　貨車で搬出されるコンテナ

に使用するようになりました。この結果、2021年夏頃には、
内陸の鉄道ターミナルやトラックヤードでコンテナが滞留し、
内陸から港湾へ貨車やシャーシが戻らなくなり、港湾から内
陸へのコンテナ搬出が停滞し、再び港湾ヤードでコンテナが
滞留するという悪循環に陥り、2021年11月には第１波を大
きく上回るピーク（第２波）を迎えました。その後、コロナ
の収束、内陸への輸送能力や荷役能力の改善に加えて、過剰
発注による在庫の増加に加え、米国景気の鈍化による消費の
落ち込みによって過剰在庫の状況が発生し、各社一斉に発注
を減少し、これが相まって収束しました。

一方、この間の混雑・混乱の改善に向けた対応策としては、
仮設のコンテナヤードとして港湾内の未利用地の活用や、長
期滞留コンテナに罰金措置の警告のほか、米国東岸、カナダ、
メキシコ経由へのルート変更等が行われました。また、バー
スの予約方法を港への到着順から、出発港を出たタイミング
で決まる新システムを導入し、沖合での滞船が減少しました。

今回の調査を通じ、サプライチェーンは、文字通り連鎖的
な側面があり、あるポイントで目詰まりが発生すると、それ
をクリアしても、その目詰まりが連鎖的なサイクルで他のポ
イントに順次移動するという現象が起こったことから、港湾
ターミナル、内陸ターミナル、倉庫等での混雑が連鎖するよ
うなボトルネックを生じさせないことが肝要であると感じた
次第です。
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見出し 掲載誌等 掲載日

ターミナル、２段階整備案も　成田空港検討会、中間とりまとめ　／千葉県 朝日新聞 2023年４月  ２日

「土浦方面」を提言／Ｂ／Ｃなど課題／茨城県TX県内延伸第三者委 建設通信新聞 2023年４月  ３日

土浦方面は1400億円／河岸段丘内はトンネル／茨城県のTX県内延伸調査 建設通信新聞 2023年４月  ５日

【水平垂直】訪日客受け入れ、追いつかず　関西国際空港、入国審査待ち80人 産経新聞　 2023年４月20日

自動運転トラック普及へ　運転者不足など課題提起 物流ニッポン 2023年４月28日

航空燃料「SAF」に注目・使用済み油の “争奪戦” エムデータ
TVウォッチ 2023年５月16日

［成田空港45年　未来への翼］（下）アジア間競争　激化＝千葉 東京読売新聞 2023年５月21日

運輸総研が「ゆっくりを軸とした地区づくり」セミナー 東京交通新聞 2023年５月22日

新幹線の伝道師　宿利正史 日本経済新聞 2023年５月23日

テックトレンド－持続可能な航空燃料（SAF）　国産化へ原料調達網を整備 日経ビジネス 2023年５月29日

第153回運輸政策コロキウム 「公共交通とソーシャルキャピタル」の報告 交通公論
23年 4月/5月号 2023年５月31日

地域公共交通政策の再構築　
～公共財として位置づけユニバーサルサービスを実現する～

日経研月報
23年 6-7月号 2023年６月  １日

公共交通のあり方とソーシャルキャピタル 運輸と経済
23年No.912 2023年６月  １日

公費負担の交通を集約　運輸総研・デマンド交通シンポ 東京交通新聞 2023年６月12日

東京都交通局／大江戸線沿線状況等基礎調査業務／運輸総合研究所に 日刊建設工業新聞 2023年６月14日

地方公共交通、支える仕組みは　G7交通相会合、議題の一つに 朝日新聞 2023年６月23日

使い放題制のタクシーを余暇でも利用し外出促進
高齢者向けデマンド交通でシンポ シルバー新報 2023年６月23日

茨城県のTX県内延伸／土浦方面に決定／１、２年で構想素案 建設通信新聞 2023年６月26日

都産業労働局／観光プラン改定へ有識者会議／コロナ後の観光振興検討 都政新報 2023年６月27日

デマンド交通普及に力　運輸総研、シンポや研究団体 日経産業新聞 2023年６月28日

2050年、公共交通のあり方―運輸総研が長期的提言 交通新聞 2023年６月29日

メディア掲載情報	 （2023年４月～2023年６月）

メ デ ィ ア
掲 載 情 報
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運輸総合研究所での活動を振り返って

まず、冒頭に、１年間という短期間ではありましたが、去る６月に提言及びシンポジウムという形で
成果が公表された「2050年の日本を支える公共交通のあり方に関する調査研究」の検討に参画する場
を与えられ、そこで様々なご指導をいただいたこと、また、兼務していた事務局長としても関係の方々
に多大なご協力をいただいたことについて改めて感謝申し上げます。

さて、この１年間、特に年が明けて、事務局長として事業計画や事業報告の作成にも携わる中で絶え
ず自問自答を続けてきたのは「運輸総研はどこに向かうべきか」、特に、「学術研究と実務との橋渡し」「役
に立つ研究の実施」という二本柱の理念に立ち戻り、これに沿った形で活動を充実していくためにはど
うすべきか、ということです。

例を２つほどあげます。
１点目は、研究調査のテーマの設定及び手法です。
今年度の新規研究調査についても、運営委員会や理事会での御議論にもヒントを得ながらそのテーマ

設定を進めてきましたが、時代の変化も急激に進む中で、これに直面している若い世代の民間・行政の
実務家のニーズをどう取り入れていくかも重要な視点になってきているのではないかと考えます。本来、
企業や行政からの若手の出向者が多数在籍する利点を生かし、所内での議論を積み重ねテーマを設定し
ていけば、このような要請を満たせるのではないかと思われますが、各研究員はそこまでの余裕をもっ
て業務に従事できていないという課題がありました。この１年で業務量と人員のバランスを適正化すべ
く努めてきましたので、ぜひそのような文化が育っていくことを願っています。

また、若手の研究者との接点が少ない、セミナー等への若手実務者の参加が少ないことも気になりました。
重厚な形での検討委員会だけでなく、ワークショップ等も含めたライトな形での議論の場を設けること
の必要性を感じつつも、そこまでの議論に着手できなかったことは残念です。

２点目は、国際活動です。
紙面の都合もありますので簡単に申し上げれば、運輸総研の国際活動には、①国際的な情報を的確に

入手し、我が国関係者へ提供するとともに、日々の研究調査に反映させるための活動、②我が国におけ
る研究成果を海外の政策課題の解決に活用してもらえるための活動、③これらのスパイラルアップにつ
ながるような海外の研究機関・学界との交流活動、④人事異動が頻繁な我が国の政府では必ずしも十分
でない継続的な外国政府関係者との関係構築、といった大きく視点があります。これも特に人員的な制
約もある中で、どこに力点を置いていくべきかということが大きな課題です。この冊子を手に取られて
いる、運輸総研のステークホルダーの方々はいかがお感じでしょうか（一行政官に戻った個人的な意見
としては、①をぜひ充実させていただきたいところです。）。

なお、この「運輸総研だより」も相当数の研究員が兼任している広報戦略チームでかなりの手間ひま
をかけて作成しています。このことにもぜひ思いを馳せながらお目通しいただければと思います。

最後になりますが、屋井新所長をお迎えした運輸総研の活動が、ステークホルダーの皆様方にとっても、
研究員・職員にとっても、より充実したものとなるよう祈念して筆を置かせていただきます。

 2023年7月離任

【専門分野】 総合交通、地域交通、  
航空、バス、タクシー

【出身組織】 国土交通省
【在籍期間】 2022年7月～2023年7月

主席研究員 事務局長　海谷　厚志
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運 輸 総 研 現 場 か らの

皆様への謝意：運輸総合研究所の一員より

2022年12月半ば、コロナウィルスに罹患しホテル隔離から自宅に戻った翌朝、当時の上司から電話
でいただいた当研究所「主席研究員・国際部長」職の内示。前職のJOIN（海外交通・都市開発事業支
援機構）では組織名こそ「海外」の名が冠されているもののコロナ禍で海外との往来が途絶、事実上国
内業務にのみ従事し１年半過ごしてきた中、再び国際業務に携わる可能性を示唆する職名を耳にして内
心嬉しく思った瞬間その重責に思いを寄せ、航空局課長在任時の米DC JITTIセミナーへの参加を除き
残念ながら特段のご縁の無かった当研究所に具体的にどのような貢献ができるか不安も抱えながら本年
１月にUD神谷町ビルの玄関をくぐりました。

実際には、小職の外交官在任時以来特に高速鉄道を中心に大所高所からのご指導をいただいてきた宿
利会長、課長としてお仕えした当時の局長である佐藤理事長、奥田専務理事、元直属上司の海谷事務局長、
前任者の金子部長、そして、様々な機会に快く作業を分担していただき、研究所における過去の国際業
務の具体的な内容や対応ぶりについても丁寧にご教示いただいた同僚の研究員の皆様、様々な手続や新
しい業務インフラ（PC等）に戸惑う小職を積極的に支援していただいた総務の皆様等幅広い皆様から
ご指導・ご支援をいただいたおかげで、小職の職責に日々邁進することができました。

小職にとって幹部の方々の海外出張への随行の機会、具体的には本年２月のタイ・バンコク観光シン
ポジウム、３月の米DC日米国際交流シンポジウム、４月のインド・デリーにおけるインド政府要路等
との意見交換、６月の米カリフォルニア州運輸長官を含む要人との意見交換のいずれも、運輸交通、観
光分野のみならず我が国が直面している幅広い課題に関する考察を一研究員、一行政官、一国民として
深める上で視野を広げ啓発させられるこの上なく貴重な機会となりました。

そのような機会も通じて職員の皆様とも広く相互に円滑なやりとりが可能となり、この半年の経験を
踏まえてさらにチームワーク良く皆様と一緒に業務を進めていこうとしていた時に予期せず担当業務か
ら離れることとなりましたため、十分な成果を出す前の離任について忸怩たる思いもしており、そのこ
ともあって異動後でもお求めがある場合には可能な限り対応をさせていただいており、今後も当研究所
のお役に立てるようなことがもしあるようでしたら引き続き喜んで対応させていただく所存です（拙稿
で当研究所と表現しているのも小職の意識の表れです）。

半年という短い期間ではありましたが、自分にとって非常に密度と中身の濃い毎日を過ごさせていただき、
当研究所でしか得られない経験をさせていただいたことに心より感謝しております。７月から国土交通
省航空局で勤務をしておりますが、今後ともご指導ご鞭撻賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

最後に、当研究所の皆様のご健勝を引き続き心より祈念しております。
皆様、どうもありがとうございました。
 2023年７月離任

【専門分野】 鉄道、航空、自動車、海事、
海外インフラ展開

【出身組織】 国土交通省
【在籍期間】2023年１月～2023年７月

主席研究員 国際部長　山腰　俊博
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百聞は一見に如かず、実体験に基づく
より良い運輸交通・観光を目指して

私は、運輸総合研究所に2022年４月に着任し、約１年３カ月が経とうとしています。その間、鉄道
関係の受託調査や、東欧鉄道（インフラ展開）に関する調査研究、地域観光産業の基盤強化・事業革新
に関する調査研究等に携わらせて頂きました。また、海外出張を３回させて頂き、現地の状況を肌で感
じる機会を頂きました。ここでは現地に行って感じたことを挙げさせて頂きます。

１回目の出張は、2022年９月にイノトランス2022に参加しにドイツのベルリンに行きました。イ
ノトランス2022の様子は、「運輸総研だより」Vol05．2023冬号に報告しております。ここでは、
その他にドイツで感じたことを挙げさせて頂きます。ドイツでは、丁度その時期、９ユーロチケットと
いう取組みが行われておりました。これはウクライナ情勢でガソリン代が高騰したことに対する措置の
一環です。日本でも、ガソリン代の高騰に対する対策が取られていましたが、それはガソリン代を補助
するというものでした。同じ、自動車産業が重要な役割を担っている日本とドイツでも対照的な対応を
しているのだと感じました。また、ドイツではペットボトル飲料を購入する際デポジットを取っており、
専用の機械にペットボトルを返却すると、デポジット分のクーポンが貰えるという仕組みがあります。
プラスチックごみの削減を身近に意識付けることができる取組みだと感じました。

２回目の出張は2022年の12月に東欧の鉄道事情を調査するため、チェコに行きました。東欧の鉄道
事情についても「運輸総研だより」Vol06．2023春号にて報告しております。ここでは、報告内容以
外に感じたことを紹介させて頂きます。ヒアリングにおいて、チェコでは、欧州グリーンディールで鉄
道の利用を促すためにも、インフラ整備にも補助金を入れ、運賃を安く設定していると聞き、国の環境
に対する意気込みを感じることができました。実際にプラハからプルゼニまで、特急列車に乗りましたが、
費用は226Kc（約1,350円）で、軌道整備がなされており非常に良い乗り心地でした。なお、日本に
置き換えると、東京～熱海間とほぼ同じ距離であり、特急料金を含めると3,560円になります。また、
プラハ市では、LRTが至る所で走っており、クリスマスの時期にちなんで、ライトアップされている車
両もあり、プラハの街と上手くマッチしているなと感じました。

３回目は、2023年６月にアメリカのカリフォルニア州に出張しました。ここでも出張の様子は、本
誌P65より報告しております。カリフォルニアでは、州法で950ドル（約13万円）まで、万引きして
も罪に問われないこととなっており、小売業は苦労しているとのことでした。また、車上荒らしも多い
とのことで、治安的な問題があることを知りました。

ここでは一例になりますが、他にもいろいろな経験をすることができました。交通はその地域の特色
の影響を受けるので、実際に体験してみないと本当の意味で理解できないものだと感じました。それは、
運輸総合研究所の調査研究でも同様で、実際に体験して初めて気づくこともあると思います。今後とも
何事も体験し、それをアウトプットに活かすことでより良い交通運輸・観光になるように取り組んでい
きたいです。

【専門分野】鉄道
【出身組織】 （独）鉄道建設・運輸施設 

整備支援機構
【在籍期間】2022年4月～

研究員　小森谷　隆
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運輸総合研究所での活動を通じて
お世話になった皆様への感謝を込めて

私は2022年７月１日に運輸総合研究所に着任し、主に「国際海運分野におけるCO2排出削減に向け
た燃料中炭素強度規制の影響評価に係る調査研究」に取り組んでまいりました。

国際海運におけるCO2の排出削減については、2050年までにCO2排出総量を2008年比で半減する
こととする削減戦略が国際海事機関（IMO）において2018年に策定され、その後、更に野心的な目標
を設定する方向で改訂が検討されています（2023年７月、IMOの第80回海洋環境保護委員会（MEPC 
80）において、2050年頃までにCO2排出総量ゼロを目標とすることが合意されました）。

こうした中、2022年６月には、その野心的な目標を実現していくための具体的な方策の一つとして、
船舶用燃料の炭素強度をライフサイクルで評価し、船舶における使用制限を2050年に向けて段階的に
強化する「燃料中炭素強度規制案（GFS：GHG Fuel Standard）」（以下、「GFS規制案」）が欧州から
提案されました。

国際海運におけるCO2の排出削減に当たっては、船舶の燃料を現在主に用いられている重油からLNG
やメタノールなどの低炭素燃料、更にはアンモニアや水素などのゼロ炭素燃料など、よりクリーンな新
燃料に転換を図っていくことが必要であり、そのための新燃料船の整備や新燃料の供給体制の構築がど
のような規制・制度であれば円滑に進むのか検討することが重要になっています。

このような背景から、運輸総合研究所においては、GFS規制案が導入された場合について、新燃料船
の導入による船隊構成の変化や、使用する燃料の構成の変化などをシミュレーションにより定量的に確認し、
それによる海運や造船への影響を評価し、必要な対応策等を検討することとして、冒頭にご紹介した調
査研究を2022年度より２か年計画で進めてきたところです。

一年目の調査研究では、GFS規制案の影響を評価することが可能なシミュレーションツールの開発を
中心に取り組みました。世界の船舶を一つの船団としてモデル化し、輸送量や新燃料のコスト、新燃料
の入手性などの将来シナリオを設定した上で、規制値を満たすためにどれだけの代替燃料が必要になる
かといった研究を行い、一定の成果を収めることが出来ました。更に、本調査研究の結果を国際的な議
論の場において活用していくことを想定して、より多面的な評価を行う手法について頭を悩ませながら
検討していましたが、まさにこれからという2023年６月末に、残念ながら運輸総合研究所を離れなけ
ればならなくなってしまいました。

研究チームのメンバーには途中で離脱することになってしまったことを申し訳なく思いつつ、本調査
研究が今後の国際海運のCO2排出削減の検討に資する成果を生み出していくことを祈念するとともに、
陰ながら応援していきたいと思う次第です。

また、運輸総合研究所に在任中は、本調査研究の他にも、海外の研究機関との交流や制度事例調査に
も携わらせていただきました。これらを通じて、成長著しいアジア諸国における意欲的な取り組みや、
欧州における先駆的な取り組みを目の当たりにし、我が国もこれに負けない取り組みを進めていく必要
があるとの思いを強く感じ、一研究員としてお世話になった者として、運輸総合研究所の今後の発展に
何らかの形で貢献するとともに、我が国運輸分野の質の高い政策立案に寄与していきたいと考えており
ます。

１年間という短い間ではありましたが、運輸総合研究所の皆様と業務を通じてお世話になった皆様に
感謝申し上げます。本当にありがとうございました。 2023年６月離任

【専門分野】 海事
【出身組織】 国土交通省
【在籍期間】 2022年７月～2023年６月

研究員　鈴木　晋也
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アメリカの鉄道を取り巻く環境変化

東京地下鉄株式会社からワシントン国際問題研究所に出向して約２年が経過しました。
着任した2021年５月を思い出すと、日本は新型コロナウイルスによる緊急事態宣言の真っただ中で

したが、アメリカではちょうど新規感染者数が落ち着き、街の雰囲気も明るくなってきたころでした。
マスクを外してまるで平時のように生活する人々を見た時は、「日本とこんなにも違うのか…！」と衝撃
を受けたことを今でも鮮明に覚えています。その後、変異株の拡大により再び長いトンネルに入ること
になりますが、スピード感のある政策の実行とともに力強く回復するアメリカの底力と、国民の多様性・
柔軟性を肌で感じることができた２年間でした。

着任以降、アメリカの都市鉄道の事業環境も大きく変わりました。特に都市部では日本以上にテレワー
クが定着しており、ワシントンDCでもほとんどの企業がハイブリッド型勤務を採用しています。その
ためアメリカの鉄道需要は未だに大きく落ち込んでおり、利用者数はコロナ禍前の６割程度（執筆時現在）
に留まっている状況です。

一方、2021年11月にはアメリカの交通インフラ政策の中でも「歴史的な偉業」と表現されるインフ
ラ投資雇用法（巨額の財政支援法）が成立しました。これは５年間で総額1.2兆ドル（約170兆円）、う
ち公共交通機関には390億ドル（約5.5兆円）を確保するもので、業界では「今後の回復に向けた生命線」
として位置づけられています。この好機を活用し、老朽化したインフラの更新や気候変動への対応を実
現できるか、ひいては利用者の支持が得られるような交通手段に変わっていけるか、アメリカの都市鉄
道事業者は非常に重要な局面に立たされています。

また、足元では「労働力不足」という新たな課題も表面化してきました。2022年10月にAPTA（全
米公共交通協会）が公共交通機関に対して行った調査によると、調査対象の96%が「労働力不足を実感」、
84％は「自社のサービス水準に影響を及ぼしている（サービス規模を縮小している）」と答えており、
業界では目下最大の課題と認識されています。

自動車大国であるアメリカと日本では、鉄道に期待される役割や運営形態が大きく異なりますが、「利
用者数の回復」や「労働力不足」をはじめとした様々な共通課題を有しており、日本に対して現地の最
新情報を発信することは非常に価値のあることだと認識しています。一昨年の12月には、「コロナ・パン
デミックからの回復とレジリエンス確保に向けた日米両国の鉄道業界の戦略と取組み」をテーマとして、
APTAと当研究所でオンラインカンファレンスを共催し、両国の取組みをシェアすることができました。
また、昨年４月には自身のコロキウム「米国の都市鉄道を取り巻く環境変化とコロナ禍からの回復戦略」
を開催し、アメリカの都市鉄道の最新動向をお伝えさせていただきました。残りの任期においても引き続き、
現地にいるからこそキャッチアップできる「生の情報」をお伝えし、鉄道関係者をはじめとする日本の方々
に少しでも役に立つ活動ができるよう精進していきたいと思います。

【専門分野】都市交通・地域交通
【出身組織】東京地下鉄株式会社
【在籍期間】2021年4月～

ワシントン国際問題研究所 研究員　岡部　朗人
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ASEAN・インド地域事務所（AIRO）
での業務を通じて

親元である観光庁から運輸総合研究所の本部に派遣され、バンコクの事務所に赴任となってから、早
くも１年が経ちました。赴任前は海外での勤務を希望していたものの、私に異国の地で研究員など務ま
るのだろうかという大きな不安もありました。１年経った今でも、言語の壁の前で自分自身の無力さを
感じたり、日本と海外の考え方の違いの間に立って悩んだりと鍛錬の日々を送っていますが、人・気候
共に温かいタイの地で、多くの人々に支えていただきながら、非常に刺激的な経験をさせていただいて
います。

特に2023年の２月にバンコクで開催した、タイ王国観光・スポーツ省との日タイ観光シンポジウム
は私にとって忘れられない業務となりました。テーマの企画、登壇者の検討及び調整、当日の会場手配、
イベント業者との調整など、バンコクの地で限られた時間と人数の中、多くの行程を手探りで進めたこ
とは大変であったと同時に非常に勉強になりました。特にパネルディスカッションでは、日タイ両国の
パネリストの方にご登壇いただき、言語が異なる中で、趣旨をきちんと伝えられるか、上手く取りまと
められるだろうかと緊張の日々でした。しかし、モデレーターのチュタマート先生をはじめ、どのパネ
リストの方々も非常に柔軟に温かく対応してくださり、そのような素敵な方々と一緒に仕事ができたこ
とを改めて幸運だと感じると共に、今後も観光を通じて世の中をより良くしていきたいという気持ちを
強くすることができました。そして、タイ側の関係者との調整を丁寧に行ってくれたAIROメンバー、
細かい要望にも対応してくださったタイのイベント業者や通訳の方々、全力でサポートしてくださった
本部の皆様に心から感謝しております。

AIROでは、研究対象の範囲が東南アジア・南アジアと幅広くカバーしていますが、一口に東南アジ
アといっても、国によって経済状況や歴史的背景、また人柄が大きく違い、非常に興味深いと肌で感じ
ています。ただ、どの国もエネルギーに溢れていて人々も前向きでパワフル、物事を進めるスピード感
が速く、まずは一度やってみてダメだったらどこがダメかを振り返って次に進む、そのような活発な動
きが東南アジアでは見られるように思います。優秀な方々も多く、自身の分野について問題意識を持ち、
課題を解決し現状を改善するために本気で考えて取り組む姿に刺激を受けます。そのような方々と接す
る度に感銘を受けると同時に、私も日本も負けていられないと思わずにはいられません。

残りの赴任期間の中でどのような方々にお会いし、どのようなことを感じて学べるのか、これからと
ても楽しみです。AIROで学んだことをしっかりと胸に刻んで、今後も前進していけるよう、微力なが
ら精進してまいりたいと思います。

【専門分野】観光
【出身組織】観光庁
【在籍期間】2022年２月～

アセアン・インド地域事務所 研究員　重松　依里
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初めての就職先はNGO？

2018年に大学を卒業して日本で海外ボランティア活動に参加した私は、人生の展開を迎えました。
当時の日本は新型コロナウィルス感染症の状況が徐々に悪化してきており、そろそろ日本でのボランティ
ア活動を終えて新しい道を歩み始めようと心に決めてタイに帰国しました。帰国当時のタイのコロナ禍
の状況は世界中でもかなりよく管理されて感染者数が低く抑えられていて安全だというイメージでしたが、
皮肉なことに私がタイに戻って数月後には感染者数が増大してしまいました。

大学卒業後直ちに日本で海外ボランティアをしていた私にとってタイで就職活動を始めることは簡単
なことではなく、新型コロナ感染症が広がっていたので尚更のことです。ボランティア活動を通して積
み重ねた日本での経験と日本語能力を活かした仕事をしたいと考えていた時にアセアン・インド地域事
務所（AIRO）の募集に出会いました。その出会いと採用が人生の新しいチャプターの開幕になりました。

タイの法人には色々な法人がありますが、よくあるのは営利団体の株式会社です。しかし、AIROは
NGO（NON-Governmental Organaization）なので、株式会社とは異なる条件が適用されます。例えば、
営利と政治を目的とした活動をしてはいけないこと、外国籍の職員数は最大５人までとなっていること
などです。AIROの体制は日本から派遣された職員５名と現地職員２名で職員数が多くはなく、事務所
をうまく回すためには一人一人の分担量がかなり大きくなります。つまりマルチタスクでの対応が必要
になっています。しかし、コンパクトな体制のAIROにもいいところがあります。職員数の多い会社組
織よりAIROは体制が単純で職場の皆さんとは家族のような関係で働いています。バンコクに開設され
た事務所ですが、所内ではまるで日本で働いているような雰囲気で、毎日日本語を使用することから日
本語を学ぶ最適な環境でもあります。

また、NGOの利点と言えば、営利組織ではないことかもしれません。この発言は普通の会社員の立場
ならあまりよくない発言でしょうが、個人的には営利活動がないAIROでの仕事は他の営利会社と比べ
るとストレス量が低いのではないかと思っています。AIROはアセアン・インド地域の運輸と観光の発
展に貢献することに力入れており、そのためにタイなどの政府機関と交流を頻繁に行っています。タイ
の社会において普段から政府と交流し、支援をしてもらうことは非常に難しいことですが、AIROが非
営利のNGOであることでタイでの面談や支援のお願いがスムーズにできていると思います。これまで
に多くのタイの政府機関を訪問し、担当大臣や関係者の方々とお会いできて、とても貴重な経験を積ん
でいます。

AIROは初めて就職した職場なので慣れないことも多く、AIROの皆さんに負担をかけていますが、今
後ともAIROの一員としてアセアン・インド地域での活動にしっかり取り組みたいと思います。

【専門分野】International Business
【在籍期間】2021年7月～

アセアン・インド地域事務所 オフィサー　ナッチャポン・ジットウィリヤーナン（アール）
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編集後記

今号まで、本誌の編集担当を務めました金子です。皆様お気づきかもしれませんが、本誌には「編集後記」
がありません。この機会に、私の最初で最後の「編集後記」をお届けしたいと思います。

本誌については、「どんな体制で作っているのか」とよく聞かれました。「毎号、輪番制で３人の研究
員が研究と掛け持ちで作成しているんですよ」とお答えすると、皆さん一様に驚かれるのですが、それ
だけ本誌の仕上がりを評価いただいたのだろうと、勝手に好意に解釈することにしています。

実際、発行前の１か月はまさに修羅場です。遅れる原稿、急な差し替えに挿入写真の調達、ページ割
付変更に誤字脱字の校正と、毎日作業に追われます。３人で製版原稿を囲み、一行一行細かくチェック
しながら繰り返し修正を入れていく作業は、精神力を削られるだけでなく、研究員としての本来業務を
も圧迫する、なかなかに厳しいタスクでした。

もちろん、研究やイベントの報告などの主たる記事は、担当研究員の皆さんの執筆によるものです。
彼らも研究の傍らで執筆しているので余裕がないことは重々承知、負担をかけていることに心を痛めつ
つも、「発表するところまでが研究ですよ！」と説得して、鬼の取り立てを敢行しました。「まとめるの
にもう少し時間が欲しい」というのに無理やり頼み込んで記事にしてもらったこともあります。研究や
イベントをいくつも掛け持ちしながら執筆してくれた皆さんには、頭が上がりません。

私も研究員ですから、各種調査の過程で、世界を飛び回って活躍する研究者の先生方と交流する機会
がありました。皆さん、ご自身の研究に自信と誇りをもっておられ、懐の深さを実感します。質問に対
する的確な御指導も、パネリストやモデレーターをお願いした際の手捌きも、「さすが」と感心させられ
ることばかりで誠に得難い経験でした。それと単純比較はできませんが、当研究所の研究員の皆さんは、
常に業務に追われていて少々窮屈そうな印象を受けます。本来、質の高い研究のためには、吟味する時
間的な余裕と自由に発想する精神的な余力が必要なはずですが、それもなかなか厳しいようで、結果的
にそのわずかな余裕をも削る片棒を担ぐ形になってしまったことについては、忸怩たる思いです。

しかしその一方で、矛盾するようですが、調査・研究本体以外の活動（イベントや広報等）をやや格
下に捉えるかのような雰囲気が一部に感じられたのは少し残念でした。研究は大事ですが、それを伝え
る為のイベント開催や広報活動はとても大切で、そのために奔走するスタッフへはもっと敬意を払うべ
きだと感じます。「運輸総研だより」も、研究の一環と位置づけ、メッセージ伝達手法として上手く利用
してもらえたら嬉しい限り。今後は、執筆者・編集者双方の負担を軽減しつつ有効活用が進められるこ
とを願っています。

本誌の作成・活用のほかにも、多くの課題を残したまま広報担当を離脱するのは、後を引き継いでく
れる人たちに対して申し訳ない限りですが、共に苦しみながら取り組んだ経験は今後の活動に必ずや活
きてくるものと信じています。研究員の皆さん、また次号以降の編集員の皆さんに、応援のメッセージ
としてこの一筆が伝わることを心より願って、私の編集後記としたいと思います。

 2023年７月離任

【専門分野】 鉄道、地域交通、観光
【出身組織】 国土交通省
【在籍期間】 2022年６月～2023年７月

主席研究員 企画部長　金子　正志
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新任研究スタッフ紹介／組織図

2023年5月着任

2023年6月着任

専門分野
都市交通計画、途上国や新

興国の交通（自動二輪車等）、
公共交通、高速鉄道、TOD

主な職歴
台湾の都市・

インフラ系コンサルティング会社
台湾の国会議員秘書、市長秘書（政策）

日韓環境政策研究機関・
NGOインターン

邱	秉瑜
研究員

CHIU Bing-yu

専門分野
航空

出身組織
国土交通省

主な職歴
国土交通省 航空局 航空事業安全室

同 運航安全課
同 次世代航空モビリティ企画室

同 無人航空機安全課
小御門	和馬

研究員

KOMIKADO Kazuma

専門分野
鉄道

出身組織
東急株式会社

主な職歴
東急電鉄株式会社

鉄道事業本部工務部 施設保全課
同 施設課小倉	匠人

研究員

KOKURA Shoto

専門分野
鉄道

主な職歴
東日本旅客鉄道株式会社

土木構造物の設計・発注業務・
工事監理

IT関連企業の
カスタマーサポート・保守

手塚	有希子
研究員

TEZUKA Yukiko

2023年6月着任	アセアン・インド地域事務所（AIRO）

専門分野
港湾、航空、物流

出身組織
国土交通省

主な職歴
港湾局 危機管理室

航空局 空港国際業務推進室
沖縄総合事務局 港湾計画課

航空局 航空戦略課
髙島	稔
研究員

TAKASHIMA Minoru

専門分野
航空、観光、物流、

運輸・観光分野の国際協力

出身組織
国土交通省

主な職歴
国土交通省自動車交通局、航空局、

観光庁の他、内閣官房、
外務省等にて勤務

富田	晃弘
主任研究員 / 次長

TOMITA Akihiro
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専門分野
鉄道

出身組織
京王電鉄株式会社

主な職歴
京王電鉄株式会社

工務部連続立体交差用地事務所
同 下北沢工事事務所

東京都都市整備局（出向）
髙橋	靖史

研究員

TAKAHASHI Yasushi

新任研究スタッフ紹介／組織図

2023年7月着任

専門分野
鉄道

出身組織
京成電鉄株式会社

主な職歴
京成電鉄株式会社

人事部労務課
   同　人事課

運輸部旅客サービス課
加藤	雄太

研究員

KATO Yuta

専門分野
物流、鉄道

出身組織
日本貨物鉄道株式会社

主な職歴
名古屋（タ）駅、支店・支社営業、貨物指令
採用、社員教育、業務改善、新規事業開発

国土交通省国土交通政策研究所（出向）白井	大輔
研究員

SHIRAI Daisuke

専門分野
鉄道、自動車、海事、危機管理

出身組織
国土交通省

主な職歴
内閣官房副長官補付

島根県警察本部警務部長
国土交通省鉄道局総務課危機管理室長

九州旅客鉄道（株）鉄道事業本部企画部長
川﨑	博

主任研究員 / 企画部長

KAWASAKI Hiroshi

専門分野
海上保安、海事、

安全保障・危機管理

出身組織
国土交通省

主な職歴
海上保安庁 総務部 危機管理官

内閣官房 国家安全保障局 企画官
Tokyo2020大会組織委員会 輸送宿泊部長

勝谷	大輔
主任研究員 / 国際部次長

SHOYA Daisuke

専門分野
海事

出身組織
国土交通省

主な職歴
国土交通省 海事局 海洋・環境政策課 専門官

国土交通省 海事局 船舶産業課
生産技術イノベーション企画調整官

外務省 在シンガポール日本国大使館 一等書記官
谷口	正信

研究員

TANIGUCHI Masanobu

専門分野
港湾、航空、総合交通

出身組織
国土交通省

主な職歴
国土交通省港湾局総務課長

中部国際空港株式会社
経営企画部長上田	大輔

主任研究員 / 事務局長事務取扱

UEDA Daisuke

専門分野
観光、航空、鉄道

出身組織
国土交通省

主な職歴
国土交通省鉄道局、

航空局、観光庁の他、
内閣府、外務省等にて勤務大野	達

主席研究員 / 国際部長

ONO Toru
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組　織　図
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ワシントン国際問題研究所長
アセアン･インド地域事務所長

会　長（代表理事）　　宿利正史

業務執行理事
理事長　佐藤善信　　 所長　屋井鉄雄　　 専務理事　奥田哲也

新任研究スタッフ紹介／組織図

2023年7月着任

2023年7月着任	ワシントン国際問題研究所（JITTI）

専門分野
鉄道

出身組織
株式会社復建エンジニヤリング

主な職歴
日本国内の整備新幹線等および

海外の高速鉄道の構造物の
計画・設計ホー	シー	クォック

研究員

HO SY QUOC

専門分野
航空、観光

出身組織
国土交通省

主な職歴
海上保安庁総務部政務課海上保安企画官
国土交通省総合政策局政策課企画専門官
京都市産業観光局観光戦略担当部長福原	和弥

主任研究員 / 次長

FUKUHARA Kazuya

専門分野
鉄道

出身組織
東海旅客鉄道株式会社

主な職歴
東海旅客鉄道株式会社

東海鉄道事業本部 運輸営業部
安全対策部

中央新幹線推進本部
東山	祐也

研究員

HIGASHIYAMA Yuya

運輸総研だより	 88



JAPAN TRANSPORT AND TOURISM RESEARCH INSTITUTE

コンサルティング事業（調査受託）

機関誌『運輸政策研究』

機関誌『運輸総研だより』

事　業　紹　介

国、地方自治体、特殊法人、民間会社等から、鉄道分野を中心
に、公共交通、航空・空港、観光など、様々な分野の政策企画立
案や計画づくり等のための調査を受託しています。

交通需要予測や費用対効果分析、事業採算性分析、施設計画等
の交通計画関連を中心とした調査実績に基づく知見の蓄積や、学
識経験者とのネットワークを活用し、質の高い調査研究成果の創
出に取り組んでいます。

　1998年に創刊した『運輸政策研究』は、「学術研究と実務的要請の橋渡し」という運
輸総合研究所の一貫した設立の理念に基づき、多角的な視点での公正な査読、多様な学識
者等で構成する編集委員会における綿密な審議を経て、交通・運輸及び観光分野に関する
論文等を掲載している機関誌です。「学会賞選考委員会の定める研究雑誌」として、日本
交通学会の論文賞審査対象論文掲載誌に指定されています。
　通常、毎年2月頃に発刊しておりますが、論文や記事は準備が整い次第、順次 WEB
ページに掲載しておりますので、ご覧ください。
　当誌では、政策研究論文、学術研究論文、論説、紹介など様々な形式の論文を受け付け
ています。交通運輸・観光に関連する研究や、政策・実務に関わる幅広い方々からの投稿
をお待ちしております。

　当研究所では、活動の様子や成果を分かりやすい形で皆様にお伝えするために、「運輸
総研だより」を2021年12月より、春夏秋冬の年4回発行しています。WEBページか
らも閲覧可能です。

本誌は，日本財団の助成金の交付を受けて発行したものである．
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視 　 座
　鶴岡　公二

特 　 集
鉄道関係研究調査を振り返る
海外開催イベントの本格的再開

2023
春 号Vol.06

2023 

春
号

Vol.06

運輸総合研究所は、交通運輸及び観光に関する

総合的な研究・調査を実施し、未来への提言を行っています｡

イノベーションが、
新しい運輸・観光を切り拓く。

「運輸政策研究」通巻81号（2023）
https://www.jttri.or.jp/journal/

「運輸総研だより」Vol.6 春号
https://www.jttri.or.jp/journal/dayori.html

2022年度における主な受託調査実績
・今後の東京圏を支える鉄道のあり方に関する調査研究
・整備新幹線の開業効果に関する調査研究
・広域交通ネットワーク形成等に関する調査
・新しい成田空港構想検討会事務局運営
・ビッグデータを活用した幹線旅客流動の把握に関する調査
・測位衛星を活用した新たな空港への進入方式に関する調査
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運輸総合研究所　運輸観光図書館

「運輸観光図書館」では、これまで、交通運輸に関する内外の図
書・資料の収集に努めており、2023年６月末現在、図書約
３万７千冊、雑誌等約１万７千冊等を保有しています。これらの
図書、雑誌及び資料は、広く研究調査活動に活用されているほ
か、関係官庁の職員、学識経験者、賛助会員等の閲覧及び貸出に
供されるとともに、一般にも広く開放しています。

運輸観光図書館利用案内
URL：https://www.jttri.or.jp/about/outline/
inforlib/

〒105-0001　 東京都港区虎ノ門３丁目18番19号  
UD神谷町ビル（２F）

TEL 03-5470-8413
FAX 03-5470-8411
E-mail libroom@jttri.or.jp

事　業　紹　介

利用時間
　入館は、午前は11：30までに、午後は17：00までに
お願いします。
10：00～12：00（昼休み12：00～13：00）
13：00～17：30

休館日
○土曜日、日曜日、祝祭日
○月末最終日（休日に当たる時はその前日）
○年末年始　　　：12月27日～1月7日
○創立記念日　　：10月1日
○年度末整理期間：土日を除く3日間

蔵書検索
運輸観光図書館で所蔵している図書雑誌は、WEBページから

検索することができます。

Twitter 公式アカウント運用開始のお知らせ

2022年6月よりTwitter 公式アカウントの運用を開始いたし
ました。調査・研究活動やセミナー・コロキウム等のイベントに
関する情報などをお知らせいたします。是非、フォローを宜しく
お願いいたします。

運輸総合研究所メールマガジン

当研究所では、最新の活動状況やセミナー等の案内を月２回
メールマガジンでお届けしています。

配信ご希望の方は、以下から登録願います。
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賛助会員は次のようなサービスを受けることができます

問合せ先
一般財団法人運輸総合研究所　総務部総務課（賛助会員事務担当）

〒105-0001　東京都港区虎ノ門３丁目18番19号	UD神谷町ビル

TEL：03-5470-8400　FAX：03-5470-8401

URL：https://www.jttri.or.jp/　E-mail：sanjokaiin@jttri.or.jp

一般財団法人運輸総合研究所	賛助会員へのお誘い

一般財団法人運輸総合研究所では、交通運輸及び観光に関する多くの問題に総合的観点から

意欲的に取り組んでおり、その成果は各方面で有益にご利用いただいております。

当研究所の目的に賛同し、活動を支援していただくために賛助会員制度を設けておりますので、

積極的にご参加いただきますようよろしくお願い申し上げます。

賛助会員の会費は1口12万円です。いつからでもお申込みいただけます。

❶	運輸関連行政情報の調査・解説（行政機関の発表内容の解説や各種審議会の見通しなど、書面だけでは見えにくい部分を調査・
解説）
❷会員との共同研究など、交通運輸に関連した研究調査・コンサルティングの実施（経費がかかる場合は、有償となります）
❸各種シンポジウム、セミナー等へのご案内
❹出版図書、定期刊行物及びその他報告書等の配布
❺図書館所蔵の図書・文献資料等の貸出
❻各種情報提供
・	当研究所が開催した研究報告会・コロキウム・シンポジウム・セミナー等における発表資料（一部ご覧になれない場合がござい
ます）
・機関誌「運輸政策研究」Web版の無料閲覧
・研究調査報告書要旨：日本財団のご支援を受けて行っている研究調査報告書要旨を毎年掲載
・国土交通月例経済：国土交通省公表の国土交通経済概況を毎月掲載
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2023年７月31日発行

Vol.07│2023 夏号

「運輸総研だより」へのご意見・ご要望をお寄せください。
https://www.jttri.or.jp/contact/form.html

編集発行人 宿利正史
発　行　所 一般財団法人運輸総合研究所
 〒105-0001
 東京都港区虎ノ門3丁目18番19号
 UD神谷町ビル
 TEL 03-5470-8405（編集担当）
制作・印刷 株式会社 大應
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私たちは、常に一歩先の
運輸・観光を見据えています。
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特 　 集
今こそ考えよう
これからの交通運輸の姿
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運輸総合研究所は、交通運輸及び観光に関する

総合的な研究・調査を実施し、未来への提言を行っています｡


